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料二

野
　
料

台
湾
少
年
事
件
処
理
法

月
二
九
日
公
布
）

（一

繼
緕
ｵ
年
一
〇

九
州
少
年
法
研
究
会

　
本
資
料
は
、
台
湾
の
新
し
い
少
年
事
件
処
理
法
を
翻
訳
し
た
も
の

で
あ
る
。
参
考
の
た
め
、
台
湾
の
旧
少
年
事
件
処
理
法
と
日
本
の
少

年
法
を
対
照
と
し
て
示
し
た
。
ま
た
、
新
法
の
制
定
経
過
に
つ
い
て

概
略
を
付
し
た
。
本
資
料
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
「
台
湾
に
お
け
る

少
年
事
件
処
理
法
（
少
年
法
）
の
発
展
と
改
正
」
の
執
筆
お
よ
び
新

し
い
少
年
事
件
処
理
法
の
翻
訳
を
厚
物
娼
さ
ん
（
九
州
大
学
大
学
院

法
学
研
究
科
修
士
課
程
）
が
担
当
し
た
。
旧
少
年
事
件
処
理
法
の
翻

訳
及
び
日
本
の
少
年
法
と
の
対
比
に
つ
い
て
は
、
呉
佳
叡
さ
ん
（
一

橋
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課
程
）
と
正
木
祐
史
君
（
一
橋
大

学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
課
程
）
の
協
力
を
得
た
。
記
し
て
、
感

謝
し
た
い
。
な
お
、
本
資
料
全
体
に
つ
い
て
は
、
土
井
政
和
が
校
閲

し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
土
井
記
）

「
台
湾
に
お
け
る
少
年
事
件
処
理
法
（
少
年
法
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
発
展
と
改
正
」

一、

ﾍ
じ
め
に

　
一
九
九
七
年
｝
○
月
、
台
湾
の
少
年
法
に
あ
た
る
新
し
い
少
年
事

件
処
理
法
が
制
定
公
布
さ
れ
た
。
そ
れ
ま
で
の
少
年
事
件
処
理
法
は
、

一
九
六
二
年
一
月
に
公
布
（
一
九
七
一
年
七
月
に
施
行
）
さ
れ
た
も

の
で
、
既
に
三
〇
年
以
上
を
経
過
し
て
い
た
。
こ
の
三
〇
年
間
、
台

湾
は
、
社
会
、
経
済
、
政
治
に
お
け
る
激
し
い
変
動
に
み
ま
わ
れ
た
。

少
年
事
件
処
理
法
も
い
く
つ
か
の
大
き
な
改
正
が
行
わ
れ
た
。
し
か

し
、
少
年
犯
罪
は
依
然
と
し
て
増
加
し
つ
づ
け
、
特
に
一
九
八
○
年

代
後
半
に
入
っ
て
か
ら
の
増
加
に
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
り
、
少

年
非
行
に
関
す
る
報
道
が
社
会
の
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
情
況
の
中
で
、
一
九
六
二
年
少
年
事
件
処
理
法
は
、
す

で
に
時
代
遅
れ
で
、
問
題
の
解
決
に
な
ら
な
い
と
の
批
判
を
受
け
、

新
た
な
少
年
非
行
対
策
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
一
九

九
〇
年
、
少
年
事
件
処
理
法
の
改
正
が
綿
上
に
の
ぼ
り
、
司
法
院
は

「
少
年
事
件
処
理
法
研
究
修
正
委
員
会
」
を
発
足
さ
せ
、
改
正
作
業

を
進
め
た
。
そ
し
て
、
七
年
間
の
激
し
い
論
争
と
審
議
を
経
て
、
新
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料資

少
年
事
件
処
理
法
は
制
定
公
布
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
台

湾
に
お
け
る
（
旧
）
少
年
事
件
処
理
法
制
定
言
か
ら
新
し
い
少
年
事

件
処
理
法
成
立
ま
で
の
発
展
と
改
正
の
経
緯
に
つ
い
て
概
説
し
た
い
。

二
、
少
年
事
件
処
理
法
制
定
以
前

　
台
湾
で
は
、
少
年
を
成
人
と
区
別
し
て
処
遇
す
べ
き
だ
と
す
る
思

想
は
か
な
り
古
く
か
ら
あ
っ
た
。
一
九
一
二
年
（
民
国
元
年
）
中
華

民
国
成
立
後
、
一
九
二
二
年
に
感
化
学
校
試
行
章
程
が
制
定
さ
れ
、

同
年
北
平
（
現
北
京
）
に
最
初
の
感
化
院
が
創
立
さ
れ
、
香
山
感
化

院
が
設
立
さ
れ
た
。
翌
一
九
二
三
年
、
香
山
感
化
院
が
北
平
感
化
学

校
と
い
う
名
称
に
変
え
ら
れ
、
全
国
か
ら
少
年
犯
罪
者
を
収
容
し
、

小
学
校
の
知
識
と
職
業
技
術
を
身
に
つ
け
さ
せ
、
感
化
教
育
を
施
す

　
　
　
　
　
ユ
　

こ
と
に
し
た
。
ま
た
、
十
九
世
紀
末
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
日
本
等
の

近
代
法
制
の
影
響
を
受
け
、
一
九
二
八
年
に
制
定
さ
れ
た
旧
刑
法
で

は
、
責
任
能
力
に
つ
い
て
段
階
的
な
規
定
を
設
け
、
一
三
歳
未
満
の

者
は
責
任
無
能
力
者
、
＝
二
歳
以
上
一
六
歳
未
満
の
者
は
限
定
責
任

能
力
者
、
～
六
歳
以
上
の
者
は
完
全
な
責
任
能
力
を
も
つ
と
し
た
。

そ
の
後
制
定
さ
れ
た
監
獄
規
則
で
も
、
一
八
歳
未
満
の
者
を
成
人
と

分
離
し
て
収
容
す
べ
き
で
あ
る
と
規
定
し
、
一
九
三
三
年
、
山
東
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

少
年
監
獄
を
設
立
し
、
少
年
犯
罪
者
の
矯
正
を
行
う
こ
と
に
し
た
。

　
新
刑
法
（
現
刑
法
）
は
、
一
九
三
五
年
一
月
に
公
布
さ
れ
、
七
月

か
ら
施
行
さ
れ
た
。
新
刑
法
の
起
草
作
業
は
、
一
九
三
一
年
か
ら
始

ま
り
、
西
欧
や
日
本
な
ど
諸
外
国
の
法
制
を
参
考
に
し
、
実
務
家
で

あ
る
裁
判
官
や
弁
護
士
等
の
意
見
を
ま
と
め
た
う
え
、
少
年
犯
罪
に

つ
い
て
責
任
年
齢
を
一
四
歳
に
引
き
上
げ
た
ほ
か
、
刑
の
適
用
の
制

限
、
感
化
教
育
な
ど
特
別
な
規
定
を
設
け
た
。
し
か
し
、
同
年
公
布

施
行
さ
れ
た
刑
事
訴
訟
法
で
は
、
そ
れ
に
対
応
す
る
規
定
を
設
け
な

か
っ
た
た
め
、
一
九
三
六
年
五
月
に
司
法
行
政
部
（
現
法
務
部
）
は

各
裁
判
所
に
「
審
理
少
年
案
件
応
命
注
意
事
項
」
一
五
項
を
発
出
し

　
ヨ
　

た
。
こ
う
し
て
、
犯
罪
を
犯
し
た
少
年
に
対
し
て
、
こ
の
基
準
に
定

め
ら
れ
た
ほ
か
は
、
通
常
の
成
人
と
同
じ
刑
事
手
続
き
に
よ
る
こ
と

に
し
た
。

　
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
一
九
四
六
年
一
二
月
に
憲
法
が
公
布
さ
れ
、

翌
一
九
四
七
年
＝
一
月
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
憲
法
の
成
立
と
と
も
に
、

法
律
も
次
々
と
制
定
さ
れ
、
全
体
の
法
制
度
も
ほ
ぼ
完
成
す
る
に

至
っ
た
。
一
九
四
六
年
に
公
布
さ
れ
、
翌
一
九
四
七
年
か
ら
施
行
さ

れ
た
旧
監
獄
行
刑
法
は
、
少
年
に
対
し
て
特
別
な
規
定
を
設
け
て
い

な
か
っ
た
が
、
一
九
五
四
年
、
一
九
五
七
年
に
改
正
さ
れ
た
新
監
獄

行
刑
法
（
現
監
獄
行
刑
法
）
で
は
、
特
別
な
少
年
監
獄
を
設
け
、
一

八
歳
未
満
の
受
刑
者
を
収
容
す
る
こ
と
の
ほ
か
、
少
年
の
心
身
情
況

65　（2。234）　614



料資

を
調
査
し
、
道
徳
の
教
育
叉
は
社
会
生
活
に
必
要
な
科
学
教
育
と
技

術
訓
練
を
施
し
、
少
年
に
対
す
る
独
居
監
禁
を
三
ヶ
月
以
内
に
限
定

す
る
こ
と
な
ど
を
規
定
し
た
。
監
獄
行
刑
法
と
関
連
す
る
行
刑
累
進

処
遇
条
例
に
は
、
第
一
級
の
少
年
受
刑
者
は
、
直
系
尊
属
の
病
気
や

事
故
な
ど
の
場
合
に
、
監
務
委
員
会
の
決
定
を
経
て
、
一
定
期
間
監

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

獄
か
ら
外
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
規
定
し
た
。

　
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
犯
罪
を
犯
し
た
少
年
に
関
す
る
規
定
は
、

刑
の
執
行
に
つ
い
て
の
特
別
な
配
慮
に
止
ま
り
、
成
人
と
区
別
さ
れ

た
少
年
の
た
め
の
特
別
な
処
遇
と
は
い
え
な
い
。
他
方
、
成
人
に
よ

る
犯
罪
の
激
増
と
と
も
に
、
少
年
犯
罪
も
増
加
し
た
。
こ
の
よ
う
な

状
況
の
中
、
一
九
五
四
年
、
少
年
犯
罪
対
策
と
し
て
、
司
法
行
政
部

は
、
高
雄
に
収
容
人
員
二
〇
〇
名
の
少
年
感
化
院
を
設
立
し
、
不
良

少
年
を
収
容
す
る
と
い
う
計
画
を
立
て
た
（
仮
称
「
南
部
少
年
教
養

院
」
）
。
し
か
し
、
そ
の
前
年
（
一
九
五
五
年
）
裁
齪
時
期
窃
盗
犯
賑

物
犯
保
安
処
分
条
例
が
公
布
施
行
さ
れ
、
保
安
処
分
の
執
行
に
つ
い

て
明
文
規
定
を
設
け
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
高
雄
、
彰
化
及
び
台
北
に

少
年
感
化
院
が
設
立
さ
れ
、
激
増
し
た
少
年
犯
罪
者
を
収
容
し
、
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

安
処
分
と
し
て
の
感
化
教
育
を
施
す
こ
と
に
な
っ
た
。

（
1
）
　
『
台
湾
台
北
地
方
法
院
士
林
分
院
専
題
研
究
報
告
：
少
年
管
訓

事
件
処
理
之
研
究
』
一
九
八
八
年
、
二
一
二
頁
。

（
2
）
　
『
台
湾
台
北
地
方
法
院
士
林
分
院
専
心
研
究
報
告
：
少
年
管
訓

事
件
処
理
之
研
究
』
、
一
九
八
八
年
、
一
ご
二
頁
。

（
3
）
　
『
台
湾
台
北
地
方
法
三
士
林
分
院
専
題
研
究
報
告
：
少
年
管
訓

事
件
処
理
之
研
究
』
一
九
八
八
年
目
八
二
頁
。
林
紀
東
『
少
年
法
概

論
（
三
連
）
』
国
立
日
課
館
、
一
九
八
二
年
、
七
三
頁
。
沈
銀
和

　
『
中
徳
少
年
刑
法
比
較
研
究
』
五
南
出
版
公
司
、
一
九
八
八
年
、
一

　
三
頁
Q

（
4
）
　
『
台
湾
台
北
地
方
法
院
士
林
分
院
専
題
研
究
報
告
：
少
年
管
訓

　
事
件
処
理
之
研
究
』
一
九
八
八
年
、
八
六
頁
。
林
紀
東
『
少
年
法
概

　
論
（
述
語
）
』
、
国
立
編
繹
館
、
一
九
八
二
年
、
七
五
頁
。

（
5
）
　
宮
坂
宏
「
台
湾
の
『
少
年
法
』
草
案
に
つ
い
て
1
最
近
の
少
年

　
問
題
を
め
ぐ
っ
て
一
」
刑
政
七
〇
巻
一
号
二
九
五
九
年
）
。
林
紀

　
東
『
少
年
法
概
論
（
三
版
）
』
国
立
編
繹
館
、
】
九
八
二
年
、
八
九

　
頁
。三

、
少
年
事
件
処
理
法
の
制
定

　
少
年
犯
罪
の
増
加
に
対
応
す
る
た
め
、
特
別
法
の
必
要
性
が
痛
感

さ
れ
る
に
至
っ
た
。
一
九
五
四
年
、
司
法
行
政
部
は
、
第
二
〇
回
司

法
法
規
検
討
整
理
委
員
会
で
少
年
法
専
案
小
組
を
発
足
さ
せ
、
そ
の

法
律
案
を
起
草
す
る
こ
と
に
し
た
。
一
九
五
八
年
、
全
文
八
四
条
の

65　（2　●235）　615



皇恩

少
年
法
草
案
が
、
立
法
院
に
提
出
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
、
少
年
裁

判
所
を
設
置
し
、
少
年
法
の
適
用
年
齢
を
七
歳
以
上
一
八
歳
未
満
と

す
る
な
ど
、
ア
メ
リ
カ
、
日
本
な
ど
諸
外
国
の
少
年
法
制
に
お
け
る

保
護
主
義
と
い
う
基
本
構
造
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

審
議
の
過
程
で
、
保
護
主
義
は
採
っ
た
も
の
の
少
年
裁
判
所
を
設
け

ず
、
少
年
法
と
い
う
名
称
も
否
定
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
し
て
、

一
九
六
二
年
】
月
に
全
文
八
一
条
の
「
少
年
事
件
処
理
法
」
は
成
立

し
た
。
公
布
さ
れ
た
少
年
事
件
処
理
法
は
、
草
案
の
少
年
法
に
対
し

て
次
の
よ
う
な
相
違
点
を
も
っ
て
い
た
。

（
1
）
　
少
年
法
と
い
う
名
称
に
代
え
て
少
年
事
件
処
理
法
と
し
た
こ

と
。

（
2
）
　
草
案
で
の
目
的
規
定
を
削
除
し
た
こ
と
。

（
3
）
　
少
年
年
齢
の
下
限
を
七
歳
か
ら
一
二
歳
に
引
き
上
げ
た
こ
と
。

（
4
）
　
少
年
裁
判
所
を
設
置
せ
ず
通
常
の
裁
判
所
に
属
す
る
少
年
法

廷
（
少
年
部
）
を
設
け
た
こ
と
。

（
5
）
　
保
護
処
分
と
い
う
名
称
を
管
訓
処
分
に
し
た
こ
と
。

（
6
）
　
保
護
観
察
と
感
化
教
育
の
執
行
期
間
を
制
限
し
た
こ
と
。

（
7
）
　
保
護
処
分
の
免
除
に
つ
い
て
は
、
裁
判
宮
の
決
定
を
経
る
必

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

要
が
な
く
、
執
行
機
関
に
そ
の
権
限
を
与
え
た
こ
と
。

　
少
年
事
件
処
理
法
は
公
布
さ
れ
た
が
、
実
務
運
用
の
た
め
の
設
備
、

人
員
な
ど
が
不
備
だ
っ
た
た
め
、
そ
の
施
行
日
は
行
政
院
の
命
令
に

よ
っ
て
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
ま
ず
は
翌
年
の
一
九
六
三
年
に
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ワ
ご

安
処
分
執
行
法
が
制
定
公
布
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
国
家
試
験
で
観
護

人
（
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
オ
フ
ィ
サ
ー
）
を
採
用
し
、
裁
判
官
を
養
成

し
、
少
年
観
護
所
（
少
年
鑑
別
所
）
と
少
年
養
育
院
（
元
少
年
感
化

院
、
一
九
五
九
年
に
改
称
）
を
設
立
し
た
の
ち
、
司
法
行
政
部
は
、

一
九
六
九
年
に
「
各
地
方
法
院
処
理
少
年
案
件
癬
法
」
を
公
布
し
、

翌
年
に
は
台
北
、
台
中
及
び
高
雄
地
方
裁
判
所
で
少
年
法
廷
を
設
立

し
、
一
部
の
区
域
に
お
い
て
少
年
事
件
処
理
法
を
試
行
す
る
こ
と
と

　
　
ヨ
　

し
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
一
九
六
〇
年
代
に
つ
い
て
は
、
次
の
こ
と
に
注
目
す

る
必
要
が
あ
る
。
一
九
六
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
、
台
湾
の
経
済
と

社
会
発
展
は
安
定
し
つ
つ
あ
っ
た
が
、
全
般
的
に
貧
富
の
差
が
大
き

く
相
対
的
に
飢
餓
の
状
態
に
あ
っ
た
と
共
に
、
犯
罪
な
ど
の
社
会
問

題
も
顕
著
と
な
り
、
社
会
防
衛
の
要
求
も
高
ま
る
こ
と
に
な
っ
て
、

少
年
法
改
正
の
論
議
も
出
始
め
た
。
他
方
、
同
時
期
に
、
諸
外
国
に

お
け
る
少
年
法
制
に
関
す
る
論
議
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
と
は
異

な
る
方
向
へ
と
進
ん
で
い
っ
た
。
ま
ず
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
少
年

法
制
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
一
九
六
六
年
の
賄
Φ
導
判
決
や
一
九
六

七
年
の
○
讐
開
判
決
な
ど
一
連
の
連
邦
最
高
裁
判
所
判
例
に
よ
っ
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て
、
少
年
手
続
き
に
お
け
る
適
正
手
続
き
の
尊
重
が
強
調
さ
れ
る
と

共
に
、
保
護
主
義
を
批
判
し
て
社
会
防
衛
思
想
を
強
調
す
る
動
き
も

強
く
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
ら
の
主
張
は
、
必
ず
し
も
保
護
主
義
に

対
す
る
全
面
的
批
判
で
は
な
い
が
、
少
年
に
対
し
て
保
護
主
義
を
採

る
と
共
に
、
社
会
防
衛
の
要
請
も
顧
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す

る
の
で
あ
る
。
こ
の
論
理
に
つ
い
て
は
、
学
説
に
よ
り
「
刑
罰
主
義

へ
の
後
退
」
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。
戦
後
ア
メ
リ
カ
の
影
響
を
受
け

て
現
行
少
年
法
が
制
定
さ
れ
た
日
本
で
は
、
前
述
の
ア
メ
リ
カ
で
の

思
潮
に
敏
感
に
反
応
し
た
。
法
務
省
は
、
一
九
六
六
年
の
「
少
年
法

改
正
に
関
す
る
構
想
」
に
続
い
て
、
一
九
七
〇
年
の
「
少
年
法
改
正

要
綱
」
を
発
表
し
て
、
検
察
官
関
与
の
拡
大
に
そ
の
眼
目
を
お
い
た
。

　
以
上
の
よ
う
な
外
国
情
勢
の
下
で
、
台
湾
に
お
い
て
も
ア
メ
リ
カ

と
日
本
の
こ
の
状
況
を
参
考
に
し
、
司
法
行
政
部
は
、
保
護
主
義
は

少
年
犯
罪
に
刑
事
政
策
的
効
果
が
な
い
と
い
う
主
張
に
基
づ
き
、
少

年
法
の
指
導
理
念
を
保
護
優
先
主
義
か
ら
「
寛
厳
蝉
声
、
教
罰
副

用
」
に
転
換
し
た
。
そ
し
て
逆
送
範
囲
の
拡
大
、
少
年
の
法
定
代
理

人
に
対
す
る
罰
則
な
ど
を
含
む
改
正
案
を
提
出
し
、
一
九
七
一
年
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

月
に
少
年
法
（
少
年
事
件
処
理
法
）
は
成
立
し
た
。

　
こ
の
少
年
事
件
処
理
法
の
主
た
る
特
徴
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
！
）
　
地
方
裁
判
所
に
少
年
法
廷
（
少
年
部
）
を
設
置
し
た
こ
と
。

成
人
と
区
別
し
て
少
年
に
対
し
て
は
保
護
主
義
を
前
提
と
し
て
、
地

方
裁
判
所
に
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
的
機
能
を
兼
ね
備
え
た
少
年
法
廷
を
設

け
、
少
年
事
件
を
専
門
に
扱
う
司
法
機
関
と
し
た
。
少
年
法
廷
に
お

い
て
は
、
裁
判
官
、
観
護
人
（
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
オ
フ
ィ
サ
i
）
、

書
記
官
が
お
か
れ
、
観
護
人
は
、
「
少
年
の
犯
し
た
事
件
に
関
す
る

行
為
、
人
格
、
経
歴
、
心
身
情
況
、
家
庭
情
況
、
社
会
環
境
、
教
育

程
度
、
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
」
を
調
査
し
て
、
意
見
を
附
し
た
報

告
書
を
提
出
し
、
こ
れ
と
共
に
少
年
の
保
護
観
察
を
も
担
当
す
る
も

の
と
し
た
。

（
2
）
　
処
分
の
対
象
に
は
犯
罪
少
年
の
み
な
ら
ず
、
虞
犯
少
年
も
含

め
た
こ
と
。
少
年
と
は
一
二
歳
以
上
一
八
歳
未
満
の
者
を
い
い
、
一

二
歳
未
満
の
少
年
に
お
い
て
は
、
虞
犯
の
場
合
を
除
い
て
、
刑
罰
法

令
に
触
れ
る
行
為
を
し
た
場
合
に
限
り
、
処
分
の
対
象
に
な
り
得
る
。

（
3
）
　
全
国
送
致
主
義
を
採
っ
た
こ
と
。
す
べ
て
の
少
年
事
件
は
少

年
法
廷
に
送
致
さ
れ
、
少
年
法
廷
は
、
管
訓
処
分
（
保
護
処
分
）
に

す
る
か
、
刑
事
手
続
き
に
ま
わ
す
か
の
決
定
権
を
持
つ
こ
と
と
な
っ

た
。
す
な
わ
ち
、
少
年
法
廷
が
先
議
権
を
持
ち
、
例
外
的
な
場
合
に

の
み
検
察
官
に
逆
送
す
る
こ
と
に
し
た
。
い
ず
れ
の
審
判
も
非
公
開

と
し
た
。

（
4
）
　
少
年
の
刑
事
事
件
を
少
年
法
廷
の
管
轄
と
し
た
こ
と
。
管
訓
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事
件
（
保
護
事
件
）
の
ほ
か
、
刑
事
手
続
き
に
ま
わ
し
て
検
察
官
に

送
致
さ
れ
た
刑
事
事
件
に
つ
い
て
も
、
少
年
法
廷
が
そ
の
管
轄
権
を

持
つ
こ
と
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
少
年
法
廷
は
、
少
年
の
管
訓
事
件

及
び
刑
事
事
件
の
双
方
を
審
理
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
5
）
　
管
訓
処
分
（
保
護
処
分
）
の
種
類
を
多
様
化
し
、
処
遇
の
個

別
化
を
し
た
こ
と
。
管
訓
処
分
の
種
類
は
①
訓
戒
、
②
保
護
観
察
、

③
感
化
教
育
の
三
つ
で
あ
り
、
更
に
治
療
処
分
と
禁
絶
処
分
と
い
う

保
安
処
分
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
6
）
　
少
年
に
対
し
て
刑
罰
の
適
用
を
制
限
し
、
多
く
の
緩
和
的
な

特
則
を
設
け
た
こ
と
。

（
7
）
　
処
分
に
対
し
て
抗
告
と
再
審
を
認
め
た
こ
と
。
少
年
側
が
処

分
に
対
し
抗
告
で
き
る
ほ
か
、
被
害
者
側
も
抗
告
で
き
る
（
二
審
級

制
）
。
ま
た
、
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
す
法
令
違
反
、
新
た
な
証
拠
の

発
見
な
ど
を
理
由
に
再
審
を
認
め
た
。

（
8
）
　
少
年
の
法
定
代
理
人
に
罰
則
を
加
え
た
こ
と
。
少
年
が
再
犯

を
犯
し
た
と
き
、
少
年
の
法
定
代
理
人
が
そ
れ
に
責
任
を
も
っ
て
い

た
場
合
に
は
、
少
年
の
法
定
代
理
人
に
対
し
て
過
料
を
課
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

（
1
）
　
『
台
湾
台
北
地
方
法
院
士
林
分
院
専
題
研
究
報
告
”
少
年
乙
訓
事

件
処
理
之
研
究
』
一
九
八
八
年
、
八
六
頁
。
沈
銀
和
『
中
徳
少
年
刑

法
比
較
研
究
』
五
南
図
書
出
版
公
司
、
一
九
八
八
年
、
一
六
頁
。

（
2
）
　
李
茂
生
「
八
四
年
三
三
事
法
草
案
起
草
経
過
及
三
三
（
上
）
」

刑
事
法
雑
誌
三
九
巻
四
期
、
一
九
九
五
年
、
四
頁
。

（
3
）
　
林
清
祥
『
少
年
事
件
処
理
法
研
究
』
五
南
図
書
出
版
公
司
、
｝

　
九
八
七
年
、
一
五
頁
。

（
4
）
　
『
台
湾
台
北
地
方
法
院
士
林
分
院
専
題
研
究
報
告
：
少
年
管
訓

事
件
処
理
之
研
究
』
一
九
八
八
年
、
九
〇
頁
。
李
茂
生
「
八
四
年
版

　
少
事
法
草
案
起
草
経
過
及
評
繹
（
上
ご
、
刑
事
法
雑
誌
三
九
巻
四
期
、

　
一
九
九
五
年
、
六
頁
。

四
、
少
年
事
件
処
理
法
の
改
正
背
景

　
一
九
七
一
年
少
年
事
件
処
理
法
が
施
行
さ
れ
て
、
既
に
三
〇
年
近

く
に
な
る
が
、
こ
の
間
、
司
法
行
政
部
（
一
九
八
○
年
に
法
務
部
に

改
称
）
と
司
法
院
は
、
少
年
事
件
処
理
法
の
他
、
増
加
し
続
け
る
少

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

年
犯
罪
の
対
策
と
し
て
、
多
く
の
行
政
命
令
を
発
布
し
た
。
ま
た
、

施
設
に
つ
い
て
は
、
少
年
事
件
の
多
い
台
北
、
一
中
、
台
南
及
び
高

雄
の
四
つ
の
地
方
裁
判
所
に
少
年
法
廷
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
そ

の
他
少
年
法
廷
が
お
か
れ
て
い
な
い
地
方
裁
判
所
で
は
指
定
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

少
年
裁
判
宮
が
少
年
事
件
を
扱
う
こ
と
に
し
て
い
る
。
少
年
観
護
所
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に
つ
い
て
は
、
台
北
、
台
中
、
台
南
及
び
高
雄
に
四
つ
の
少
年
観
護

所
を
設
け
、
少
年
観
護
所
が
お
か
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
は
各
拘
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

所
に
分
離
し
て
少
年
を
収
容
し
て
い
る
。
少
年
の
感
化
教
育
を
施
す

少
年
感
化
院
（
少
年
院
）
は
、
一
九
五
九
年
に
少
年
二
五
院
に
改
称

さ
れ
、
現
在
、
桃
園
、
彰
化
及
び
高
雄
の
三
つ
の
少
年
輔
育
院
が
あ

り
、
院
内
に
は
小
学
校
と
中
学
校
の
分
校
を
設
立
し
、
ま
た
職
業
訓

　
　
　
　
　
　
　
ム
　

練
も
施
し
て
い
る
。
少
年
監
獄
（
少
年
刑
務
所
）
は
、
現
在
新
竹
群

　
　
　
　
　
　
　
ら
　

年
監
獄
し
か
な
い
。

　
し
か
し
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
か
ら
、
そ
れ
ま
で
横
ば
い
で
あ
っ

た
少
年
犯
罪
は
増
加
傾
向
と
な
り
、
特
に
一
九
九
〇
年
に
は
顕
著
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　

増
加
率
を
示
し
た
。
一
九
八
○
年
代
、
集
団
犯
罪
を
特
徴
と
し
て
い

た
少
年
犯
罪
は
、
一
九
九
〇
年
か
ら
暴
走
族
、
薬
物
濫
用
、
売
春
の

問
題
に
変
貌
し
て
、
新
聞
な
ど
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
よ
り
社
会
の
人
々

の
関
心
を
集
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
教
育
部
、
法
務
部
、
司
法
院
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

警
察
機
関
な
ど
は
そ
れ
に
対
応
し
て
、
様
々
な
対
策
を
打
ち
出
し
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
少
年
犯
罪
の
激
増
と
共
に
、
司
法
機
関

の
処
理
件
数
は
激
増
し
、
特
に
処
分
の
主
た
る
執
行
機
関
で
あ
る
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

護
人
の
負
担
も
大
幅
に
増
大
し
た
。
観
護
人
は
、
審
判
前
に
少
年
に

つ
い
て
調
査
し
、
少
年
の
処
分
に
対
し
て
資
料
を
提
供
す
る
だ
け
で

な
く
、
処
分
決
定
後
、
少
年
の
更
生
の
た
め
の
保
護
観
察
の
執
行
に

お
い
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
観
護
人
の
扱
う
少
年
事

件
が
量
的
に
過
重
に
な
る
に
従
い
、
そ
の
仕
事
の
質
に
も
悪
影
響
を

与
え
、
少
年
の
立
ち
直
り
の
援
助
に
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
こ

で
、
司
法
機
関
の
扱
う
少
年
事
件
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
な
い
理
由

に
つ
い
て
、
一
つ
の
制
度
的
な
問
題
点
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
は
、
少
年
法
の
理
念
に
お
け
る
教
育
的
、
福
祉
的
、
司
法

的
機
能
を
持
つ
各
機
関
の
連
携
の
欠
如
で
あ
る
。
少
年
法
の
理
念
は
、

従
来
の
伝
統
的
司
法
処
遇
の
他
に
、
保
護
教
化
と
い
う
観
点
の
も
と

で
教
育
的
、
福
祉
的
方
法
を
用
い
、
少
年
の
抱
え
る
問
題
を
解
決
し

て
、
そ
の
更
生
を
は
か
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
台
湾
で
は
、
少

年
事
件
処
理
法
が
制
定
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
司
法
、

教
育
、
福
祉
の
間
に
何
ら
の
連
携
も
行
わ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
り
、
む

し
ろ
各
機
関
が
独
自
の
シ
ス
テ
ム
を
作
り
上
げ
て
き
た
。
少
年
事
件

処
理
法
が
施
行
さ
れ
て
か
ら
、
二
年
後
の
一
九
七
三
年
に
児
童
福

祉
法
が
公
布
施
行
さ
れ
、
更
に
一
六
年
を
経
た
一
九
八
九
年
に
少
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
祉
法
が
公
布
施
行
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
例
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
多
く
の
少
年
事
件
は
、
司
法
機
関
に
送
る
し
か
な
く
、
裁
判
所

の
負
担
も
増
加
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
専
門
的
な
少
年
法

廷
を
設
け
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
施
設
的
に
も
人
的
に
も
専
門

性
が
不
充
分
で
事
例
の
解
決
に
不
効
率
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
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実
務
の
運
用
に
お
い
て
は
、
多
く
の
場
合
、
少
年
法
廷
の
裁
判
官
が

少
年
事
件
の
み
な
ら
ず
通
常
の
成
人
事
件
の
裁
判
も
担
う
の
が
通
常

で
あ
っ
た
た
め
、
成
人
犯
罪
の
増
加
と
共
に
、
裁
判
官
（
所
）
の
負

担
も
一
層
増
加
し
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
少
年
法
制
の
見
直

し
と
少
年
事
件
処
理
法
の
改
正
が
理
念
的
に
も
、
実
務
的
に
も
要
請

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
1
）
　
沈
銀
和
「
防
制
少
年
犯
罪
法
制
之
検
討
」
刑
事
法
雑
誌
三
四
巻

　
四
期
、
一
九
九
〇
年
、
二
八
頁
。

（
2
）
行
政
院
青
年
輔
導
委
員
会
『
青
少
年
白
皮
書
（
八
五
年
版
ご
、

　
一
九
九
六
年
、
二
三
一
頁
。

（
3
）
　
行
政
院
青
年
輔
導
委
員
会
『
青
少
年
白
皮
書
（
八
五
年
版
ご
、

　
一
九
九
六
年
、
二
三
六
頁
。

（
4
）
　
行
政
院
青
年
輔
導
委
員
会
『
青
少
年
白
皮
書
（
八
五
年
版
）
』
、

　
一
九
九
六
年
、
二
三
七
頁
。

（
5
）
　
行
政
院
青
年
輔
導
委
員
会
『
青
少
年
白
皮
書
（
八
五
年
版
）
』
、

　
一
九
九
六
年
、
二
四
〇
頁
。

（
6
）
　
法
務
部
犯
罪
研
究
中
心
『
中
華
民
国
八
十
四
年
少
年
児
童
犯
罪

概
況
及
其
分
析
』
、
…
九
九
六
年
、
二
二
頁
。

（
7
）
　
沈
銀
和
「
防
制
少
年
犯
罪
法
制
之
検
討
」
刑
事
法
雑
誌
三
四
巻

　
四
期
、
一
九
九
〇
年
、
二
八
頁
。
行
政
院
青
年
輔
導
委
員
会
『
青
少

年
白
皮
書
（
八
五
年
版
）
』
、
一
九
九
六
年
、
二
四
〇
頁
。

（
8
）
　
『
立
法
院
公
報
』
八
四
巻
一
六
期
、
一
九
九
五
年
、
九
頁
。

（
9
）
　
李
茂
生
「
八
四
年
版
誓
事
法
草
案
起
草
経
過
及
評
繹
（
上
ご

刑
事
法
雑
誌
三
九
巻
四
期
、
一
九
九
五
年
、
四
頁
。
『
立
法
院
公
報
』

　
八
四
巻
一
六
期
、
一
九
九
五
年
、
九
頁
。

五
、
少
年
事
件
処
理
法
の
改
正

　
少
年
事
件
処
理
法
の
改
正
作
業
は
、
一
九
八
六
年
一
一
月
に
司
法

院
が
改
正
の
要
望
を
表
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
。
一
九

八
七
年
二
月
、
一
審
及
び
二
審
で
少
年
事
件
を
扱
う
裁
判
官
と
観
護

人
を
構
成
員
と
し
て
第
一
〇
回
司
法
業
務
研
究
会
が
開
か
れ
、
実
務

と
理
論
を
め
ぐ
っ
て
検
討
が
行
わ
れ
、
改
正
の
方
向
性
に
つ
い
て
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

○
点
の
原
則
が
提
出
さ
れ
た
。

（
1
）
　
少
年
事
件
処
理
法
の
名
称
を
少
年
法
に
代
え
る
こ
と
。

（
2
）
　
少
年
裁
判
所
を
設
置
す
る
こ
と
。
現
行
の
構
成
員
の
ほ
か
、

心
理
技
官
、
観
護
補
佐
員
を
お
く
こ
と
。

（
3
）
　
少
年
管
訓
事
件
と
管
訓
処
分
の
名
称
を
「
少
年
保
護
事
件
」
、

「
保
護
処
分
」
に
変
え
る
こ
と
。
少
年
に
対
す
る
処
遇
は
、
保
護
処

分
を
原
則
と
し
、
刑
罰
を
例
外
と
す
る
こ
と
。

（
4
）
　
虞
犯
の
範
囲
を
再
検
討
す
る
こ
と
。
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（
5
）
　
虞
犯
少
年
と
一
四
歳
未
満
で
刑
罰
法
令
に
触
れ
る
行
為
を
し

た
少
年
、
児
童
に
つ
い
て
、
観
護
人
に
受
案
審
査
権
を
与
え
、
審
査
、

後
、
少
年
を
審
判
に
付
す
る
か
、
福
祉
機
関
に
ま
わ
す
か
の
権
限
を

与
え
る
こ
と
。
（
ダ
イ
バ
ー
ジ
ョ
ン
制
度
の
導
入
）

（
6
）
　
少
年
事
件
処
理
法
第
二
六
条
第
一
項
第
一
号
（
在
宅
事
件
）

の
措
置
は
、
観
護
人
の
請
求
に
よ
っ
て
こ
れ
を
と
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
す
る
こ
と
。

（
7
）
　
試
験
観
察
を
決
定
す
る
前
に
、
観
護
人
の
意
見
を
聞
く
よ
う

に
す
る
こ
と
。
試
験
観
察
中
、
観
護
人
の
請
求
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を

変
更
、
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
試
験
観
察
の

執
行
機
関
を
拡
大
す
る
こ
と
。

（
8
）
　
少
年
の
刑
事
事
件
の
範
囲
を
縮
小
す
る
こ
と
。

（
9
）
　
保
護
処
分
の
種
類
、
期
間
、
方
法
を
多
様
化
し
、
「
必
要
性
」
、

「
保
護
性
」
な
ど
の
明
文
規
定
を
加
え
る
こ
と
。

（
1
0
）
　
処
分
執
行
後
、
一
定
の
期
間
を
経
過
し
た
少
年
の
記
録
や
資

料
を
抹
消
す
る
こ
と
。
抹
消
す
る
前
に
、
裁
判
所
及
び
検
察
機
関
の

捜
査
の
た
め
必
要
で
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
こ
れ
ら
の
資
料
を
い
か

な
る
者
に
も
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

　
こ
れ
ら
の
原
則
は
、
い
ず
れ
も
一
九
五
八
年
の
草
案
に
見
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

方
向
へ
引
き
戻
す
も
の
と
い
っ
て
も
よ
い
。
と
こ
ろ
が
、
司
法
院
は
、

一
九
八
九
年
「
少
年
事
件
処
理
法
研
究
修
正
委
員
会
」
を
発
足
さ
せ
、

草
案
を
起
草
し
て
本
格
的
な
改
正
作
業
に
入
っ
て
い
た
が
、
前
述
の

原
則
を
棚
上
げ
に
し
た
。
そ
の
か
わ
り
に
実
務
の
要
請
に
応
じ
る
草

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

案
を
作
成
し
、
一
九
九
一
年
に
は
立
法
院
に
改
正
草
案
を
提
出
し
た
。

こ
の
草
案
は
、
前
述
の
一
〇
項
目
に
比
べ
る
と
、
少
年
法
で
は
な
く

少
年
事
件
処
理
法
と
い
う
名
称
を
残
し
た
ま
ま
で
あ
り
、
少
年
裁
判

所
の
設
置
や
ダ
イ
バ
ー
ジ
ョ
ン
制
度
も
規
定
し
て
い
な
い
。
目
的
規

定
の
新
設
、
付
添
人
の
選
任
、
抗
告
と
再
審
範
囲
の
拡
大
な
ど
の
内

容
は
確
か
に
現
行
法
よ
り
進
歩
的
な
提
案
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
、

む
し
ろ
実
務
運
用
上
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
を
狙
っ
て
い
る
と

い
っ
て
も
よ
い
。
例
え
ば
、
銃
砲
弾
薬
法
違
反
と
薬
物
濫
用
に
対
す

る
検
察
官
送
致
の
拡
大
、
外
国
人
少
年
に
対
す
る
法
の
適
用
、
観
護

人
の
権
限
の
拡
大
、
少
年
法
廷
に
お
け
る
補
佐
人
員
の
増
加
な
ど
が

　
　
　
　
　
ア
　

こ
れ
に
あ
た
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
司
法
院
の
改
正
草
案
は
、
過
去
の

社
会
防
衛
重
視
の
改
正
方
向
と
比
べ
れ
ば
、
】
つ
の
進
歩
と
は
言
え

る
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
一
九
九
五
年
三
月
、
司
法
院
の
改
正
草
案
が
立
法
院

で
審
議
さ
れ
て
い
る
期
間
中
に
、
学
者
、
観
護
人
、
弁
護
士
な
ど
を

含
む
少
年
法
改
革
に
熱
意
を
持
つ
者
た
ち
は
、
立
法
委
員
（
議
員
）

で
あ
る
謝
啓
大
を
通
し
て
も
う
一
つ
の
改
正
草
案
（
通
称
「
謝
啓
大
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ヨ
　

版
草
案
」
）
を
提
出
し
た
。
こ
の
草
案
は
、
少
年
法
と
福
祉
法
の
連

携
を
目
指
し
、
次
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
重
要
な
提
案
を
含
ん
で
い

た
。
第
一
に
、
地
方
裁
判
所
と
同
格
の
少
年
裁
判
所
を
設
置
す
る
こ

と
。
第
二
に
、
ダ
イ
バ
ー
ジ
ョ
ン
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
。
こ
の

委
員
会
は
少
年
裁
判
所
裁
判
官
、
観
護
人
、
児
童
少
年
福
祉
機
関
の

代
表
、
保
護
の
専
門
家
と
学
者
で
構
成
し
、
】
定
の
軽
微
事
件
に
つ

い
て
書
面
審
査
に
よ
り
、
司
法
的
過
程
に
入
れ
る
か
ど
う
か
を
決
め

る
。
第
三
に
、
検
察
官
送
致
の
決
定
は
合
議
制
で
行
う
こ
と
。
第
四

に
、
一
定
の
事
件
に
対
し
て
、
必
要
的
付
添
人
制
度
と
公
設
付
添
人

制
度
を
設
け
る
こ
と
。
第
五
に
、
適
正
手
続
き
の
保
障
を
強
化
す
る

こ
と
。
付
添
人
選
任
権
の
告
知
、
裁
判
官
の
回
避
と
忌
避
、
観
護
人

の
調
査
の
証
拠
能
力
な
ど
を
明
文
規
定
す
る
。
第
六
に
、
処
分
を
多

様
化
す
る
こ
と
。
保
護
処
分
の
種
類
に
福
祉
機
関
へ
の
送
致
を
加
え

る
。
第
七
に
、
検
察
官
送
致
の
決
定
に
対
し
て
抗
告
で
き
る
よ
う
に

す
る
こ
と
。
第
八
に
、
少
年
の
法
定
代
理
人
の
罰
則
に
、
教
養
に
関

す
る
講
習
を
加
え
る
こ
と
。
こ
う
し
て
、
こ
の
立
法
委
員
の
草
案
は
、

司
法
院
の
草
案
と
共
に
立
法
院
で
審
議
さ
れ
、
激
し
い
論
争
と
な
っ

た
。
特
に
、
第
一
か
ら
第
四
ま
で
の
提
案
は
、
司
法
院
、
行
政
院
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ど
各
関
係
機
関
の
間
で
意
見
が
多
岐
に
分
か
れ
た
。
そ
の
結
果
、
ダ

イ
バ
…
ジ
ョ
ン
委
員
会
の
設
置
と
検
察
官
送
致
決
定
に
お
け
る
合
議

制
の
二
つ
の
提
案
は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
立
法
委
員
の
草
案
は

ほ
と
ん
ど
受
け
入
れ
ら
れ
て
、
二
年
後
の
一
九
九
七
年
一
〇
月
に
新

少
年
事
件
処
理
法
は
成
立
し
た
。

　
こ
う
し
て
、
新
少
年
事
件
処
理
法
は
公
布
施
行
さ
れ
た
。
新
少
年

事
件
処
理
法
の
特
色
は
次
の
諸
点
で
あ
る
。

（
1
）
　
目
的
規
定
を
設
け
る
こ
と
。
新
法
は
目
的
規
定
を
設
け
、
少

年
の
「
自
己
性
」
を
強
調
す
る
。
新
法
は
こ
の
「
自
己
性
」
を
法
全

体
の
中
心
理
念
と
し
て
、
法
シ
ス
テ
ム
を
形
成
し
た
う
え
で
、
改
正

を
進
め
た
。

（
2
）
　
少
年
裁
判
所
を
設
置
し
、
高
等
裁
判
所
に
少
年
法
廷
を
お
い

て
い
る
こ
と
。
人
口
が
密
集
し
事
件
の
多
い
区
域
に
は
独
立
の
少
年

裁
判
所
を
設
け
、
そ
の
他
の
地
区
に
は
地
方
裁
判
所
に
少
年
法
廷
を

お
く
。

（
3
）
　
少
年
調
査
官
と
少
年
保
護
官
を
お
い
て
い
る
こ
と
。
旧
法
の

観
護
人
は
審
判
前
に
少
年
の
調
査
を
し
、
処
分
の
執
行
も
担
当
す
る

の
で
、
過
重
負
担
に
陥
っ
て
い
た
。
新
法
は
観
護
人
の
役
割
を
少
年

調
査
官
と
少
年
保
護
官
に
分
け
て
、
そ
の
職
務
を
果
た
す
よ
う
に
し

て
い
る
。

（
4
）
　
保
護
処
分
の
形
態
を
多
様
化
し
た
こ
と
。
ダ
イ
バ
ー
ジ
ョ
ン

委
員
会
は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
保
護
処
分
の
形
態
は
旧
法
よ
り
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多
様
化
し
た
。
軽
微
事
件
に
つ
い
て
裁
判
官
が
少
年
調
査
官
の
調
査

に
よ
っ
て
司
法
過
程
を
経
ず
に
他
の
福
祉
機
関
（
非
司
法
的
）
な
ど

に
事
件
を
送
致
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
ま
た
、
保
護
処

分
の
種
類
に
福
祉
機
関
へ
の
送
致
を
加
え
た
。

（
5
）
　
少
年
観
護
所
の
収
容
期
間
を
最
大
三
ヶ
月
に
伸
長
し
た
こ
と
。

旧
法
は
最
大
二
ヶ
月
間
収
容
で
き
る
と
し
て
い
た
が
、
新
法
は
原
則

二
ヶ
月
と
し
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
一
ヶ
月
延
長
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
に
し
た
。

（
6
）
　
付
添
人
の
機
能
を
強
化
し
た
こ
と
。
一
定
の
事
件
に
対
し
て

必
要
的
付
添
人
制
度
と
公
設
付
添
人
制
度
を
規
定
し
、
付
添
人
に
抗

告
権
を
与
え
る
な
ど
の
規
定
を
加
え
て
、
付
添
人
の
機
能
を
強
化
し

た
。

（
7
）
　
抗
告
の
範
囲
を
拡
大
し
た
こ
と
。
検
察
官
送
致
の
決
定
、
司

法
過
程
を
経
ず
に
非
司
法
的
機
関
に
送
致
す
る
処
分
、
保
護
処
分
の

変
更
な
ど
に
つ
い
て
少
年
側
の
抗
告
権
を
拡
大
し
た
ほ
か
、
被
害
者

が
少
年
で
あ
る
場
合
を
顧
慮
し
、
そ
の
法
定
代
理
人
に
も
抗
告
権
を

与
え
、
被
害
者
側
の
抗
告
権
も
拡
大
し
た
。

（
8
）
　
少
年
裁
判
所
と
検
察
官
の
間
で
の
事
件
の
送
致
回
数
を
制
限

し
た
こ
と
。
検
察
官
が
逆
送
さ
れ
た
事
件
を
受
け
た
後
、
裁
量
に

よ
っ
て
事
件
を
再
び
少
年
裁
判
所
へ
送
致
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
し

か
し
、
も
し
事
件
が
こ
の
よ
う
に
検
察
官
と
少
年
裁
判
所
の
間
で
送

致
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
少
年
に
対
し
て
重
大
な
人
権

侵
害
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
を
制
限
し
、
検
察
官
が
少
年
裁

判
所
か
ら
事
件
を
再
度
送
致
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
れ
を
少
年
裁
判
所

に
再
送
致
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
規
定
し
た
。

（
9
）
　
少
年
裁
判
所
の
管
轄
権
を
拡
大
し
た
こ
と
。
少
年
裁
判
所
は

少
年
事
件
の
他
、
一
定
の
成
人
事
件
も
管
轄
す
る
。

（
1
0
）
　
法
定
代
理
人
に
対
し
て
、
教
養
に
関
す
る
講
習
（
親
職
教

育
）
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
を
罰
則
と
し
て
加
え
た
こ
と
。

（
1
）
　
『
台
湾
台
北
地
方
法
院
士
林
分
院
専
題
研
究
報
告
：
少
年
管
訓

事
件
処
理
之
研
究
』
一
九
八
八
年
、
九
四
頁
。
李
茂
生
「
八
四
年
版

少
事
法
草
案
起
草
経
過
及
評
繹
（
上
）
」
刑
事
法
雑
誌
三
九
巻
四
期
、

　
】
九
九
五
年
、
＝
二
頁
。

（
2
）
　
李
茂
生
「
八
四
年
版
王
事
法
草
案
起
草
経
過
及
評
繹
（
上
）
」

刑
事
法
雑
誌
三
九
巻
四
期
、
一
九
九
五
年
、
＝
二
頁
。

（
3
）
　
『
立
法
院
公
報
』
八
四
巻
六
三
期
、
一
九
九
五
年
、
二
三
九
頁
。

（
4
）
　
李
茂
生
『
八
四
年
版
少
事
法
草
案
起
草
経
過
及
評
繹
（
上
）
』

刑
事
法
雑
誌
三
九
巻
四
期
、
一
九
九
五
年
、
一
二
頁
。

（
5
）
　
李
茂
生
「
八
四
年
版
旧
事
法
草
案
起
草
経
過
及
評
繹
（
上
）
」

　
刑
事
法
雑
誌
三
九
巻
四
期
、
一
九
九
五
年
、
一
四
頁
。
『
立
法
院
公
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報
』
八
四
巻
六
三
期
、
一
九
九
五
年
、
三
二
二
頁
。

（
6
）
　
『
立
法
院
公
報
』
八
六
巻
二
三
期
、
一
九
九
七
年
、

六
、
お
わ
り
に

三
一
六
頁
。

七
四
・
四
七
六
号
（
］
九
九
〇
i
一
九
九
一
年
）

65　（2　●244）　624

　
台
湾
の
少
年
事
件
処
理
法
は
嵐
の
中
で
四
〇
年
間
を
歩
ん
で
き
た
。

そ
の
歴
史
は
、
刑
罰
、
応
報
思
想
、
社
会
防
衛
、
保
護
主
義
の
問
で

揺
れ
動
き
、
現
実
の
政
治
的
、
社
会
的
影
響
も
受
け
、
保
護
主
義
と

い
う
名
の
も
と
に
実
は
社
会
防
衛
的
考
慮
が
進
ん
で
い
た
。
少
年
法

に
熱
意
を
持
つ
者
の
努
力
に
よ
っ
て
、
そ
の
歪
ん
だ
方
向
が
多
少
是

正
さ
れ
た
と
は
い
え
、
今
回
の
改
正
は
ま
だ
ま
だ
不
充
分
さ
を
残
し

て
お
り
、
将
来
に
向
け
て
さ
ら
な
る
論
議
と
改
正
が
必
要
だ
と
思
わ

れ
る
。参

考
文
献

1
．
菊
田
幸
一
・
辻
本
義
男
監
訳
『
ア
ジ
ア
の
少
年
法
』
成
文
堂
、
↓

　
九
八
二
一
一
九
八
三
年

2
．
張
有
忠
『
日
本
語
訳
・
中
華
民
国
六
法
全
書
』
日
本
評
論
社
、
一

　
九
九
三
年

3
。
三
井
誠
・
陳
運
財
「
被
疑
者
取
調
べ
に
お
け
る
弁
護
人
立
会
い
権

　
I
i
中
華
民
国
（
台
湾
）
の
新
し
い
制
度
」
捜
査
研
究
四
六
七
～
四
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e
鰹
齢
廿
令
ゆ
柘
U
噛
煩
園
冒
輩
椰
計
令
廉
　
（
図
）

に撫張潔駅 も世蹄せ庶姻

覇ロノ趣緯溺脳

奄叶澤癬羅

固鮮岡輝麟蟹魑瞭佃’僑穽侭幽灘・く’卦鰹’奄母唖麗遡睡

奄母躍鰹樫
も姻一縣昇養ノも母鴬職

蝿e翠Qも母縣葬樫’も計斑戯
離綱蜘騨

鰹籔畑

譲週 雛騨置恕誌製 蜘昇K偲憩

驕糊’蘭則

も廿醒蹄設Φ
も出一転縄薮（員 睡

騨
卓
単

⇒
鶯
奮
㌍
脳
転

慣
蕎

奄廿縣昇溢ノ奄廿挺型
奄計縣鼻溢’亀肝鴬型

癖に麺串 も姻一晶自蕪 も鋼騨皿纒 鯉毒遡認 迷襯騒瞭 濡慣

挙屡溢
藩に潔』ノ照鍾’辿『

曝鰹躍籔

釦く鰹喫

3
℃
湘
ゆ
慰
単
騨
忌
せ
蹄
計
奄
廉
，
⊃
り
心
榊
穂
如
（
計
8
曾
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
ゆ
櫓
駒
Q
ゆ
喫
⊃

「
蟹
較
嘉
握
蔭
図
腫
姻
潔
・
罵
騨
昧
黒
母
も
」
ゆ
降
懸
．
楚
区
粁

（
想
）
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台
・
日
少
年
法
の
対
照

台
湾
・
現
行
少
年
事
件
処
理
法

台
湾
・
旧
少
年
事
件
処
理
法

日
本
・
現
行
少
年
法

第
「
章
　
総
　
則

第
一
章
　
総
　
則

第
一
章
　
総
　
則

第
一
条
　
少
年
の
健
全
な
自
己
成
長
を
保
障

第
一
条
　
こ
の
法
律
は

し
、
そ
の
成
長
環
境
を
調
整
し
、
及
び
少
年

を
期
し
、
非
行
の
あ

の
性
格
を
矯
治
す
る
た
め
に
、
こ
の
法
律
を

の
矯
正
及
び
環
境
の

制
定
す
る
。

分
を
行
う
と
と
も
に

祉
を
害
す
る
成
人
の

別
の
措
置
を
講
ず
る

第
一
条
の
一
　
少
年
の
保
護
事
件
及
び
少
年
の

第
一
条
　
少
年
の
管
訓
処
分
及
び
少
年
の
刑
事

第
三
六
条
　
こ
の
法
律

刑
事
事
件
は
、
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
処
理
す

事
件
は
、
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
処
理
す
る
。

保
護
事
件
に
関
し
て

る
。
こ
の
法
律
に
規
定
が
な
い
と
き
は
、
そ

こ
の
法
律
に
規
定
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
他

裁
判
所
が
こ
れ
を
定

の
他
の
法
律
を
適
用
す
る
。

の
法
律
を
適
用
す
る
。

第
四
〇
条
　
少
年
の
刑

こ
の
法
律
で
定
め
る

に
よ
る
。

第
二
条
　
こ
の
法
律
で
少
年
と
は
、
十
二
歳
以

第
二
条
　
こ
の
法
律
で
少
年
と
は
、
十
二
歳
以

第
二
条
　
こ
の
法
律
で

上
、
十
八
歳
未
満
の
者
を
い
う
。

上
、
十
八
歳
未
満
の
者
を
い
う
。

歳
に
満
た
な
い
者
を

満
二
十
歳
以
上
の
者

第
三
条
　
左
に
掲
げ
る
事
件
は
、
少
年
裁
判
所

　
の
管
轄
に
属
し
、
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
処
理

　
す
る
。

　
…
　
少
年
が
刑
罰
法
令
に
触
れ
る
行
為
を
し

第
三
条
　
左
に
掲
げ
る
事
件
は
、
地
方
裁
判
所

　
少
年
部
の
管
轄
に
属
し
、
こ
の
法
律
に
よ
っ

　
て
処
理
す
る
。

　
一
　
少
年
が
刑
罰
法
令
に
触
れ
る
行
為
を
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
対
照
で
き
る
部
分
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
少
年
の
健
全
な
育
成

　
　
　
　
非
行
の
あ
る
少
年
に
対
し
て
性
格

　
の
矯
正
及
び
環
境
の
調
整
に
関
す
る
保
護
処

　
　
　
　
　
　
　
　
　
少
年
及
び
少
年
の
福

　
祉
を
害
す
る
成
人
の
刑
事
事
件
に
つ
い
て
特

　
別
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
　
　
　
　
こ
の
法
律
で
定
め
る
も
の
の
外
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
最
高

　
　
　
　
少
年
の
刑
事
事
件
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
般
の
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
少
年
」
と
は
、
二
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
「
成
人
」
と
は
、

2
　
こ
の
法
律
で
「
保
護
者
」
と
は
、
少
年
に

　
対
し
て
法
律
上
監
護
教
育
の
義
務
あ
る
者
及

　
び
少
年
を
現
に
監
護
す
る
者
を
い
う
。

第
三
条
　
次
に
掲
げ
る
少
年
は
、
こ
れ
を
家
庭

　
裁
判
所
の
審
判
に
付
す
る
。

　
一
　
罪
を
犯
し
た
少
年

　
二
　
十
四
歳
に
満
た
な
い
で
刑
罰
法
令
に
触
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た
と
き

二
　
少
年
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
事
由
が
あ

　
り
、
そ
の
性
格
又
は
環
境
に
照
ら
し
て
、

　
刑
罰
法
令
に
触
れ
る
行
為
を
す
る
虞
が
あ

　
る
と
き

　
（
一
）
　
犯
罪
性
の
あ
る
者
と
常
に
交
際
す

　
　
る
こ
と
。

　
（
二
）
　
少
年
に
と
っ
て
い
か
が
わ
し
い
場

　
　
所
に
常
に
出
入
す
る
こ
と
。

　
（
三
）
常
に
不
登
校
又
は
家
出
を
す
る
こ

　
　
と
。

　
（
四
）
　
不
良
の
組
織
に
参
加
す
る
こ
と
。

　
（
五
）
　
正
当
の
理
由
が
な
く
常
に
刀
剣
そ

　
　
の
他
の
武
器
を
携
帯
す
る
こ
と
。

　
（
六
）
　
麻
薬
及
び
麻
酔
用
品
以
外
の
混
合

　
　
薬
物
を
使
用
す
る
こ
と
。

　
（
七
）
　
法
律
に
よ
っ
て
罰
し
な
い
犯
罪
の

　
　
予
備
又
は
未
遂
行
為
を
す
る
こ
と
。

第
三
条
の
一
　
警
察
、
検
察
官
、
少
年
調
査

　
官
、
裁
判
官
が
、
少
年
事
件
を
捜
査
、
調
査

　
又
は
審
理
す
る
と
き
は
、
少
年
に
対
し
て
、

　
犯
罪
事
実
又
は
虞
犯
事
由
を
告
知
し
、
そ
の

た
と
き

二
　
少
年
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
事
由
が
あ

　
り
、
刑
罰
法
令
に
触
れ
る
行
為
を
す
る
虞

　
が
あ
る
と
き

　
（
一
）
　
犯
罪
性
の
あ
る
者
と
常
に
交
際
す

　
　
る
こ
と
。

　
（
二
）
　
少
年
に
と
っ
て
い
か
が
わ
し
い
場

　
　
所
に
常
に
出
入
す
る
こ
と
。

　
（
三
）
　
常
に
不
登
校
又
は
家
出
を
す
る
こ

　
　
と
。

　
（
四
）
　
不
良
の
組
織
に
参
加
す
る
こ
と
。

　
（
五
）
　
正
当
の
理
由
が
な
く
常
に
刀
剣
そ

　
　
の
他
の
武
器
を
携
帯
す
る
こ
と
。

　
（
六
）
　
深
夜
常
に
戸
外
で
遊
蕩
し
、
ま
た

　
　
は
違
警
罰
法
を
習
慣
的
に
犯
す
こ
と
。

　
（
七
）
　
麻
薬
以
外
の
麻
酔
用
品
及
び
混
合

　
　
薬
物
を
使
用
す
る
こ
と
。

　
れ
る
行
為
を
し
た
少
年

三
　
次
に
掲
げ
る
事
由
が
あ
っ
て
、
そ
の
性

　
格
又
は
環
境
に
照
し
て
、
将
来
、
罪
を
犯

　
し
、
又
は
刑
罰
法
令
に
触
れ
6
行
為
を
す

　
る
虞
の
あ
る
少
年

　
イ
　
保
護
者
の
正
当
な
監
督
に
服
し
な
い

　
　
性
癖
の
あ
る
こ
と
。

　
ロ
　
正
当
の
理
由
が
な
く
家
庭
に
寄
り
附

　
　
か
な
い
こ
と
。

　
ハ
　
犯
罪
性
の
あ
る
人
若
し
く
は
不
道
徳

　
　
な
人
と
交
際
し
、
又
は
い
か
が
わ
し
い

　
　
場
所
に
出
入
す
る
こ
と
。

　
二
　
自
己
又
は
他
人
の
徳
性
を
害
す
る
行

　
　
為
を
す
る
性
癖
の
あ
る
こ
と
。

2
　
家
庭
裁
判
所
は
、
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る

　
少
年
及
び
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
少
年
で
十

　
四
歳
に
満
た
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
都
道
府

　
県
知
事
又
は
児
童
相
談
所
長
か
ら
送
致
を
受

　
け
た
と
き
に
限
り
、
こ
れ
を
審
判
に
付
す
る

　
こ
と
が
で
き
る
。

65　（2　●247）　627



料資

　
陳
述
を
聴
取
し
、
並
び
に
附
添
人
選
任
権
を

　
有
す
る
旨
を
告
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
　
少
年
が
罪
を
犯
し
、
法
律
に
よ
っ
て

　
軍
事
裁
判
を
受
け
る
べ
き
場
合
、
少
年
裁
判

　
所
が
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
こ
れ
を
処
理
す
る

　
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
章
　
少
年
裁
判
所
の
組
織

第
五
条
　
直
轄
市
に
は
少
年
裁
判
所
を
置
く
。

　
そ
の
他
の
県
（
市
）
は
各
自
の
地
理
環
境
又

　
は
事
件
数
に
照
ら
し
て
少
年
裁
判
所
を
置
く

　
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
少
年
裁
判
所
を
置
か
な
い
地
区
は
、
地
方

　
裁
判
所
に
少
年
部
を
置
く
。
但
し
、
状
況
に

　
応
じ
、
そ
の
職
務
を
本
来
地
方
裁
判
所
に
属

　
す
る
者
を
兼
任
と
し
て
、
こ
の
法
律
に
よ
り

　
執
行
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
高
等
裁
判
所
及
び
そ
の
支
部
に
は
少
年
部

　
を
置
く
。

第
五
条
の
一
　
少
年
裁
判
所
に
は
、
刑
事
部
、

　
保
護
部
、
調
査
保
護
課
、
公
設
附
添
人
室
を

　
分
設
し
、
心
理
テ
ス
ト
員
、
心
理
補
導
員
及

　
び
補
佐
員
を
置
く
。

第
五
条
の
二
　
少
年
裁
判
所
の
組
織
に
つ
い
て

　
は
、
こ
の
法
律
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合

　
を
除
き
、
裁
判
所
組
織
法
中
の
地
方
裁
判
所

第
四
条
　
本
法
の
管
訓
処
分
に
関
す
る
規
定

　
は
、
叛
乱
懲
罰
条
例
（
懲
治
叛
齪
条
例
）
又

　
は
戦
時
社
会
主
義
者
密
偵
排
除
法
（
鐵
年
時

　
期
検
粛
粛
諜
条
例
）
に
規
定
さ
れ
た
罪
を
除

　
い
て
、
軍
事
法
廷
の
裁
判
を
受
け
る
少
年
に

　
も
適
用
さ
れ
る
。

第
二
章
　
少
年
部
の
組
織

第
五
条
　
地
方
裁
判
所
に
は
少
年
部
を
置
く
。

　
但
し
、
状
況
に
応
じ
て
、
そ
の
職
務
を
本
来

　
地
方
裁
判
所
に
属
す
る
者
を
兼
任
と
し
て
、

　
こ
の
法
律
に
よ
り
執
行
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

　
る
。

下
級
裁
判
所
の
設
立
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る

　
法
律
第
一
条
　
別
表
第
一
表
の
通
り
高
等
裁

　
判
所
を
、
別
表
第
二
表
の
通
り
地
方
裁
判
所

　
を
、
別
表
第
三
表
の
通
り
家
庭
裁
判
所
を
、

　
別
表
第
四
表
の
通
り
簡
易
裁
判
所
を
そ
れ
ぞ

　
れ
設
立
す
る
。

（
別
表
第
三
表
省
略
）

65　（2　●248）　628



料資

　
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
。

第
五
条
の
三
　
心
理
テ
ス
ト
員
、
心
理
補
導
員

　
及
び
補
佐
員
は
、
調
査
保
護
課
に
こ
れ
を
置

　
く
。

2
　
心
理
テ
ス
ト
員
、
心
理
補
導
員
の
職
位
は

　
委
任
第
五
級
な
い
し
薦
任
第
八
級
と
す
る
。

　
補
佐
員
の
職
位
は
委
任
第
三
級
な
い
し
薦
任

　
第
六
級
と
す
る
。

第
六
条
　
削
除

第
七
条
少
年
裁
判
所
の
所
長
、
部
長
及
び
裁

　
判
官
、
高
等
裁
判
所
及
び
そ
の
支
部
に
置
か

　
れ
る
少
年
部
の
部
長
及
び
裁
判
官
、
公
設
附

　
添
人
は
、
全
て
一
般
の
資
格
の
他
、
少
年
保

　
護
に
関
す
る
学
識
、
経
験
並
び
に
熱
意
を
有

　
す
る
者
か
ら
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
所
長
、
部
長
及
び
裁
判
官
の
任
命

　
に
つ
い
て
は
、
司
法
院
が
こ
れ
を
定
め
る
。

第
八
条
　
削
除

第
九
条
　
少
年
調
査
官
の
職
務
は
左
の
と
お
り

　
と
す
る
。

　
一
　
少
年
の
保
護
事
件
に
関
す
る
資
料
の
調

　
　
査
、
蒐
集
を
行
う
。

　
二
　
少
年
観
護
所
に
収
容
中
の
少
年
に
対
し

　
　
て
調
査
を
行
う
。

第
六
条
　
少
年
部
に
は
、
判
事
、
観
護
人
、
書

　
記
官
及
び
執
達
員
を
置
く
。

第
七
条
　
少
年
部
の
判
事
は
、
全
て
｝
般
の
判

　
事
の
資
格
の
他
、
少
年
管
訓
に
関
す
る
学
識

　
及
び
経
験
を
有
す
る
者
か
ら
選
任
し
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条
　
少
年
部
の
判
事
が
三
人
以
上
あ
る
場

　
合
に
は
、
そ
の
一
人
が
部
長
を
兼
務
し
、
他

　
の
判
事
を
監
督
し
、
当
該
の
部
の
事
務
の
配

　
分
を
行
う
。

第
九
条
　
観
護
人
の
職
務
は
左
の
と
お
り
と
す

　
る
。

　
一
　
少
年
の
管
訓
事
件
に
関
す
る
資
料
の
調

　
　
査
、
蒐
集
を
行
う
。

　
二
　
少
年
観
護
所
に
収
容
中
の
少
年
を
観
護

　
　
す
る
。

裁
判
所
法
第
六
一
条
の
二
　
各
家
庭
裁
判
所
に

　
家
庭
裁
判
所
調
査
官
を
置
く
。

2
　
家
庭
裁
判
所
調
査
官
は
、
第
三
一
条
の
三

　
第
一
項
第
一
号
の
審
判
及
び
調
停
並
び
に
同

　
項
第
二
号
の
審
判
に
必
要
な
調
査
そ
の
他
の

　
法
律
に
お
い
て
定
め
る
事
務
を
掌
る
。
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三
　
こ
の
法
律
に
定
め
る
そ
の
他
の
事
務
を

　
行
う
。

2
　
少
年
保
護
官
の
職
務
は
左
の
と
お
り
と
す

　
る
。

　
一
　
少
年
保
護
官
に
執
行
さ
れ
る
保
護
処
分

　
　
を
行
う
。

　
二
　
こ
の
法
律
に
定
め
る
そ
の
他
の
事
務
を

　
　
行
う
。

3
　
少
年
調
査
官
及
び
少
年
保
護
官
は
、
そ
の

　
職
務
を
行
う
と
き
は
、
裁
判
官
の
監
督
に
従

　
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
〇
条
　
調
査
保
護
課
に
は
課
長
一
人
を
置

　
き
、
少
年
調
査
官
又
は
少
年
保
護
官
が
こ
れ

　
を
兼
任
し
、
少
年
の
調
査
及
び
保
護
に
関
す

　
る
事
務
を
総
合
的
に
処
理
及
び
配
分
す
る
。

　
そ
の
職
員
が
六
人
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、

　
組
に
分
け
て
職
務
を
行
い
、
各
組
に
つ
い
て

　
一
人
が
組
長
を
兼
任
し
、
課
長
に
協
力
す

　
る
。

第
＝
条
　
心
理
テ
ス
ト
員
、
心
理
補
導
員
、

　
書
記
官
、
補
佐
員
又
は
執
達
員
が
、
少
年
調

　
査
官
又
は
少
年
保
護
官
と
共
に
そ
の
職
務
を

　
行
う
と
き
は
、
そ
の
監
督
に
従
わ
な
け
れ
ば

三
　
少
年
の
保
護
観
察
を
行
う
。

四
　
こ
の
法
律
に
定
め
る
そ
の
他
の
事
務
を

　
行
う
。

2
　
観
護
人
が
、
そ
の
職
務
を
行
う
と
き
は
、

　
判
事
の
命
令
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
〇
条
　
観
護
人
は
数
人
あ
る
場
合
に
は
、

　
そ
の
一
人
を
主
任
観
護
人
と
し
、
観
護
に
関

　
す
る
事
務
を
総
合
的
に
処
理
又
は
配
分
す

　
る
。

第
二
条
　
書
記
官
及
び
執
達
員
が
、
観
護
入

　
と
共
に
そ
の
職
務
を
行
う
と
き
は
、
観
護
人

　
の
命
令
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

裁
判
所
法
第
六
一
条
の
三
　
各
家
庭
裁
判
所
に

　
家
庭
裁
判
所
調
査
宮
補
を
置
く
。

2
　
家
庭
裁
判
所
調
査
官
補
は
、
上
司
の
命
を

　
受
け
て
、
家
庭
裁
判
所
調
査
官
の
事
務
を
補

　
助
す
る
。

犯
罪
者
予
防
更
生
法
第
十
九
条
　
地
方
委
員
会

　
の
事
務
局
及
び
保
護
観
察
所
に
保
護
観
察
官

　
を
置
く
。

2
　
保
護
観
察
官
は
、
医
学
、
心
理
学
、
教
育

　
学
、
社
会
学
そ
の
他
の
更
生
保
護
に
関
す
る

　
専
門
的
知
識
に
基
づ
き
、
保
護
観
察
、
人
格

　
考
査
そ
の
他
犯
罪
者
の
更
生
保
護
及
び
犯
罪

　
の
予
防
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
。

裁
判
所
法
話
六
一
条
の
二

4
　
家
庭
裁
判
所
調
査
官
は
、
そ
の
職
務
を
行

　
う
に
つ
い
て
は
、
裁
判
宮
の
命
令
に
従
う
。

裁
判
所
法
第
六
一
条
の
二

3
　
最
高
裁
判
所
は
、
家
庭
裁
判
所
調
査
官
の

　
中
か
ら
、
首
席
家
庭
裁
判
所
調
査
官
を
命

　
じ
、
調
査
事
務
の
監
督
、
関
係
行
政
…
機
関
そ

　
の
他
の
機
関
と
の
連
絡
調
整
等
の
事
務
を
掌

　
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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な
ら
な
い
。

第
一
二
条
　
削
除

第
二
二
条
少
年
裁
判
所
で
課
長
又
は
組
長
を

　
兼
任
す
る
少
年
調
査
官
、
少
年
保
護
官
の
職

　
位
は
、
薦
任
第
九
級
又
は
簡
任
第
十
級
と

　
し
、
そ
の
他
の
少
年
調
査
官
、
少
年
保
護
官

　
の
職
位
は
薦
任
第
六
級
な
い
し
第
九
級
、
又

　
は
簡
任
第
十
級
と
す
る
。
但
し
、
簡
任
の
人

　
数
は
少
年
調
査
官
及
び
少
年
保
護
官
を
合
わ

　
せ
た
人
数
の
二
分
の
一
を
超
え
る
こ
と
が
で

　
き
な
い
。

2
　
高
等
裁
判
所
の
少
年
部
に
お
け
る
少
年
調

　
査
官
の
職
位
は
、
簡
任
第
十
級
な
い
し
第
十

　
一
級
と
す
る
。

第
三
章
　
少
年
の
保
護
事
件

　
第
一
節
　
調
査
及
び
審
理

第
一
四
条
　
少
年
の
保
護
事
件
に
つ
い
て
は
、

　
行
為
地
、
少
年
の
住
所
、
居
所
又
は
所
在
地

第
一
二
条
　
観
護
人
は
次
に
掲
げ
る
資
格
の
一

　
つ
を
有
す
る
者
の
中
か
ら
任
用
し
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

　
一
　
観
護
人
文
官
試
験
の
合
格
者
。

　
二
　
公
立
又
は
教
育
部
の
認
可
し
た
大
学
又

　
　
は
専
門
学
科
を
卒
業
し
、
観
護
人
に
任
用

　
　
さ
れ
る
資
格
を
有
す
る
者
。

　
三
　
警
官
学
校
の
本
科
又
は
専
科
を
卒
業

　
　
し
、
観
護
人
に
任
用
さ
れ
る
資
格
を
有
す

　
　
る
者
。

第
＝
二
条
観
護
人
の
職
位
は
薦
任
と
す
る
。

第
三
章
　
少
年
の
管
訓
事
件

　
第
一
節
　
調
査
及
び
審
理

第
一
四
条
　
少
年
の
平
素
事
件
に
つ
い
て
は
、

　
行
為
地
、
少
年
の
住
所
、
居
所
又
は
所
在
地

第
二
章
　
少
年
の
保
護
事
件

　
第
二
節
　
調
査
及
び
審
判

第
五
条
　
保
護
事
件
の
管
轄
は
、
少
年
の
行
為

　
地
、
住
所
、
居
所
又
は
現
在
地
に
よ
る
。
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に
あ
る
少
年
裁
判
所
が
そ
の
管
轄
を
有
す

　
る
。

第
一
五
条
　
少
年
裁
判
所
は
、
係
属
中
の
事
件

　
に
つ
い
て
調
査
を
経
て
、
他
の
管
轄
少
年
裁

　
判
所
の
方
が
そ
の
少
年
に
と
っ
て
適
当
な
保

　
護
を
得
ら
れ
る
と
見
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、

　
決
定
を
も
っ
て
事
件
を
当
該
の
管
轄
少
年
裁

　
判
所
に
移
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
移
送
を

　
受
け
た
裁
判
所
は
、
更
に
こ
れ
を
移
送
す
る

　
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
一
六
条
　
刑
事
訴
訟
法
第
六
条
第
一
項
及
び

　
第
二
項
、
第
七
条
又
は
第
八
条
の
前
段
の
規

　
定
は
、
少
年
の
保
護
事
件
に
、
こ
れ
を
準
用

　
す
る
。

〔
参
照
〕

刑
事
訴
訟
法
第
六
条
　
数
個
の
同
級
裁
判
所
の

　
管
轄
に
属
す
る
事
件
が
牽
連
す
る
と
き
は
、

　
合
併
し
て
そ
の
中
の
］
の
裁
判
所
に
お
い
て

　
管
轄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
前
項
の
場
合
に
、
各
事
件
が
、
す
で
に
数

　
個
の
裁
判
所
に
係
属
す
る
と
き
は
、
各
当
該

　
裁
判
所
の
同
意
を
得
て
、
決
定
を
も
っ
て
、

　
そ
の
事
件
を
　
の
裁
判
所
に
移
送
し
合
併
し

　
て
審
判
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
不
同
意
が
あ

　
る
と
き
は
、
共
同
の
直
接
上
級
裁
判
所
が
決

　
定
す
る
。

（
第
三
項
略
）

　
に
あ
る
地
方
裁
判
所
の
少
年
部
が
そ
の
管
轄

　
を
有
す
る
。

第
一
五
条
　
少
年
部
は
、
係
属
中
の
事
件
に
つ

　
い
て
、
他
の
管
轄
を
有
す
る
少
年
部
の
方
が

　
そ
の
少
年
に
と
っ
て
適
当
な
管
訓
を
得
ら
れ

　
る
と
見
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
決
定
を
も
つ

　
て
事
件
を
当
該
の
管
轄
地
方
裁
判
所
の
少
年

　
部
に
移
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
移
送
を
受

　
け
た
少
年
部
は
、
更
に
こ
れ
を
移
送
す
る
こ

　
と
が
で
き
な
い
。

第
一
六
条
　
刑
事
訴
訟
法
第
六
条
第
「
項
及
び

　
第
二
項
、
第
七
竜
門
は
第
八
条
の
前
段
の
規

　
定
は
、
少
年
の
管
制
事
件
に
、
こ
れ
を
準
用

　
す
る
。

第
五
条

2
　
家
庭
裁
判
所
は
、
保
護
の
適
正
を
期
す
る

　
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

　
決
定
を
も
っ
て
、
事
件
を
他
の
管
轄
家
庭
裁

　
判
所
に
移
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
家
庭
裁
判
所
は
、
事
件
が
そ
の
管
轄
に
属

　
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
決
定
を
も
つ

　
て
、
こ
れ
を
管
轄
家
庭
裁
判
所
に
移
送
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

少
年
審
判
規
則
第
二
五
条
の
こ
　
同
｝
の
少
年

　
に
対
す
る
二
以
上
の
事
件
は
、
な
る
べ
く
併

　
合
し
て
審
判
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
七
条
　
次
の
事
情
の
一
が
あ
る
と
き
は
、
牽

　
連
事
件
と
す
る
。

　
一
　
一
人
が
数
罪
を
犯
し
た
時
。

　
二
　
数
人
が
共
に
一
罪
又
は
数
罪
を
犯
し
た

　
　
と
き
。

　
三
　
数
人
が
同
時
に
同
一
の
場
所
に
在
っ
て

　
　
各
別
に
罪
を
犯
し
た
と
き
。

　
四
　
本
罪
と
関
係
が
あ
る
犯
人
隠
匿
、
証
拠

　
　
浬
滅
、
偽
証
、
賊
物
の
各
罪
を
犯
し
た
と

　
　
き
。

第
八
条
　
同
一
の
事
件
が
管
轄
権
を
有
す
る
数

　
個
の
裁
判
所
に
係
属
す
る
と
き
は
、
先
に
係

　
属
し
た
裁
判
所
が
審
判
す
る
。
（
略
）

第
一
七
条
　
何
人
も
、
第
三
条
第
一
号
に
掲
げ

　
る
事
件
を
知
っ
た
と
き
は
、
当
該
の
管
轄
少

　
年
裁
判
所
に
こ
れ
を
報
告
す
る
こ
と
が
で
き

　
る
。

第
一
七
条
　
何
人
も
、
第
三
条
第
一
号
に
掲
げ

　
る
事
件
を
知
っ
た
と
き
は
、
当
該
の
管
轄
少

　
年
部
に
こ
れ
を
報
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条
　
家
庭
裁
判
所
の
審
判
に
付
す
べ
き
少

　
年
を
発
見
し
た
者
は
、
こ
れ
を
家
庭
裁
判
所

　
に
通
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
警
察
官
又
は
保
護
者
は
、
第
三
条
第
一
項

　
第
三
号
に
掲
げ
る
少
年
に
つ
い
て
、
直
接
こ

　
れ
を
家
庭
裁
判
所
に
送
致
し
、
又
は
通
告
す

　
る
よ
り
も
、
先
づ
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十

　
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
に
よ
る
措
置
に

　
ゆ
だ
ね
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き

　
は
、
そ
の
少
年
を
直
接
児
童
相
談
所
に
通
告

　
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
都
道
府
県
知
事
又
は
児
童
相
談
所
長
は
、

　
児
童
福
祉
法
の
適
用
が
あ
る
少
年
に
つ
い

　
て
、
た
ま
た
ま
、
そ
の
行
動
の
自
由
を
制
限

　
し
、
又
は
そ
の
自
由
を
奪
う
よ
う
な
強
制
的
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第
一
八
条
　
検
察
官
、
司
法
警
察
官
又
は
裁
判

　
所
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、

　
第
三
条
に
掲
げ
る
事
件
を
知
っ
た
と
き
は
、

　
当
該
の
管
轄
少
年
裁
判
所
に
事
件
を
移
送
し

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
少
年
に
対
し
て
監
督
権
を
有
す
る
者
、
少

　
年
の
学
校
、
又
は
少
年
保
護
事
業
に
従
事
す

　
る
機
関
は
、
第
三
条
第
二
号
に
掲
げ
る
少
年

　
を
発
見
し
た
と
き
は
、
少
年
裁
判
所
に
対
し

　
て
こ
れ
を
処
理
す
る
よ
う
請
求
す
る
こ
と
が

　
で
き
る
。

第
一
八
条
　
検
察
官
、
司
法
警
察
官
又
は
裁
判

　
所
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、

　
第
三
条
に
掲
げ
る
事
件
を
知
っ
た
場
合
に

　
は
、
当
該
の
管
轄
少
年
部
に
事
件
を
移
送
し

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
少
年
に
対
し
て
監
督
権
を
有
す
る
者
は
、

　
第
三
条
第
二
号
に
掲
げ
る
少
年
を
発
見
し
た

　
と
き
は
、
少
年
部
に
対
し
て
こ
れ
を
処
理
す

　
る
よ
う
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
措
置
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
同
法
第
三
十

　
三
条
及
び
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
認
め

　
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
こ
れ
を
家
庭
裁
判
所

　
に
送
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
　
家
庭
裁
判
所
調
査
官
は
、
家
庭
裁
判

　
所
の
審
判
に
付
す
べ
き
少
年
を
発
見
し
た
と

　
き
は
、
こ
れ
を
裁
判
官
に
報
告
し
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

2
　
家
庭
裁
判
所
調
査
官
は
、
前
項
の
報
告
に

　
先
だ
ち
、
少
年
及
び
保
護
者
に
つ
い
て
、
事

　
情
を
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
一
条
　
司
法
警
察
員
は
、
少
年
の
被
疑
事

　
件
に
つ
い
て
捜
査
を
遂
げ
た
結
果
、
罰
金
以

　
下
の
刑
に
あ
た
る
犯
罪
の
嫌
疑
が
あ
る
も
の

　
と
思
料
す
る
と
き
は
、
こ
れ
を
家
庭
裁
判
所

　
に
送
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
犯
罪
の
嫌

　
疑
が
な
い
場
合
で
も
、
家
庭
裁
判
所
の
審
判

　
に
付
す
べ
き
事
由
が
あ
る
と
思
料
す
る
と
き

　
は
、
同
様
で
あ
る
。

第
四
二
条
　
検
察
官
は
、
少
年
の
被
疑
事
件
に

　
つ
い
て
捜
査
を
遂
げ
た
結
果
、
犯
罪
の
嫌
疑

　
が
あ
る
も
の
と
思
料
す
る
と
き
は
、
第
四
十

　
五
条
第
五
号
本
文
に
規
定
す
る
場
合
を
除
い

　
て
、
こ
れ
を
家
庭
裁
判
所
に
送
致
し
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。
犯
罪
の
嫌
疑
が
な
い
場
合
で

　
も
、
家
庭
裁
判
所
の
審
判
に
付
す
べ
き
事
由

　
が
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
同
様
で
あ

　
る
。

65　（2　。254）　634



料資

望
一
九
条
　
少
年
裁
判
所
は
、
第
十
五
条
、
第

　
十
七
条
及
び
前
条
に
よ
り
移
送
、
請
求
又
は

　
報
告
を
受
理
し
た
事
件
に
つ
い
て
、
ま
ず
少

　
年
調
査
官
を
し
て
、
当
該
少
年
の
犯
し
た
事

　
件
に
関
す
る
行
為
、
そ
の
者
の
人
格
、
経

　
歴
、
心
身
状
況
、
家
庭
状
況
、
社
会
環
境
、

　
教
育
程
度
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
調
査
さ

　
せ
、
意
見
を
付
し
た
報
告
書
を
提
出
さ
せ
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
九
条
　
少
年
裁
判
所
は
、
第
十
五
条
、
第

　
十
七
条
及
び
前
条
に
よ
り
移
送
、
請
求
又
は

　
報
告
を
受
理
し
た
事
件
に
つ
い
て
、
当
該
少

　
年
の
犯
し
た
事
件
に
関
す
る
行
為
、
そ
の
者

　
の
人
格
、
経
歴
、
心
身
状
況
、
家
庭
状
況
、

　
社
会
環
境
、
教
育
程
度
そ
の
他
必
要
な
事
項

　
を
調
査
し
、
審
理
を
開
始
す
る
か
否
か
の
決

　
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
調
査
は
、
ま
ず
少
年
部
の
命
令

　
で
、
観
護
人
又
は
少
年
観
護
所
の
中
で
観
護

　
人
資
格
を
有
す
る
者
が
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
少
年
部
は
、
こ
の
調

　
査
が
明
ら
か
に
必
要
で
な
い
と
認
め
る
と
き

　
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

3
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
調
査
を
し
た
観
護

　
人
は
調
査
終
了
後
に
、
意
見
を
付
し
た
報
告

　
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条
　
家
庭
裁
判
所
は
、
前
二
条
の
通
告
又

　
は
報
告
に
よ
り
、
審
判
に
付
す
べ
き
少
年
が

　
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
事
件
に
つ
い
て

　
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
検
察
官
、
司

　
法
警
察
員
、
都
道
府
県
知
事
又
は
児
童
相
談

　
所
長
か
ら
家
庭
裁
判
所
の
審
判
に
付
す
べ
き

　
少
年
事
件
の
送
致
を
受
け
た
と
き
も
、
同
様

　
で
あ
る
。

2
　
家
庭
裁
判
所
は
、
家
庭
裁
判
所
調
査
官
に

　
命
じ
て
、
少
年
、
保
護
者
又
は
参
考
人
の
取

　
調
そ
の
他
の
必
要
な
調
査
を
行
わ
せ
る
こ
と

　
が
で
き
る
。

第
九
条
前
条
の
調
査
は
、
な
る
べ
く
、
少

　
年
、
保
護
者
又
は
関
係
人
の
行
状
、
経
歴
、

　
素
質
、
環
境
等
に
つ
い
て
、
医
学
、
心
理

　
学
、
教
育
学
、
社
会
学
そ
の
他
の
専
門
的
智

　
識
特
に
少
年
鑑
別
所
の
鑑
別
の
結
果
を
活
用

　
し
て
、
こ
れ
を
行
う
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

少
年
審
判
規
則
第
一
三
条
　
家
庭
裁
判
所
調
査

　
官
は
、
調
査
の
結
果
を
書
面
で
家
庭
裁
判
所

　
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

2
　
前
項
の
書
面
に
は
、
意
見
を
つ
け
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

3
　
家
庭
裁
判
所
調
査
官
は
、
第
一
項
の
規
定

　
に
よ
る
報
告
の
前
後
を
問
わ
ず
、
少
年
の
処

　
遇
に
関
し
、
家
庭
裁
判
所
に
対
し
て
意
見
を

　
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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2
　
少
年
調
査
官
の
調
査
結
果
は
、
事
実
認
定

　
の
唯
一
の
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

3
　
少
年
裁
判
所
が
関
係
者
を
尋
問
す
る
と
き

　
は
、
書
記
官
が
そ
の
供
述
の
記
録
が
作
成
し

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
〇
条
　
少
年
裁
判
所
に
お
け
る
少
年
の
保

　
護
事
件
の
審
理
は
、
裁
判
官
が
一
入
で
こ
れ

　
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
一
条
　
少
年
裁
判
所
裁
判
官
又
は
少
年
調

　
査
官
は
、
事
件
の
調
査
に
つ
い
て
必
要
が
あ

　
る
と
き
は
、
少
年
、
少
年
の
法
定
代
理
人
又

　
は
現
に
少
年
を
保
護
す
る
者
を
呼
び
出
す
こ

　
と
が
で
き
る
。

2
　
前
項
の
調
査
を
行
う
と
き
は
、
相
当
の
期

　
日
前
に
調
査
の
日
時
及
び
場
所
を
少
年
の
附

　
添
人
に
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
第
一
項
の
呼
出
を
行
う
場
合
に
は
、
呼
出

　
状
を
用
い
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

　
う
え
、
裁
判
官
が
こ
れ
に
署
名
し
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。
少
年
調
査
官
が
呼
出
を
す
る
場

　
合
は
、
少
年
調
査
官
が
こ
れ
に
署
名
す
る
。

　
一
、
本
人
の
氏
名
、
性
別
、
年
齢
、
出
生
地

4
　
少
年
部
が
関
係
者
を
尋
問
す
る
と
き
は
、

書
記
官
が
そ
の
供
述
の
記
録
を
作
成
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
〇
条
　
少
年
の
管
訓
事
件
の
審
理
は
、

　
独
の
判
事
が
行
う
。

単

第
二
一
条
少
年
部
は
、
事
件
の
調
査
に
つ
い

　
て
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
少
年
、
少
年
の
法

　
定
代
理
人
又
は
現
に
少
年
を
保
護
す
る
者
を

　
呼
び
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
審
理
期
日
に
は
、
前
項
の
者
を
呼
び
出
さ

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
前
二
項
の
呼
出
を
行
う
場
合
に
は
、
呼
出

　
状
を
用
い
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

　
う
え
、
判
事
が
こ
れ
に
署
名
し
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。

　
一
、
本
人
の
氏
名
、
性
別
、
年
齢
、
本
籍
及

　
　
び
住
居
。

少
年
審
判
規
則
第
三
十
三
条
　
審
判
期
日
に
お

　
け
る
手
続
に
つ
い
て
は
、
審
判
調
書
を
作
成

　
す
る
。

　
（
第
二
項
以
下
略
）

裁
判
所
法
第
三
一
条
の
四
　
家
庭
裁
判
所
は
、

　
審
判
又
は
裁
判
を
行
う
と
き
は
、
一
人
の
裁

　
判
官
で
そ
の
事
件
を
取
り
扱
う
。
但
し
、
他

　
の
法
律
に
お
い
て
裁
判
官
の
合
議
体
で
取
り

　
扱
う
べ
き
も
の
と
定
め
ら
れ
た
と
き
は
、
そ

　
の
定
に
従
う
。

第
四
条
　
第
二
十
条
の
決
定
以
外
の
裁
判
は
、

　
判
事
補
が
一
人
で
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
一
条
　
家
庭
裁
判
所
は
、
事
件
の
調
査
又

　
は
審
判
に
つ
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

　
き
は
、
少
年
又
は
保
護
者
に
対
し
て
、
呼
出

　
状
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

少
年
審
判
規
則
第
一
五
条
　
調
査
又
は
審
判
の

　
た
め
の
呼
出
状
に
は
、
本
人
の
氏
名
、
年
齢

　
及
び
住
居
、
保
護
事
件
に
つ
い
て
呼
び
出
す

　
旨
、
出
頭
す
べ
き
年
月
日
時
及
び
場
所
及
び

　
に
正
当
な
理
由
が
な
く
出
頭
し
な
い
と
き
は

　
同
行
状
を
発
す
る
こ
と
が
あ
る
旨
を
記
載
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及
び
住
居
。

　
二
、
事
由
。

　
三
、
出
頭
す
べ
き
日
時
及
び
場
所
。

　
四
、
正
当
な
理
由
が
な
く
出
頭
し
な
い
者
に

　
　
対
し
て
は
、
同
行
を
強
制
す
る
こ
と
が
で

　
　
き
る
旨
。

4
　
呼
出
状
は
本
人
に
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

第
二
二
条
　
少
年
、
少
年
の
法
定
代
理
人
又
は

　
現
に
少
年
を
保
護
す
る
者
が
、
法
の
定
め
る

　
手
続
き
に
従
っ
て
呼
び
出
さ
れ
た
に
も
か
か

　
わ
ら
ず
、
正
当
な
理
由
が
な
く
出
頭
し
な
い

　
場
合
に
は
、
少
年
裁
判
所
裁
判
官
は
職
権
を

　
も
っ
て
、
又
は
少
年
調
査
官
の
請
求
に
よ
り

　
同
行
状
を
発
し
、
出
頭
を
強
制
さ
せ
る
こ
と

　
が
で
き
る
。
但
し
、
少
年
が
刑
事
訴
訟
法
第

二
、
事
由
。

三
、
出
頭
す
べ
き
日
時
及
び
場
所
。

四
、
正
当
な
理
由
な
く
て
出
頭
し
な
い
者
に

　
対
し
て
は
、
同
行
を
強
制
す
る
こ
と
が
で

　
き
る
旨
。

4
　
呼
出
状
は
本
人
に
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

第
二
二
条
　
少
年
、
少
年
の
法
定
代
理
人
又
は

　
現
に
少
年
を
保
護
す
る
者
が
、
法
の
定
め
る

　
手
続
き
に
従
っ
て
呼
び
出
さ
れ
た
に
も
か
か

　
わ
ら
ず
、
正
当
な
理
由
が
な
く
出
頭
し
な
い

　
場
合
に
は
、
少
年
部
は
同
行
状
を
発
し
、
出

　
頭
を
強
制
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、

　
少
年
が
刑
事
訴
訟
法
第
七
十
六
条
に
掲
げ
る

　
情
況
の
一
つ
を
有
し
、
少
年
部
が
必
要
と
発

し
、
裁
判
官
が
、
記
名
押
印
す
る
。

少
年
審
判
規
則
第
十
六
条
前
条
の
呼
出
状

　
は
、
送
達
す
る
。

2
　
送
達
に
つ
い
て
は
、
民
事
訴
訟
の
送
達
に

　
関
す
る
規
定
並
び
に
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二

　
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
六
十
五
条

　
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

　
た
だ
し
、
就
業
場
所
に
お
け
る
送
達
、
住

　
所
、
居
所
等
の
届
出
が
な
い
場
合
の
郵
便
に

　
付
す
る
送
達
及
び
公
示
送
達
に
関
す
る
規
定

　
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

少
年
審
判
規
則
第
一
六
条
の
二
　
調
査
又
は
審

　
判
の
た
め
の
呼
出
は
、
呼
出
状
の
送
達
以
外

　
の
相
当
と
認
め
る
方
法
に
よ
っ
て
す
る
こ
と

　
が
で
き
る
。

第
一
一
条

2
　
家
庭
裁
判
所
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
前

　
項
の
呼
出
に
応
じ
な
い
者
に
対
し
て
、
同
行

　
状
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
二
条
　
家
庭
裁
判
所
は
、
少
年
が
保
護
の

　
た
め
緊
急
を
要
す
る
状
態
に
あ
っ
て
、
そ
の

　
福
祉
上
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前

　
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
少
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七
十
六
条
に
掲
げ
る
情
況
の
一
つ
を
有
し
、

　
少
年
裁
判
所
裁
判
官
が
必
要
と
認
め
る
と
き

　
は
、
呼
出
な
し
に
直
接
同
行
状
を
発
し
、
そ

　
の
者
を
強
制
的
に
出
頭
す
る
こ
と
が
で
き

　
る
。

2
　
同
行
状
に
は
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

　
し
、
裁
判
官
が
こ
れ
に
署
名
し
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。

　
一
、
本
人
の
氏
名
、
性
別
、
年
齢
、
出
生

　
　
地
、
国
民
身
分
証
明
書
番
号
、
住
居
そ
の

　
　
他
本
人
を
識
別
す
る
に
足
り
る
特
徴
。
但

　
　
し
、
年
齢
、
出
生
地
、
国
民
身
分
証
明
書

　
　
番
号
又
は
住
居
が
明
ら
か
で
な
い
と
き

　
　
は
、
こ
れ
を
記
載
を
し
な
い
こ
と
が
で
き

　
　
る
。

　
二
、
事
由
。

　
三
、
執
行
人
と
共
に
同
行
す
べ
き
場
所
。

　
四
、
同
行
の
執
行
期
限
。

〔
参
照
〕

刑
事
訴
訟
法
第
七
六
条
　
被
告
の
犯
罪
の
嫌
疑

　
が
重
大
で
あ
っ
て
、
次
の
事
情
の
一
つ
が
あ

　
る
と
き
は
、
召
喚
を
経
な
い
で
直
ち
に
勾
引

　
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
一
定
の
住
所
又
は
居
所
が
な
い
と
き
。

　
二
　
逃
亡
し
又
は
逃
亡
の
恐
れ
が
あ
る
と
認

　
　
め
る
に
足
り
る
事
実
が
あ
る
と
き
。

　
三
　
証
拠
を
浬
滅
、
偽
造
、
変
造
し
又
は
共

　
　
犯
若
し
く
は
証
人
と
通
謀
す
る
恐
れ
が
あ

め
る
と
き
は
、
呼
出
な
し
に
直
接
同
行
状
を

発
し
、
そ
の
者
を
強
制
的
に
出
頭
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

2
　
同
行
状
に
は
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

　
し
、
判
事
が
こ
れ
に
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

　
一
、
本
人
の
氏
名
、
性
別
、
年
齢
、
本
籍
、

　
　
住
居
そ
の
他
本
人
を
識
別
す
る
に
足
り
る

　
　
特
徴
。
但
し
、
年
齢
、
本
籍
、
住
居
が
明

　
　
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
こ
れ
を
記
載
し
な

　
　
い
こ
と
が
で
き
る
。

　
二
、
事
由
。

　
三
、
執
行
人
と
共
に
同
行
す
べ
き
場
所
。

　
四
、
同
行
の
執
行
期
限
。

年
に
対
し
て
、

き
る
。

同
行
状
を
発
す
る
こ
と
が
で

少
年
審
判
規
則
第
一
七
条
　
調
査
又
は
審
判
の

　
た
め
の
同
行
状
に
は
、
本
人
の
氏
名
、
年
齢

　
及
び
住
居
、
審
判
に
付
す
べ
き
事
由
、
同
行

　
す
べ
き
場
所
、
有
効
期
間
及
び
そ
の
期
間
経

　
過
後
は
執
行
に
着
手
す
る
こ
と
が
で
き
ず
令

　
状
は
こ
れ
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨

　
並
び
に
発
付
の
年
月
日
を
記
載
し
、
裁
判
官

　
が
、
記
名
押
印
す
る
。

2
　
緊
急
の
場
合
に
発
す
る
同
行
状
に
は
、
前

　
項
の
記
載
事
項
の
外
、
特
に
発
付
を
必
要
と

　
す
る
理
由
を
具
体
的
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。

3
　
同
行
状
の
有
効
期
間
は
、
発
付
の
日
か
ら

　
七
日
と
す
る
。
但
し
、
相
当
と
認
め
る
と
き

　
は
、
七
日
を
超
え
る
期
間
を
定
め
る
こ
と
が

　
で
き
る
。
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る
と
認
め
る
に
足
り
る
事
実
が
あ
る
と
き
。

　
四
　
犯
し
た
も
の
が
死
刑
、
無
期
懲
役
又
は

　
　
最
も
軽
い
本
刑
が
五
年
以
上
の
有
期
懲
役

　
　
と
す
る
罪
で
あ
る
と
き
。

第
二
三
条
　
同
行
状
は
、
執
達
員
、
司
法
警
察

　
官
又
は
司
法
警
察
吏
が
こ
れ
を
執
行
す
る
。

2
　
同
行
状
は
三
部
に
し
て
、
同
行
を
執
行
す

　
る
と
き
に
、
本
人
及
び
そ
の
指
定
す
る
者
に

　
各
一
部
を
交
付
し
、
並
び
に
本
人
の
身
体
及

　
び
名
誉
を
顧
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
同
行
を
執
行
し
た
と
き
は
、
こ
れ
に
執
行

　
の
場
所
及
び
年
月
日
を
記
入
し
、
執
行
す
る

　
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
事
由

　
を
記
載
し
て
署
名
し
、
少
年
裁
判
所
に
差
し

　
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
三
条
　
同
行
状
は
、
観
護
人
が
こ
れ
を
執

　
行
ず
る
。
但
し
、
少
年
部
は
、
必
要
と
認
め

　
る
場
合
は
書
記
官
、
執
達
員
、
司
法
警
察
官

　
又
は
司
法
警
察
吏
を
し
て
、
こ
れ
を
執
行
さ

　
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。

2
　
同
行
状
は
二
部
に
し
て
、
同
行
を
執
行
す

　
る
と
き
に
、
そ
の
一
部
を
本
人
あ
る
い
は
そ

　
の
者
の
家
族
に
交
付
し
、
並
び
に
本
人
の
身

　
体
及
び
名
誉
を
顧
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。

3
　
同
行
を
執
行
し
た
と
き
は
、
こ
れ
に
執
行

　
の
場
所
及
び
年
月
日
を
記
入
し
、
執
行
す
る

　
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
事
由

　
を
記
載
し
て
署
名
し
、
少
年
部
に
差
し
出
さ

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
三
条
　
同
行
状
は
、
家
庭
裁
判
所
調
査
官

　
が
こ
れ
を
執
行
す
る
。

2
　
家
庭
裁
判
所
は
、
警
察
官
、
保
護
観
察
官

　
又
は
裁
判
所
書
記
官
を
し
て
、
同
行
状
を
執

　
行
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

少
年
審
判
規
則
第
一
八
条
　
同
行
状
を
執
行
す

　
る
に
は
、
本
人
に
示
し
て
、
で
き
る
限
り
速

　
や
か
に
指
定
さ
れ
た
場
所
に
同
行
し
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

2
　
同
行
状
を
所
持
し
な
い
場
合
に
お
い
て

　
も
、
急
速
を
要
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定

　
に
か
か
わ
ら
ず
、
少
年
に
対
し
、
審
判
に
付

　
す
べ
き
事
由
及
び
同
行
状
が
発
せ
ら
れ
て
い

　
る
旨
を
告
げ
て
、
そ
の
執
行
を
す
る
こ
と
が

　
で
き
る
。
但
し
、
同
行
状
は
、
で
き
る
限
り

　
速
や
か
に
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
同
行
状
を
執
行
し
た
と
き
は
、
こ
れ
に
執

　
行
の
場
所
及
び
年
月
日
時
を
記
載
し
、
執
行

　
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の

　
事
由
を
記
載
し
て
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。

4
　
同
行
状
は
、
執
行
し
た
と
き
、
又
は
執
行

　
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
は
、
執
行

　
を
指
揮
し
た
裁
判
官
に
差
し
出
さ
な
け
れ
ば
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第
二
三
条
の
一
　
少
年
が
行
方
不
明
で
あ
る
場

　
合
に
は
、
少
年
裁
判
所
は
、
他
の
少
年
裁
判

　
所
、
検
察
官
、
司
法
警
察
機
関
に
捜
索
協
力

　
を
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
公

　
告
、
新
聞
又
は
そ
の
他
の
方
法
で
公
開
し
て

　
こ
れ
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

2
　
少
年
の
捜
索
協
力
を
依
頼
す
る
と
き
は
、

　
捜
索
協
力
依
頼
書
を
用
い
、
左
に
掲
げ
る
事

　
項
を
記
載
し
、
裁
判
官
が
こ
れ
に
署
名
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
】
、
少
年
の
氏
名
、
性
別
、
年
齢
、
出
生

　
　
地
、
国
民
身
分
証
明
書
番
号
、
住
居
そ
の

　
　
他
本
人
を
識
別
す
る
に
足
り
る
特
徴
。
但

　
　
し
、
出
生
地
、
国
民
身
分
証
明
書
番
号
又

　
　
は
住
居
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
こ
れ

　
　
を
記
載
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

　
二
、
事
件
の
内
容
。

　
三
、
捜
索
協
力
を
依
頼
す
る
理
由
。

　
四
、
少
年
を
護
送
す
べ
き
場
所

3
　
捜
索
協
力
に
よ
り
少
年
が
発
見
さ
れ
た
場

　
合
に
は
、
少
年
調
査
官
、
検
察
官
、
司
法
警
察

　
宮
又
は
司
法
警
察
吏
は
、
直
接
に
少
年
を
膝

甲
二
三
条
の
一
　
少
年
が
行
方
不
明
で
あ
る
場

　
合
に
は
、
少
年
部
は
、
他
の
地
方
裁
判
所
の

　
少
年
部
、
検
察
官
、
司
法
警
察
機
関
に
捜
索

　
協
力
を
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、

　
公
告
、
新
聞
又
は
そ
の
他
の
方
法
で
公
開
し

　
て
こ
れ
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

2
　
少
年
の
捜
索
協
力
を
依
頼
す
る
と
き
は
、

　
捜
索
協
力
依
頼
書
を
用
い
、
左
に
掲
げ
る
事

　
項
を
記
載
し
、
判
事
が
こ
れ
に
署
名
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
、

　
　
　
少
年
の
氏
名
、
性
別
、
年
齢
、
本
籍
ハ

　
　
国
民
身
分
証
明
書
番
号
、
住
居
そ
の
他
本

　
　
人
を
識
別
す
る
に
足
り
る
特
徴
。
但
し
、

　
　
本
籍
、
国
民
身
分
証
明
書
番
号
、
住
居
が

　
　
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
こ
れ
を
記
載
し

　
　
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

　
二
、
事
件
の
内
容
。

　
三
、
捜
索
協
力
を
依
頼
す
る
理
由
。

　
四
、
少
年
を
護
送
す
べ
き
場
所

3
　
捜
索
協
力
に
よ
り
少
年
が
発
見
さ
れ
た
場

　
合
に
は
、
観
護
人
、
検
察
官
、
司
法
警
察
宮

　
又
は
司
法
警
察
吏
は
、
直
接
に
少
年
を
護
送

　
な
ら
な
い
。

5
　
裁
判
官
は
、
同
行
状
を
受
け
取
っ
た
と
き

　
は
、
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合

　
を
除
い
て
、
裁
判
所
書
記
官
を
し
て
同
行
さ

　
れ
た
年
月
日
時
を
同
行
状
に
記
載
さ
せ
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。
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送
す
べ
き
場
所
に
護
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

4
　
捜
索
協
力
の
理
由
又
は
そ
の
必
要
が
な
く

　
な
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
取
り
消
さ
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。
捜
索
協
力
を
取
消
の
通
知
に

　
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
二
四
条
　
刑
事
訴
訟
法
中
、
証
人
、
鑑
定
、

　
通
訳
、
検
証
、
捜
索
及
び
押
収
に
関
す
る
規

　
定
は
、
少
年
の
保
護
事
件
の
性
質
に
反
し
な

　
い
限
り
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。

第
二
五
条
　
少
年
裁
判
所
は
、
そ
の
職
務
を
行

　
う
に
つ
い
て
、
警
察
機
関
、
私
的
団
体
、
学

　
校
、
病
院
又
は
他
の
機
関
・
団
体
に
対
し
て
、

　
必
要
な
援
助
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
す
べ
き
場
所
に
護
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

4
　
捜
索
協
力
の
理
由
又
は
そ
の
必
要
が
な
く

　
な
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
取
り
消
さ
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。
捜
索
協
力
の
取
消
の
通
知
に

　
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
二
四
条
　
刑
事
訴
訟
法
中
、
証
人
、
鑑
定
、

　
通
訳
、
検
証
、
捜
索
及
び
押
収
に
関
す
る
規

　
定
は
、
少
年
の
管
訓
事
件
の
性
質
に
反
し
な

　
い
限
り
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。

第
二
五
条
少
年
部
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
に

　
つ
い
て
、
警
察
機
関
、
私
的
団
体
、
学
校
、

　
病
院
又
は
他
の
機
関
・
団
体
に
対
し
て
、
必

　
要
な
援
助
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
｝
四
条
　
家
庭
裁
判
所
は
、
証
人
を
尋
問

　
し
、
又
は
鑑
定
、
通
訳
若
し
く
は
翻
訳
を
命

　
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百

　
三
十
一
号
）
中
、
裁
判
所
の
行
う
証
人
尋

　
問
、
鑑
定
、
通
訳
及
び
翻
訳
に
関
す
る
規
定

　
は
、
保
護
事
件
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
、

　
前
項
の
場
合
に
、
こ
れ
を
進
・
用
す
る
。

第
｝
五
条
　
家
庭
裁
判
所
は
、
検
証
、
押
収
又

　
は
捜
索
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
刑
事
訴
訟
法
中
、
裁
判
所
の
行
う
検
証
、

　
押
収
及
び
捜
索
に
関
す
る
規
定
は
、
保
護
事

　
件
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
、
前
項
の
場
合

　
に
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。

第
一
六
条
　
家
庭
裁
判
所
は
、
調
査
及
び
観
察

　
の
た
め
、
警
察
官
、
保
護
観
察
官
、
保
護

　
司
、
児
童
福
祉
司
又
は
児
童
委
員
に
対
し

　
て
、
必
要
な
援
助
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

　
る
。

2
　
家
庭
裁
判
所
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
に
つ

　
い
て
、
公
務
所
、
公
私
の
団
体
、
学
校
、
病

　
院
そ
の
他
に
対
し
て
、
必
要
な
協
力
を
求
め

　
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
二
六
条
　
少
年
裁
判
所
は
、
必
要
が
あ
る
と

　
き
は
、
決
定
を
も
っ
て
、
左
に
掲
げ
る
措
置

　
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
、
少
年
の
法
定
代
理
人
、
家
長
、
最
も
近

　
　
い
親
族
、
現
に
少
年
を
保
護
す
る
者
、
又

　
　
は
そ
の
他
適
当
な
機
関
、
団
体
若
し
く
は

　
　
個
人
に
少
年
を
委
ね
、
並
び
に
事
件
の
終

　
　
結
前
に
、
少
年
調
査
官
の
適
当
な
補
導
に

　
　
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
二
、
少
年
観
護
所
に
収
容
す
る
こ
と
。
但

　
　
し
、
前
号
の
措
置
が
と
れ
ず
又
は
そ
れ
が

　
　
著
し
く
適
当
で
な
い
と
き
で
あ
っ
て
、
且

　
　
つ
収
容
が
必
要
で
あ
る
場
合
に
限
る
。

第
二
六
条
の
…
　
少
年
を
収
容
す
る
に
は
、
収

　
容
書
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
収
容
書
に
は
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

　
し
、
裁
判
官
が
こ
れ
に
署
名
し
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。

　
一
、
少
年
の
氏
名
、
性
別
、
年
齢
、
出
生

　
　
地
、
国
民
身
分
証
明
書
番
号
、
住
居
そ
の

　
　
他
本
人
を
識
別
す
る
に
足
り
る
特
徴
等
。

　
　
但
し
、
年
齢
、
出
生
地
、
国
民
身
分
証
明

第
二
六
条
少
年
部
は
、
必
要
が
あ
る
と
き

　
は
、
決
定
を
も
っ
て
、
左
に
掲
げ
る
措
置
を

　
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
、
少
年
の
法
定
代
理
人
、
家
長
、
最
も
近

　
　
い
親
族
、
現
に
少
年
を
保
護
す
る
者
、
又

　
　
は
そ
の
他
適
当
な
個
人
に
少
年
を
委
ね
、

　
　
並
び
に
事
件
の
終
結
前
に
、
観
護
人
の
適

　
　
当
な
補
導
に
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
二
、
少
年
観
護
所
に
収
容
す
る
こ
と
。
但

　
　
し
、
前
号
の
措
置
が
と
れ
ず
又
は
そ
れ
が

　
　
著
し
く
適
当
で
な
い
と
き
で
あ
っ
て
、
且

　
　
つ
収
容
が
必
要
で
あ
る
場
合
に
限
る
。

第
一
七
条
　
家
庭
裁
判
所
は
、
審
判
を
行
う
た

　
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
決
定
を
も
っ
て
、

　
次
に
掲
げ
る
観
護
の
措
置
を
と
る
こ
と
が
で

　
き
る
。

　
一
　
家
庭
裁
判
所
調
査
官
の
観
護
に
付
す
る

　
　
こ
と
。

　
二
　
少
年
鑑
別
所
に
送
致
す
る
こ
と
。

2
　
同
行
さ
れ
た
少
年
に
つ
い
て
は
、
観
護
の

　
措
置
は
、
遅
く
と
も
、
到
着
の
と
き
か
ら
二

　
十
四
時
間
以
内
に
、
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。
検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
か
ら

　
勾
留
又
は
逮
捕
さ
れ
た
少
年
の
送
致
を
受
け

　
た
と
き
も
、
同
様
で
あ
る
。

少
年
審
判
規
則
第
二
条
　
決
定
を
す
る
と
き

　
は
、
裁
判
官
が
、
決
定
書
を
作
っ
て
こ
れ
に

　
署
名
押
印
す
る
。
但
し
、
署
名
押
印
に
代
え

　
て
記
名
押
印
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

2
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
決
定
を
除
く
決
定
の

　
決
定
書
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
署
名
押

　
印
書
は
記
名
押
印
に
代
え
て
押
印
す
る
こ
と

　
が
で
き
る
。

　
｝
　
事
件
を
終
局
さ
せ
る
決
定
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書
番
号
又
は
住
居
が
明
ら
か
で
な
い
と
き

　
　
は
、
こ
れ
を
記
載
し
な
い
こ
と
が
で
き

　
　
る
。

　
二
、
事
件
の
内
容
。

　
三
、
収
容
の
理
由
。

　
四
、
少
年
を
収
容
す
べ
き
場
所
。

3
　
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
収
容
の

　
執
行
に
こ
れ
を
準
用
す
る
。

第
二
六
条
の
二
　
少
年
観
護
所
に
収
容
す
る
期

　
間
は
、
調
査
又
は
審
理
中
、
二
か
月
を
超
え

　
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
但
し
、
継
続
の
必
要

　
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
期
間
満
了
前
に
、
少

　
年
裁
判
所
は
決
定
を
も
っ
て
、
こ
れ
を
延
長

　
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
延
長
の
期
間
は
、
　
一

　
か
月
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
且
つ
一
回

　
に
限
り
認
め
ら
れ
る
。
収
容
の
理
由
が
な
く

第
二
六
条

2
　
少
年
観
護
所
に
収
容
す
る
期
間
は
、
調
査

　
又
は
審
理
中
、
一
か
月
を
超
え
る
こ
と
が
で

　
き
な
い
。
但
し
、
継
続
の
必
要
が
あ
る
と
き

　
は
、
そ
の
期
間
満
了
前
に
、
少
年
部
は
決
定

　
を
も
っ
て
、
こ
れ
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き

　
る
。
延
長
の
期
間
は
、
一
か
月
を
超
え
る
こ

　
と
が
で
き
ず
、
且
つ
一
回
に
限
り
認
め
ら
れ

　
二
　
法
第
五
条
第
二
書
及
び
第
三
項
、
第
十

　
　
七
条
第
一
項
、
第
十
七
条
の
二
、
第
二
十

　
　
四
条
の
二
、
第
二
十
五
条
及
び
第
三
十
四

　
　
条
の
決
定

3
　
決
定
書
に
は
、
主
文
及
び
理
由
の
外
、
少

　
年
の
氏
名
、
年
齢
、
職
業
、
住
居
及
び
本
籍

　
を
記
載
す
る
。

4
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
決
定
を
除
く
決
定
の

　
決
定
書
に
は
、
主
文
並
び
に
少
年
の
氏
名
及

　
び
年
齢
以
外
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で

　
き
る
。

　
一
　
法
第
二
十
条
、
第
二
十
四
条
及
び
第
二

　
　
十
四
条
の
二
の
決
定

　
二
　
第
五
十
条
（
第
五
十
四
条
に
お
い
て
準

　
　
用
す
る
場
合
を
含
む
）
の
決
定

5
　
決
定
書
に
は
、
記
録
中
の
書
類
の
記
載
を

　
引
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

6
　
裁
判
官
は
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
決

　
定
を
調
書
に
記
載
さ
せ
て
決
定
書
に
代
え
る

　
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
七
条

3
　
第
一
項
第
二
号
の
措
置
に
お
い
て
は
、
少

　
年
鑑
別
所
に
収
容
す
る
期
間
は
、
二
週
間
を

　
越
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
特
に
継
続
の
必

　
要
が
あ
る
と
き
は
、
一
回
に
限
り
、
決
定
を

　
も
っ
て
、
こ
れ
を
更
新
す
る
こ
と
が
で
き

　
る
。
但
し
、
検
察
官
か
ら
再
び
送
致
を
受
け

　
た
事
件
が
先
に
第
一
項
第
二
号
の
措
置
が
と
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な
っ
た
と
き
は
、
少
年
裁
判
所
は
、
収
容
の

決
定
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。

2
　
抗
告
を
提
起
し
た
事
件
に
お
い
て
、
抗
告

　
裁
判
所
の
収
容
期
間
は
、
事
件
の
記
録
及
び

　
証
拠
物
を
送
付
し
た
日
か
ら
、
こ
れ
を
起
算

　
す
る
。

3
　
事
件
が
原
裁
判
所
に
差
し
戻
さ
れ
た
と
き

　
は
、
収
容
の
期
間
及
び
延
長
の
期
間
を
更
新

　
す
る
。

る
。
収
容
の
理
由
が
な
く
な
っ
た
と
き
は
、

少
年
部
は
収
容
の
決
定
を
取
り
消
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　
ら
れ
、
又
は
勾
留
状
が
遣
せ
ら
れ
た
事
件
で

　
あ
る
と
き
は
、
収
容
の
期
間
は
、
こ
れ
を
更

　
新
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

4
　
裁
判
官
が
第
四
十
三
条
第
一
項
の
講
求
に

　
よ
り
、
第
一
項
第
一
号
の
措
置
を
と
っ
た
場

　
合
に
お
い
て
、
事
件
が
家
庭
裁
判
所
に
送
致

　
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
措
置
は
、
こ
れ
を
第

　
｝
項
第
｝
号
の
措
置
と
み
な
す
。

5
　
裁
判
官
が
第
四
十
三
条
第
一
項
の
請
求
に

　
よ
り
第
一
項
第
二
号
の
措
置
を
と
っ
た
場
合

　
に
お
い
て
、
事
件
が
家
庭
裁
判
所
に
送
致
さ

　
れ
た
と
き
は
、
そ
の
措
置
は
、
こ
れ
を
第
一

　
項
第
二
号
の
措
置
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に

　
は
、
第
三
項
の
期
間
は
、
家
庭
裁
判
所
が
事

　
件
の
送
致
を
受
け
た
日
か
ら
、
こ
れ
を
起
算

　
す
る
。

6
　
観
護
の
措
置
は
、
決
定
を
も
っ
て
、
こ
れ

　
を
取
り
消
し
、
又
は
変
更
す
る
こ
と
が
で
き

　
る
。
但
し
、
第
一
項
第
二
号
の
措
置
に
つ
い

　
て
は
、
収
容
の
期
間
は
、
通
し
て
四
週
間
を

　
越
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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4
　
抗
告
中
の
事
件
に
つ
い
て
、
差
戻
の
決
定

　
を
し
て
か
ら
送
付
ま
で
の
収
容
期
間
は
、
原

　
裁
判
所
の
収
容
期
間
と
す
る
。

5
　
少
年
観
護
所
の
組
織
は
、
法
律
で
こ
れ
を

　
定
め
る
。

3
　
少
年
観
護
所
の
組
織
は
、

　
定
め
る
。

法
律
で
こ
れ
を

少
年
院
法
第
一
六
条
　
少
年
鑑
別
所
は
、
少
年

　
法
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

　
送
致
さ
れ
た
者
を
収
容
す
る
と
と
も
に
、
家

　
庭
裁
判
所
の
行
う
少
年
に
対
す
る
調
査
及
び

　
審
判
並
び
に
保
護
処
分
の
執
行
に
資
す
る
た

　
め
、
医
学
、
心
理
学
、
教
育
学
、
社
会
学
そ

　
の
他
の
専
門
的
知
識
に
基
づ
い
て
、
少
年
の

　
資
質
の
鑑
別
を
行
う
施
設
と
す
る
。

第
一
七
条
の
二
　
家
庭
裁
判
所
は
、
前
条
第
一

　
項
第
二
号
の
措
置
を
と
っ
た
場
合
に
お
い

　
て
、
直
ち
に
少
年
鑑
別
所
に
収
容
す
る
こ
と

　
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
事
情
が
あ

　
る
と
き
は
、
決
定
を
も
っ
て
、
少
年
を
仮
に

　
最
寄
の
少
年
院
又
は
拘
置
監
（
監
獄
法
（
明

　
治
四
十
一
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
一
条
第

　
三
項
の
規
定
に
よ
り
代
用
さ
れ
る
も
の
を
含

　
ま
な
い
。
）
の
特
に
区
別
し
た
場
所
に
収
容

　
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
そ
の
期
間

　
は
、
収
容
し
た
と
き
か
ら
七
十
二
時
間
を
超

　
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
収
容
の
期
間
は
、
こ

　
れ
を
前
条
第
一
項
第
二
号
の
措
置
に
よ
り
少

　
年
鑑
別
所
に
収
容
し
た
期
間
と
み
な
し
、
同

　
条
第
三
項
の
期
間
は
、
少
年
院
又
は
拘
置
監

　
に
収
容
し
た
日
か
ら
、
こ
れ
を
起
算
す
る
。
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第
二
七
条
　
少
年
裁
判
所
は
、
調
査
の
結
果
、

　
少
年
が
左
に
掲
げ
る
情
況
の
一
つ
を
有
す
る

　
と
認
め
る
と
き
は
、
決
定
を
も
っ
て
、
事
件

　
を
管
轄
権
を
有
す
る
検
察
庁
の
検
察
官
に
送

　
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
｝
、
短
期
五
年
以
上
の
有
期
禁
鋼
以
上
の
刑

　
　
に
あ
た
る
罪
を
犯
し
た
者
。

　
二
、
事
件
が
係
属
す
る
前
に
満
十
八
歳
に
達

　
　
し
た
者
。

2
　
前
項
の
場
合
以
外
、
少
年
裁
判
所
は
調
査

　
の
結
果
、
情
状
が
重
大
で
少
年
の
品
行
、
性

　
格
、
経
歴
等
の
情
況
か
ら
、
そ
の
者
に
は
刑

　
事
処
分
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

　
決
定
を
も
っ
て
、
事
件
を
管
轄
権
を
有
す
る

　
検
察
庁
の
検
察
官
に
送
致
す
る
こ
と
が
で
き

　
る
。

第
二
七
条
　
少
年
部
は
、
調
査
の
結
果
、
少
年

　
が
短
期
五
年
以
上
の
有
期
懲
役
以
上
の
刑
に

　
あ
た
る
罪
を
犯
し
た
者
と
認
め
る
場
合
に

　
は
、
決
定
を
も
っ
て
、
事
件
を
管
轄
権
を
有

　
す
る
検
察
庁
の
検
察
官
に
送
致
し
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

2
　
少
年
部
は
、
調
査
の
結
果
、
少
年
が
左
に

　
掲
げ
る
罪
を
犯
し
、
そ
の
者
の
品
行
、
性

　
格
、
経
歴
、
情
状
か
ら
、
そ
の
者
に
刑
事
処

　
分
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
決
定

　
を
も
っ
て
、
事
件
を
管
轄
権
を
有
す
る
検
察

　
庁
の
検
察
官
に
送
致
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
前
項
以
外
の
、
長
期
五
年
以
上
の
有
期

　
　
懲
役
の
刑
に
あ
た
る
罪
を
犯
し
た
者
。

　
二
　
刑
法
第
百
三
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二

　
　
項
の
公
務
妨
害
の
罪
を
犯
し
た
者
。

　
三
　
刑
法
第
百
四
十
九
条
、
第
百
五
十
一
条

　
　
及
び
第
百
五
十
四
条
の
公
的
秩
序
妨
害
の

　
　
罪
を
犯
し
た
者
。

　
四
　
刑
法
第
百
八
十
六
条
の
公
共
の
安
全
に

3
　
裁
判
官
が
第
四
十
三
条
第
一
項
の
請
求
の

　
あ
っ
た
事
件
に
つ
き
、
第
一
項
の
収
容
を
し

　
た
場
合
に
お
い
て
、
事
件
が
家
庭
裁
判
所
に

　
送
致
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
収
容
は
、
こ
れ

　
を
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
収
容
と
み
な
す
。

第
「
九
条
　
2
　
家
庭
裁
判
所
は
、
調
査
の
結

　
果
、
本
人
が
二
十
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
が
判

　
明
し
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

　
ず
、
決
定
を
も
っ
て
、
事
件
を
管
轄
地
方
裁

　
判
所
に
対
応
す
る
検
察
庁
の
検
察
官
に
送
致

　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
〇
条
　
家
庭
裁
判
所
は
、
死
刑
、
懲
役
又

　
は
禁
鋼
に
あ
た
る
罪
の
事
件
に
つ
い
て
、
調

　
査
の
結
果
、
そ
の
罪
質
及
び
情
状
に
照
し
て

　
刑
事
処
分
を
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
決
定

　
を
も
っ
て
、
こ
れ
を
管
轄
地
方
裁
判
所
に
対

　
応
ず
る
検
察
庁
の
検
察
官
に
送
致
し
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
送
致
の
と
き
十
六
歳

　
に
満
た
な
い
少
年
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
こ

　
れ
を
検
察
官
に
送
致
す
る
こ
と
は
で
き
な

　
い
。
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3
　
前
二
項
の
規
定
は
、
少
年
が
罪
を
犯
す
と

　
き
、
十
四
歳
に
満
た
な
い
場
合
に
、
こ
れ
を

　
適
用
し
な
い
。

第
二
八
条
　
少
年
裁
判
所
は
、
調
査
の
結
果
、

　
保
護
処
分
に
付
す
る
理
由
が
な
く
、
又
は
そ

　
の
他
の
事
由
に
よ
り
審
理
に
付
す
る
の
が
相

　
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
審
理
に
付
さ

　
な
い
旨
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
少
年
が
心
神
喪
失
に
よ
り
、
前
項
の
決
定

　
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
少
年
を
適
切
な
施

　
設
に
収
容
し
て
、
治
療
を
受
け
さ
せ
る
こ
と

　
が
で
き
る
。

　
　
対
す
る
罪
を
犯
し
た
者
。

　
五
　
刑
法
第
二
百
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第

　
　
二
項
並
び
に
第
二
百
四
十
条
第
一
項
の
風

　
　
俗
、
及
び
家
庭
破
壊
の
罪
を
犯
し
た
者
。

　
六
　
刑
法
第
二
百
七
十
二
条
第
三
項
の
殺
人

　
　
予
備
罪
を
犯
し
た
者
。

　
七
　
刑
法
第
二
百
七
十
七
条
第
一
項
及
び
第

　
　
二
百
八
十
三
条
前
段
の
傷
害
の
罪
を
犯
し

　
　
た
者
。

　
八
　
刑
法
第
三
百
四
十
九
条
第
一
項
の
賊
物

　
　
罪
を
犯
し
た
者
。

3
　
前
二
項
の
規
定
は
、
少
年
が
罪
を
犯
す
と

　
き
、
十
四
歳
に
満
た
な
い
又
は
犯
罪
二
十
八

　
歳
に
達
し
た
場
合
に
、
こ
れ
を
適
用
し
な

　
い
。

4
　
少
年
は
罪
を
犯
し
た
後
、
年
齢
が
満
十
八

　
歳
に
達
し
た
場
合
に
は
、
決
定
を
も
っ
て
、

　
事
件
を
管
轄
権
を
有
す
る
検
察
庁
の
検
察
官

　
に
送
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
八
条
　
少
年
部
は
、
調
査
の
結
果
、
管
訓

　
処
分
に
付
す
る
理
由
が
な
く
、
又
は
そ
の
他

　
の
事
由
に
よ
り
審
理
に
付
す
る
の
が
相
当
で

　
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
審
理
に
付
さ
な
い

　
旨
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
九
条
　
家
庭
裁
判
所
は
、
調
査
の
結
果
、

　
審
判
に
付
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
又
は
審
判

　
に
付
す
る
の
が
相
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き

　
は
、
審
判
を
開
始
し
な
い
旨
の
決
定
を
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
二
九
条
　
少
年
裁
判
所
は
、
少
年
調
査
官
の

　
調
査
の
結
果
、
情
状
が
軽
微
で
審
理
に
付
さ

　
な
い
の
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

　
審
理
に
付
さ
な
い
旨
の
決
定
を
し
、
左
に
掲

　
げ
る
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
、
児
童
若
し
く
は
少
年
福
祉
機
関
又
は
教

　
　
養
機
関
に
送
致
し
て
、
適
当
な
補
導
を
委

　
　
託
す
る
こ
と
。

　
二
、
児
童
若
し
く
は
少
年
の
法
定
代
理
人
又

　
　
は
現
に
少
年
を
保
護
す
る
者
に
引
き
渡
し

　
　
て
、
少
年
を
厳
し
く
訓
育
す
る
こ
と
。

　
三
、
訓
戒
す
る
こ
と
。

2
　
前
項
に
掲
げ
る
処
分
の
執
行
は
、
少
年
調

　
査
官
が
こ
れ
を
行
う
。

3
　
少
年
裁
判
所
は
、
第
一
項
の
決
定
に
先
だ

　
ち
、
そ
の
情
状
を
勘
酌
し
て
、
被
害
者
の
同

　
意
を
得
て
、
左
に
掲
げ
る
措
置
を
と
る
こ
と

　
が
で
き
る
。

　
一
、
被
害
者
に
謝
罪
す
る
こ
と
。

　
二
、
反
省
文
を
書
か
せ
る
こ
と
。

　
三
、
被
害
者
に
対
し
て
相
当
額
の
賠
償
金
を

　
　
支
払
わ
せ
る
こ
と
。

4
　
前
項
第
三
号
の
賠
償
金
の
支
払
い
に
つ
い

　
て
は
、
少
年
の
法
定
代
理
人
が
連
帯
責
任
を

　
負
い
、
民
事
上
の
強
制
執
行
名
義
を
有
す

　
る
。

第
三
〇
条
　
少
年
裁
判
所
は
、
調
査
の
結
果
、

第
二
九
条
　
少
年
部
は
、
調
査
の
結
果
、
情
状

　
が
軽
微
で
審
理
に
付
さ
な
い
の
が
相
当
で
あ

　
る
と
認
め
る
と
き
は
、
審
理
に
付
さ
な
い
旨

　
の
決
定
を
し
、
更
に
少
年
の
法
定
代
理
人
又

　
は
現
に
少
年
を
保
護
す
る
者
に
、
少
年
を
厳

　
し
く
訓
育
す
る
よ
う
命
ず
る
こ
と
が
で
き

　
る
。

2
　
少
年
部
は
、
前
項
の
決
定
に
先
だ
ち
、
そ

　
の
情
状
を
斜
即
し
て
、
被
害
者
の
同
意
を
得

　
て
、
左
に
掲
げ
る
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き

　
る
。

　
一
、
被
害
者
に
謝
罪
す
る
こ
と
。

　
二
、
反
省
文
を
書
か
せ
る
こ
と
。

　
三
、
被
害
者
に
対
し
て
相
当
額
の
賠
償
金
を

　
　
支
払
わ
せ
る
こ
と
。

3
　
前
項
第
三
号
の
賠
償
金
の
支
払
い
に
つ
い

　
て
は
、
少
年
の
法
定
代
理
人
又
は
現
に
少
年

　
を
保
護
す
る
者
が
連
帯
責
任
を
負
い
、
民
事

　
上
の
強
制
執
行
名
義
を
有
す
る
。

第
三
〇
条
　
少
年
部
は
、
調
査
の
結
果
、
審
理

第
一
八
条
　
家
庭
裁
判
所
は
、
調
査
の
結
果
、

　
児
童
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
相
当
と

　
認
め
る
と
き
は
、
決
定
を
も
っ
て
、
事
件
を

　
権
限
を
有
す
る
都
道
府
県
知
事
又
は
児
童
相

　
談
所
長
に
送
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
府

　
県
知
事
又
は
児
童
相
談
所
長
か
ら
送
致
を
受

　
け
た
少
年
に
つ
い
て
は
、
決
定
を
も
っ
て
、

　
期
限
を
附
し
て
、
こ
れ
に
対
し
て
と
る
べ
き

　
保
護
の
方
法
そ
の
他
の
措
置
を
指
示
し
て
、

　
事
件
を
権
限
を
有
す
る
都
道
府
県
知
事
又
は

　
児
童
相
談
所
長
に
送
致
す
る
こ
と
が
で
き

　
る
。

第
一
二
条
　
家
庭
裁
判
所
は
、
調
査
の
結
果
、
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審
理
に
付
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
る

　
と
き
は
、
審
理
を
開
始
す
る
旨
の
決
定
を
し

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
一
条
　
少
年
、
少
年
の
法
定
代
理
人
又
は

　
現
に
少
年
を
保
護
す
る
者
は
、
い
つ
で
も
、

　
少
年
の
附
添
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き

　
る
。

2
　
短
期
三
年
以
上
の
有
期
懲
役
の
刑
に
あ
た

　
る
事
件
に
お
い
て
、
附
添
人
が
な
い
場
合
に

　
は
、
少
年
裁
判
所
は
、
適
当
な
者
を
指
定
し

　
て
、
少
年
の
附
添
人
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。
そ
の
他
の
事
件
に
お
い
て
必
要
が
あ
る

　
と
認
め
る
と
き
も
、
同
様
で
あ
る
。

3
　
前
項
の
事
件
に
お
い
て
、
選
任
さ
れ
た
附

　
添
人
が
正
当
な
理
由
が
な
く
出
廷
し
な
い
と

　
き
は
、
少
年
裁
判
所
は
こ
れ
を
指
定
す
る
こ

　
と
が
で
き
る
。

4
　
前
二
項
の
附
添
人
の
指
定
事
件
に
つ
い

　
て
、
当
該
地
区
に
公
設
附
添
人
を
お
か
な
い

　
場
合
に
は
、
少
年
裁
判
所
は
適
当
な
者
を
指

　
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

5
　
公
設
附
添
人
に
つ
い
て
は
、
公
設
弁
護
人

　
条
例
の
規
定
を
準
用
す
る
。

6
　
少
年
の
保
護
事
件
の
附
添
人
に
つ
い
て

　
は
、
少
年
の
保
護
事
件
の
性
質
に
反
し
な
い

　
限
り
、
刑
事
訴
訟
法
の
弁
護
人
に
関
す
る
規

　
定
を
準
用
す
る
。

第
三
一
条
の
一
　
弁
護
士
資
格
の
な
い
者
を
附

　
に
付
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き

　
は
、
審
理
を
開
始
す
る
旨
の
決
定
を
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
一
条
　
少
年
、
少
年
の
法
定
代
理
人
又
は

　
現
に
少
年
を
保
護
す
る
者
は
、
審
理
の
開
始

　
後
に
、
少
年
の
附
添
人
を
選
任
す
る
こ
と
が

　
で
き
る
。
但
し
、
少
年
部
が
そ
の
選
任
さ
れ

　
た
者
が
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に

　
は
、
こ
れ
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
刑
事
訴
訟
法
第
三
十
三
条
、
第
三
十
四

　
条
、
及
び
第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
は
、

　
少
年
の
附
添
人
に
こ
れ
を
準
用
す
る
。

　
審
判
を
開
始
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
認
め

　
る
と
き
は
、
そ
の
旨
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

第
一
〇
条
　
少
年
及
び
保
護
者
は
、
家
庭
裁
判

　
所
の
許
可
を
受
け
て
、
附
添
人
を
選
任
す
る

　
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
弁
護
士
を
附
添
人

　
に
選
任
す
る
に
は
、
家
庭
裁
判
所
の
許
可
を

　
要
し
な
い
。

2
　
保
護
者
は
、
家
庭
裁
判
所
の
許
可
を
受
け

　
て
、
附
添
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
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添
人
に
選
任
す
る
に
は
、
少
年
裁
判
所
の
許

　
可
を
要
す
る
。

第
三
一
条
の
こ
　
附
添
人
は
、
少
年
の
手
続
上

　
の
権
利
を
保
障
す
る
ほ
か
、
少
年
裁
判
所
に

　
協
力
し
て
、
少
年
の
健
全
な
成
長
を
促
さ
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
二
条
　
少
年
裁
判
所
は
、
事
件
の
審
理
に

　
あ
た
り
、
審
理
期
日
を
定
め
る
。
審
理
期
日

　
に
は
、
少
年
、
少
年
の
法
定
代
理
人
又
は
現

　
に
少
年
を
保
護
す
る
者
を
呼
び
出
し
、
少
年

　
の
附
添
人
に
も
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。

2
　
少
年
裁
判
所
は
、
審
理
期
日
を
定
め
る
と

　
き
に
は
、
少
年
、
少
年
の
法
定
代
理
人
、
現

　
に
少
年
を
保
護
す
る
者
又
は
附
添
人
が
こ
れ

　
を
準
備
す
る
た
め
の
相
当
の
期
間
を
考
量
し

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
少
年
、
及
び

　
少
年
の
法
定
代
理
人
又
は
現
に
少
年
を
保
護

　
す
る
者
の
同
意
を
得
た
場
合
に
限
り
、
直
ち

　
に
審
理
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
第
二
十
一
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定

　
は
、
第
一
項
の
呼
出
に
、
こ
れ
を
準
用
す

　
る
。

第
三
三
条
　
審
理
期
日
に
は
、
書
記
官
が
裁
判

　
官
と
出
席
し
て
審
理
の
記
録
を
作
成
す
る
。

第
三
二
条
少
年
部
は
、
事
件
の
審
理
に
あ
た

　
り
、
審
理
期
日
を
定
め
る
。
審
理
期
日
に

　
は
、
第
二
十
一
条
に
定
め
る
者
を
呼
び
出
す

　
と
同
時
に
、
少
年
の
附
添
人
に
も
通
知
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
三
条
　
審
理
期
日
に
は
、
書
記
官
が
判
事

　
と
出
席
し
て
審
理
の
記
録
を
作
成
す
る
。

少
年
審
判
規
則
第
二
五
条
　
審
判
を
す
る
に

　
は
、
審
判
期
日
を
定
め
る
。

2
　
審
判
期
日
に
は
、
少
年
、
保
護
者
及
び
附

　
添
人
を
呼
び
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

少
年
審
判
規
則
第
二
八
条
　
審
判
の
席
に
は
、

　
裁
判
官
及
び
裁
判
所
書
記
官
が
、
列
席
す

　
る
。

少
年
審
判
規
則
第
三
十
三
条
　
審
判
期
日
に
お

　
け
る
手
続
に
つ
い
て
は
、
審
判
調
書
を
作
成
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第
三
四
条
　
調
査
及
び
審
理
は
、
こ
れ
を
公
開

　
し
な
い
。
但
し
、
少
年
の
親
族
、
学
校
教

　
員
、
少
年
保
護
事
業
に
従
事
す
る
者
そ
の
他

　
適
当
と
認
め
る
者
に
在
席
を
許
す
こ
と
が
で

　
き
る
。

第
三
五
条
　
審
理
は
、
懇
切
を
旨
と
し
、
な
ご

　
や
か
に
、
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。
裁
判
官
は
事
件
の
性
質
又
は
少
年
の
心

　
身
、
環
境
状
況
を
斜
剥
し
、
裁
判
所
外
に
お

　
い
て
審
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
六
条
　
審
理
期
日
に
少
年
を
尋
問
す
る
と

　
き
は
、
少
年
の
法
定
代
理
人
又
は
現
に
少
年

　
を
保
護
す
る
者
及
び
附
添
人
に
意
見
を
陳
述

　
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。

第
三
七
条
　
審
理
期
日
に
は
、
必
要
な
証
拠
の

　
調
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
少
年
に
対
し
て
保
護
処
分
を
決
定
す
る
理

　
由
及
び
事
実
の
認
定
は
、
証
拠
に
よ
る
。

第
三
八
条
　
少
年
裁
判
所
は
、
必
要
が
あ
る
と

　
認
め
る
と
き
は
、
左
に
掲
げ
る
措
置
を
と
る

　
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
、
少
年
が
陳
述
を
す
る
と
き
に
、
少
年
以

　
　
外
の
者
を
退
席
さ
せ
る
こ
と
。

　
二
、
少
年
以
外
の
者
が
陳
述
す
る
と
き
に
、

　
　
少
年
を
退
席
さ
せ
る
こ
と
。

第
三
四
条
　
審
理
は
公
開
し
な
い
。
但
し
、
少

　
年
の
親
族
、
学
校
教
員
、
少
年
保
護
事
業
に

　
従
事
す
る
者
そ
の
他
適
当
と
認
め
る
者
に
在

　
席
を
許
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
五
条

　
や
か
に
、

　
い
。

審
理
は
、
懇
切
を
旨
と
し
、
な
ご

こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

第
三
六
条
　
審
理
期
日
に
少
年
を
尋
問
す
る
と

　
き
は
、
少
年
、
少
年
の
法
定
代
理
人
又
は
現

　
に
少
年
を
保
護
す
る
老
及
び
附
添
人
に
意
見

　
を
陳
述
す
る
…
機
会
を
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。

第
三
七
条
　
審
理
期
日
に
は
、
必
要
な
証
拠
の

　
調
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
少
年
に
対
し
て
管
訓
処
分
を
決
定
す
る
理

　
由
及
び
事
実
の
認
定
は
、
証
拠
に
よ
る
。

第
三
八
条
　
少
年
部
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め

　
る
と
き
は
、
左
に
掲
げ
る
措
置
を
と
る
こ
と

　
が
で
き
る
。

　
一
、
少
年
が
陳
述
を
す
る
と
き
に
、
少
年
以

　
　
外
の
者
を
退
席
さ
せ
る
こ
と
。

　
二
、
少
年
以
外
の
者
が
陳
述
す
る
と
き
に
、

　
　
少
年
を
退
席
さ
せ
る
こ
と
。

　
す
る
。

第
二
二
条

2
　
審
判
は
、
こ
れ
を
公
開
し
な
い
。

少
年
審
判
規
則
第
二
九
条
　
審
判
の
席
に
は
、

　
少
年
の
親
族
、
教
員
そ
の
他
相
当
と
認
め
る

　
者
に
在
席
を
許
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
二
条
　
審
判
は
、
懇
切
を
旨
と
し
、
な
ご

　
や
か
に
、
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。

少
年
審
判
規
則
第
二
七
条
　
審
判
は
、
裁
判
所

　
外
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

少
年
審
判
規
則
第
三
〇
条
　
保
護
者
及
び
附
添

　
人
、
家
庭
裁
判
所
調
査
官
並
び
に
保
護
観
察

　
官
、
保
護
司
、
法
務
技
官
及
び
法
務
教
官

　
は
、
審
判
の
席
に
お
い
て
、
裁
判
官
の
許
可

　
を
得
て
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

少
年
審
判
規
則
第
三
一
条
　
適
正
な
審
判
を
す

　
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
発

　
言
を
制
止
し
、
又
は
少
年
以
外
の
者
を
退
席

　
さ
せ
る
等
相
当
の
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き

　
る
。

2
　
少
年
に
つ
い
て
は
、
少
年
の
情
操
を
害
す

　
る
も
の
と
認
め
る
状
況
が
生
じ
た
と
き
は
、
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第
三
九
条
　
少
年
調
査
宮
は
、
審
理
期
日
に
出

　
席
し
、
調
査
及
び
処
遇
の
意
見
を
述
べ
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
少
年
裁
判
所
は
、
少
年
調
査
宮
の
述
べ
た

　
意
見
を
採
用
し
な
い
と
き
は
、
決
定
書
に
そ

　
の
理
由
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
〇
条
　
少
年
裁
判
所
は
、
審
理
の
結
果
、

　
第
二
十
七
条
第
一
項
に
あ
た
る
場
合
で
あ
る

　
と
認
め
る
と
き
は
、
送
致
の
決
定
を
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
条
第
二
項
に
あ
た
る
場

　
合
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
送
致
の
決
定

　
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
一
条
　
少
年
裁
判
所
は
、
審
理
の
結
果
、

　
保
護
処
分
に
付
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
又
は

　
保
護
処
分
に
付
す
る
必
要
が
な
い
と
認
め
る

　
と
き
は
、
保
護
処
分
に
付
さ
な
い
旨
の
決
定

　
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
第
二
十
八
条
第
二
項
、
第
二
十
九
条
第
三

　
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
少
年
裁
判
所
が

　
保
護
処
分
に
付
す
る
必
要
が
な
い
と
認
め
る

第
三
九
条
　
観
護
人
又
は
少
年
観
護
所
の
職
員

　
で
観
護
人
の
資
格
を
有
す
る
者
は
、
審
理
期

　
日
に
出
席
し
、
事
件
に
関
す
る
意
見
を
述
べ

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
少
年
部
が
こ

　
れ
を
必
要
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の

　
限
り
で
な
い
。

第
四
〇
条
　
少
年
部
は
、
審
理
の
結
果
、
第
二

　
七
条
に
あ
た
る
場
合
で
あ
る
と
認
め
る
と
き

　
は
、
送
致
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。

第
四
一
条
　
少
年
部
は
、
審
理
の
結
果
、
管
訓

　
処
分
に
付
す
る
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き

　
は
、
三
世
処
分
に
付
さ
な
い
旨
の
決
定
を
し

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
の
状
況
の
継
続
中
、
こ
れ
を
退
席
さ
せ
る

　
こ
と
が
で
き
る
。

少
年
審
判
規
則
第
二
八
条

2
　
家
庭
裁
判
所
調
査
官
は
、
裁
判
官
の
許
可

　
を
得
た
場
合
を
除
き
、
審
判
の
席
に
出
席
し

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

少
年
審
判
規
則
第
三
〇
条
　
保
護
者
及
び
附
添

　
人
、
家
庭
裁
判
所
調
査
官
並
び
に
保
護
観
察

　
宮
、
保
護
司
、
法
務
技
官
及
び
法
務
教
官

　
は
、
審
判
の
席
に
お
い
て
、
裁
判
官
の
許
可

　
を
得
て
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
三
条
　
家
庭
裁
判
所
は
、
審
判
の
結
果
、

　
第
十
八
条
又
は
第
二
十
条
に
あ
た
る
場
合
で

　
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
所
定

　
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
家
庭
裁
判
所
は
、
審
判
の
結
果
、
保
護
処

　
分
に
付
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
又
は
保
護
処

　
分
に
付
す
る
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き

　
は
、
そ
の
冒
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。

3
　
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
は
、
家
庭
裁
判

　
所
の
審
判
の
結
果
、
本
人
が
二
十
歳
以
上
で

　
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
に
準
用
す
る
。
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と
き
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
保
護
処
分
に
付

　
さ
な
い
旨
の
決
定
を
す
る
場
合
に
、
こ
れ
を

　
準
用
す
る
。

第
四
二
条
　
少
年
裁
判
所
は
、
前
二
条
の
措
置

　
が
と
ら
れ
た
場
合
を
除
い
て
、
審
理
し
た
事

　
件
に
つ
き
、
決
定
を
も
っ
て
、
少
年
を
左
に

　
掲
げ
る
保
護
処
分
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。

　
一
、
訓
戒
を
加
え
る
こ
と
。
更
に
、
こ
れ
に

　
　
加
え
て
、
休
暇
中
の
生
活
補
導
を
受
け
さ

　
　
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
二
、
保
護
観
察
に
付
す
る
こ
と
。
更
に
、
こ

　
　
れ
に
加
え
て
、
労
働
に
従
事
さ
せ
る
こ
と

　
　
が
で
き
る
。

　
三
、
適
当
な
福
祉
又
は
教
養
機
関
の
収
容
補

　
　
導
に
付
す
る
こ
と
。

　
四
、
感
化
教
育
施
設
に
収
容
し
、
感
化
教
育

　
　
を
施
す
こ
と
。

2
　
少
年
が
左
に
掲
げ
る
情
状
の
一
つ
を
有
す

　
る
と
き
は
、
前
項
の
保
護
処
分
に
付
す
る
前

　
又
は
同
時
に
、
左
に
掲
げ
る
処
分
に
付
す
る

　
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
少
年
が
麻
薬
、
麻
酔
用
品
そ
の
他
の
混

　
　
合
薬
物
の
常
習
者
、
又
は
常
習
ア
ル
コ
ー

　
　
ル
中
毒
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
適
当
な
施

　
　
設
に
収
容
し
て
禁
絶
さ
せ
る
こ
と
。

　
二
　
少
年
が
身
体
的
又
は
精
神
的
に
明
ら
か

　
　
に
障
害
を
有
す
る
者
で
あ
る
場
合
に
は
、

第
四
二
条
少
年
部
は
、
前
二
条
の
措
置
が
と

　
ら
れ
た
場
合
を
除
い
て
、
審
理
し
た
事
件
に

　
つ
き
、
決
定
を
も
っ
て
、
少
年
を
左
に
掲
げ

　
る
契
骨
処
分
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
、
訓
戒
を
加
え
る
こ
と
。
更
に
、
こ
れ
に

　
　
加
え
て
、
休
暇
中
の
生
活
補
導
を
受
け
さ

　
　
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
二
、
保
護
観
察
に
付
す
る
こ
と
。

　
三
、
感
化
教
育
施
設
に
収
容
し
、
感
化
教
育

　
　
を
施
す
こ
と
。

2
　
前
項
の
決
定
に
加
え
て
、
左
に
掲
げ
る
処

　
分
に
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
少
年
が
麻
薬
、
麻
酔
用
品
そ
の
他
の
混

　
　
合
薬
物
の
常
習
者
、
又
は
常
習
ア
ル
コ
ー

　
　
ル
中
毒
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
適
当
な
施

　
　
設
に
収
容
し
て
禁
絶
さ
せ
る
こ
と
。

　
二
　
少
年
が
身
体
的
又
は
精
神
的
に
明
ら
か

　
　
に
障
害
を
有
す
る
者
で
あ
る
場
合
に
は
、

　
　
適
当
な
施
設
に
収
容
し
て
治
療
さ
せ
る
こ

　
　
と
。

第
二
四
条
　
家
庭
裁
判
所
は
、
前
条
の
場
合
を

　
除
い
て
、
審
判
を
開
始
し
た
事
件
に
つ
き
、

　
決
定
を
も
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
保
護
処
分
を

　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
保
護
観
察
所
の
保
護
観
察
に
付
す
る
こ

　
　
と
。

　
二
　
児
童
自
立
支
援
施
設
又
は
児
童
養
護
施

　
　
設
に
送
致
す
る
こ
と
。

　
三
　
少
年
院
に
送
致
す
る
こ
と
。
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適
当
な
施
設
に
収
容
し
て
治
療
さ
せ
る
こ

　
　
と
。

3
　
第
一
項
の
処
分
に
つ
い
て
、
そ
の
期
間
は

　
示
さ
な
い
。

第
四
三
条
　
刑
法
及
び
そ
の
他
の
法
律
の
没
収

　
に
関
す
る
規
定
は
、
第
二
十
九
条
及
び
前
条

　
の
決
定
に
準
用
す
る
。

2
　
少
年
裁
判
所
は
、
第
三
条
第
二
号
の
行
為

　
に
供
し
、
又
は
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
得
た
物

　
に
つ
い
て
、
交
付
す
る
こ
と
が
相
当
で
な
い

　
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
没
収
す
る
こ
と

　
が
で
き
る
。

3
　
第
一
項
第
一
号
の
休
暇
中
の
生
活
補
導

　
は
、
三
回
な
い
し
十
回
と
し
、
毎
回
三
時
間

　
以
内
と
す
る
。
そ
の
回
数
は
、
決
定
と
同
時

　
に
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二

　
号
、
第
三
号
の
処
分
の
期
間
は
示
さ
な
い
。

第
四
三
条
刑
法
及
び
そ
の
他
の
法
律
の
没
収

　
に
関
す
る
規
定
は
、
第
二
十
九
条
及
び
前
条

　
の
決
定
に
準
用
す
る
。

2
　
前
項
第
一
号
及
び
第
三
号
の
保
護
処
分
に

　
お
い
て
は
、
保
護
観
察
所
の
長
を
し
て
、
家

　
庭
そ
の
他
の
環
境
調
整
に
関
す
る
措
置
を
行

　
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
四
条
の
二
　
家
庭
裁
判
所
は
、
第
三
条
第

　
…
項
第
｝
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
少
年
に

　
つ
い
て
、
第
十
八
条
、
第
十
九
条
、
第
二
十

　
三
条
第
二
項
又
は
前
条
第
一
項
の
決
定
を
す

　
る
場
合
に
は
、
決
定
を
も
っ
て
、
次
に
掲
げ

　
る
物
を
没
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
刑
罰
法
令
に
触
れ
る
行
為
を
組
成
し
た

　
　
物

　
二
　
刑
罰
法
令
に
触
れ
る
行
為
に
供
し
、
又

　
　
は
供
し
よ
う
と
し
た
物

　
三
　
刑
罰
法
令
に
触
れ
る
行
為
か
ら
生
じ
、

　
　
若
し
く
は
こ
れ
に
よ
っ
て
得
た
物
又
は
刑

　
　
罰
法
令
に
触
れ
る
行
為
の
報
酬
と
し
て
得

　
　
た
物

　
四
　
前
号
に
記
載
し
た
物
の
対
価
と
し
て
得

　
　
た
物

2
　
没
取
は
、
そ
の
物
が
本
人
以
外
の
者
に
属
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第
四
四
条
　
少
年
裁
判
所
は
、
保
護
処
分
の
決

　
定
を
し
、
又
は
処
分
の
種
類
を
決
定
す
る
た

　
め
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
決
定

　
を
も
っ
て
、
少
年
を
六
か
月
以
内
少
年
調
査

　
官
の
観
察
に
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
前
項
の
観
察
に
つ
い
て
、
少
年
裁
判
所

　
は
、
少
年
調
査
官
の
意
見
を
聞
き
、
少
年
を

　
適
当
な
機
関
、
学
校
、
団
体
又
は
個
人
に
委

　
託
し
、
更
に
少
年
調
査
官
の
指
導
を
受
け
さ

　
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
少
年
調
査
官
は
、
観
察
の
結
果
、
意
見
を

　
付
し
た
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。

4
　
少
年
裁
判
所
は
、
職
権
を
も
っ
て
、
又
は

　
少
年
調
査
官
の
請
求
に
よ
り
、
観
察
の
期
間

　
を
変
更
し
又
は
観
察
を
停
止
す
る
こ
と
が
で

　
き
る
。

第
四
五
条
　
保
護
処
分
を
受
け
た
少
年
に
対
し

　
て
、
有
期
懲
役
以
上
の
刑
の
判
決
が
確
定
し

第
四
四
条
少
年
部
は
、
面
面
処
分
の
決
定

　
に
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
相
当

　
の
期
間
、
少
年
を
観
護
人
の
観
察
に
付
す
る

　
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
少
年
部
は
、
前
項
の
観
察
と
あ
わ
せ
て
、

　
次
に
掲
げ
る
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
、
少
年
に
遵
守
事
項
を
定
め
て
そ
の
履
行

　
　
を
命
ず
る
こ
と
。

　
二
、
少
年
の
法
定
代
理
人
又
は
現
に
少
年
を

　
　
保
護
す
る
者
に
、
少
年
の
監
督
及
び
補
導

　
　
に
必
要
な
一
定
の
事
項
を
指
定
し
、
十
分

　
　
な
注
意
を
払
わ
せ
る
こ
と
。

3
　
第
一
項
の
観
察
の
終
了
後
、
観
護
人
は
、

　
意
見
を
付
し
た
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

第
四
五
条
　
黒
甜
処
分
を
受
け
た
少
年
に
対
し

　
て
、
有
期
懲
役
以
上
の
刑
の
判
決
が
確
定
し

　
し
な
い
と
き
に
限
る
。
但
し
、
刑
罰
法
令
に

　
触
れ
る
行
為
の
後
、
本
人
以
外
の
者
が
情
を

　
知
っ
て
そ
の
物
を
取
得
し
た
と
き
は
、
本
人

　
以
外
の
者
に
属
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
こ

　
れ
を
没
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
五
条
　
家
庭
裁
判
所
は
、
第
二
十
四
条
第

　
一
項
の
保
護
処
分
を
決
定
す
る
た
め
必
要
が

　
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
決
定
を
も
っ
て
、

　
相
当
の
期
間
、
家
庭
裁
判
所
調
査
官
の
観
察

　
に
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
家
庭
裁
判
所
は
、
前
項
の
観
察
と
あ
わ
せ

　
て
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き

　
る
。

　
一
　
遵
守
事
項
を
定
め
て
そ
の
履
行
を
命
ず

　
　
る
こ
と
。

　
二
　
条
件
を
附
け
て
保
護
者
に
引
き
渡
す
こ

　
　
と
。

　
三
　
適
当
な
施
設
、
団
体
又
は
個
人
に
補
導

　
　
を
委
託
す
る
こ
と
。

少
年
審
判
規
則
第
四
〇
条

5
　
家
庭
裁
判
所
調
査
官
の
観
察
に
つ
い
て

　
は
、
第
十
三
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

6
　
家
庭
裁
判
所
調
査
官
の
観
察
に
付
す
る
決

　
定
は
、
い
つ
で
も
、
取
り
消
し
又
は
変
更
す

　
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
七
条
　
保
護
処
分
の
継
続
中
、
本
人
に
対

　
し
て
有
罪
判
決
が
確
定
し
た
と
き
は
、
保
護
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た
と
き
は
、
保
護
処
分
を
し
た
少
年
裁
判
所

　
は
、
決
定
を
も
っ
て
、
そ
の
処
分
を
取
り
消

　
す
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
保
護
処
分
を
受
け
た
少
年
に
対
し
て
、
保

　
安
処
分
の
決
定
が
確
定
し
た
と
き
は
、
保
護

　
処
分
を
し
た
少
年
裁
判
所
は
、
決
定
を
も
つ

　
て
、
い
ず
れ
か
執
行
す
べ
き
処
分
を
定
め
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
六
条
　
保
護
処
分
を
受
け
た
少
年
に
対
し

　
て
、
新
た
な
保
護
処
分
の
決
定
が
な
さ
れ
、

　
そ
れ
ぞ
れ
確
定
し
た
と
き
は
、
新
た
な
保
護

　
処
分
を
し
た
少
年
裁
判
所
は
、
決
定
を
も
つ

　
て
、
い
ず
れ
か
執
行
す
べ
き
処
分
を
定
め
る

　
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
前
項
に
よ
り
執
行
す
べ
き
処
分
が
決
定
さ

　
れ
た
と
き
は
、
他
の
処
分
は
、
執
行
の
開
始

　
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
取
り
消
さ
れ
た
も

　
の
と
す
る
。

第
四
七
条
　
少
年
裁
判
所
は
、
保
護
処
分
を
決

　
偉
し
た
後
、
こ
れ
に
対
し
て
審
判
権
が
な

　
か
っ
た
こ
と
を
発
見
し
た
と
き
は
、
決
定
を

　
も
っ
て
、
そ
の
処
分
を
取
り
消
し
、
審
判
権

　
を
有
す
る
機
関
に
移
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。

2
　
保
護
処
分
の
執
行
機
関
は
、
前
項
に
掲
げ

　
る
事
由
を
認
め
る
に
足
り
る
資
料
を
発
見
し

　
た
と
き
は
、
当
該
の
少
年
裁
判
所
に
そ
の
旨

　
の
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
た
と
き
は
、
管
訓
処
分
を
し
た
少
年
部
は
、

　
決
定
を
も
っ
て
、
そ
の
処
分
を
取
り
消
す
こ

　
と
が
で
き
る
。

2
　
管
訓
処
分
を
受
け
た
少
年
に
対
し
て
、
保

　
安
処
分
の
決
定
が
確
定
し
た
と
き
は
、
管
訓

　
処
分
を
し
た
少
年
部
は
、
決
定
を
も
っ
て
、

　
い
ず
れ
か
執
行
す
べ
き
処
分
を
定
め
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

第
四
六
条
　
属
島
処
分
を
受
け
た
少
年
に
対
し

　
て
、
新
た
な
管
訓
処
分
の
決
定
が
な
さ
れ
、

　
そ
れ
ぞ
れ
確
定
し
た
と
き
は
、
新
た
な
管
訓

　
処
分
を
し
た
少
年
部
は
、
決
定
を
も
っ
て
、

　
い
ず
れ
か
執
行
す
べ
き
処
分
を
定
め
る
こ
と

　
が
で
き
る
。

2
　
前
項
に
よ
り
執
行
す
べ
き
処
分
が
決
定
さ

　
れ
た
と
き
は
、
他
の
処
分
は
、
執
行
の
開
始

　
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
取
り
消
さ
れ
た
も

　
の
と
す
る
。

第
四
七
条
　
少
年
部
は
、
管
訓
処
分
を
決
定
し

　
た
後
、
こ
れ
に
対
し
て
審
判
権
が
な
か
っ
た

　
こ
と
を
発
見
し
た
と
き
は
、
決
定
を
も
つ

　
て
、
そ
の
処
分
を
取
り
消
し
、
審
判
権
を
有

　
す
る
機
関
に
移
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
管
訓
処
分
の
執
行
機
関
は
、
前
項
に
掲
げ

　
る
事
由
を
認
め
る
に
足
り
る
資
料
を
発
見
し

　
た
と
き
は
、
当
該
の
少
年
部
に
そ
の
旨
の
通

　
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
処
分
を
し
た
家
庭
裁
判
所
は
、
相
当
と
認
め

る
と
き
は
、
決
定
を
も
っ
て
、
そ
の
保
護
処
分

を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
七
条

2
　
保
護
処
分
の
継
続
中
、
本
人
に
対
し
て
新

　
た
な
保
護
処
分
が
な
さ
れ
た
と
き
は
、
新
た

　
な
保
護
処
分
を
し
た
家
庭
裁
判
所
は
、
前
の

　
保
護
処
分
を
し
た
家
庭
裁
判
所
の
意
見
を
聞

　
い
て
、
決
定
を
も
っ
て
、
い
ず
れ
か
の
保
護

　
処
分
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
七
条
の
二
　
保
護
処
分
の
継
続
中
、
本
人

　
に
対
し
審
判
権
が
な
か
っ
た
こ
と
、
又
は
十

　
四
歳
に
満
た
な
い
少
年
に
つ
い
て
、
都
道
府

　
県
知
事
若
し
く
は
児
童
相
談
所
長
か
ら
送
致

　
の
手
続
が
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
保

　
護
処
分
を
し
た
こ
と
を
認
め
得
る
明
ら
か
な

　
資
料
を
新
た
に
発
見
し
た
と
き
は
、
保
護
処

　
分
を
し
た
家
庭
裁
判
所
は
、
決
定
を
も
つ

　
て
、
そ
の
保
護
処
分
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。
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第
四
八
条
少
年
裁
判
所
が
行
っ
た
決
定
は
、

　
少
年
、
少
年
の
法
定
代
理
人
又
は
現
に
少
年

　
を
保
護
す
る
者
、
附
添
人
及
び
被
害
者
に
、

　
正
本
を
送
達
し
、
少
年
調
査
官
に
通
知
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
少
年
が
犯
罪
を
犯
し
た
後
に
、
現
在
の
年

　
齢
が
満
十
八
歳
に
達
し
た
場
合
に
も
、
本
条

　
第
一
項
の
決
定
を
準
用
す
る
。

第
四
八
条
　
少
年
部
が
行
っ
た
決
定
は
、
少

　
年
、
少
年
の
法
定
代
理
人
又
は
現
に
少
年
を

　
保
護
す
る
者
及
び
被
害
者
に
、
正
本
を
送
達

　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
保
護
観
察
所
、
児
童
自
立
支
援
施
設
、
児

　
童
養
護
施
設
又
は
少
年
院
の
長
は
、
保
護
処

　
分
の
継
続
中
の
者
に
つ
い
て
、
前
項
の
事
由

　
が
あ
る
こ
と
を
疑
う
に
足
り
る
資
料
を
発
見

　
し
た
と
き
は
、
保
護
処
分
を
し
た
家
庭
裁
判

　
所
に
、
そ
の
旨
の
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

3
　
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
十
九
条
第
二
項

　
の
規
定
は
、
家
庭
裁
判
所
が
、
第
一
項
の
規

　
定
に
よ
り
、
保
護
処
分
を
取
り
消
し
た
場
合

　
に
準
用
す
る
。

4
　
家
庭
裁
判
所
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ

　
り
、
少
年
院
に
収
容
中
の
者
の
保
護
処
分
を

　
取
り
消
し
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る

　
と
認
め
る
と
き
は
、
決
定
を
も
っ
て
、
そ
の

　
者
を
引
き
続
き
少
年
院
に
収
容
す
る
こ
と
が

　
で
き
る
。
但
し
、
そ
の
期
間
は
、
三
日
を
超

　
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

少
年
審
判
規
則
第
三
条
　
法
第
二
十
四
条
第
一

　
項
の
決
定
を
告
知
す
る
に
は
、
審
判
期
日
に

　
お
い
て
言
い
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
法
理
十
七
条
第
一
項
、
第
十
七
条
の
二
、

　
第
二
十
三
条
及
び
第
二
十
五
条
の
決
定
を
告

　
知
す
る
に
は
、
少
年
の
面
前
で
言
い
渡
さ
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
第
十
七
条
第
一
項
第

　
二
号
の
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
事
件
に
つ
い

　
て
法
第
二
十
条
の
決
定
を
告
知
す
る
場
合

　
も
、
同
様
で
あ
る
。

65　（2　●277）　657



場当

第
四
九
条
　
文
書
の
送
達
に
つ
い
て
は
、
民
事

　
訴
訟
法
の
送
達
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す

　
る
。
但
し
、
左
に
掲
げ
る
送
達
を
す
る
こ
と

　
は
で
き
な
い
。

　
一
　
公
示
送
達
。

　
こ
　
送
達
を
代
わ
っ
て
受
け
取
る
者
が
明
ら

　
　
か
で
な
い
た
め
、
郵
便
局
に
交
付
す
る
こ

　
　
と
を
送
達
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
こ

　
　
と
。

　
第
二
節
　
保
護
処
分
の
執
行

第
五
〇
条
　
少
年
に
対
す
る
訓
戒
の
執
行
に
つ

第
四
九
条
　
文
書
の
送
達
に
つ
い
て
は
、
民
事

　
訴
訟
法
の
送
達
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す

　
る
。
但
し
、
公
示
送
達
及
び
送
達
を
代
わ
っ

　
て
受
け
取
る
者
が
明
ら
か
で
な
い
た
め
、
郵

　
便
局
に
交
付
す
る
こ
と
を
送
達
が
あ
っ
た
も

　
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
第
二
節
　
管
訓
処
分
の
執
行

第
五
〇
条
　
少
年
に
対
す
る
訓
戒
の
執
行
に
つ

3
　
決
定
は
、
前
二
項
の
場
合
を
除
い
て
は
、

　
相
当
と
認
め
る
方
法
に
よ
っ
て
告
知
す
る
。

　
法
第
二
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に

　
第
二
十
五
条
の
規
定
に
つ
い
て
、
前
項
の
規

　
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
又
は
こ
れ

　
に
よ
る
こ
と
が
相
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き

　
も
、
同
様
で
あ
る
。

4
　
法
第
十
九
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に

　
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
告
知
す
る

　
こ
と
を
要
し
な
い
。

5
　
裁
判
所
書
記
官
は
、
第
一
項
か
ら
第
三
項

　
ま
で
の
場
合
に
は
告
知
の
方
法
、
場
所
及
び

　
年
月
日
を
、
前
項
の
場
合
に
は
告
知
し
な

　
か
っ
た
旨
を
決
定
書
又
は
決
定
を
記
載
し
た

　
調
書
に
附
記
し
て
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。
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い
て
は
、
少
年
裁
判
所
裁
判
官
は
、
少
年
に

　
そ
の
不
良
行
為
を
指
摘
し
、
今
後
の
遵
守
事

　
項
を
忠
告
し
、
こ
れ
に
加
え
て
、
反
省
文
を

　
書
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
訓
戒
を
執
行
す
る
と
き
は
、
少
年
の
法
定

　
代
理
人
又
は
現
に
少
年
を
保
護
す
る
者
、
及

　
び
附
添
人
に
出
席
す
る
よ
う
通
知
し
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

3
　
少
年
に
対
す
る
休
暇
中
の
生
活
補
導
に
つ

　
い
て
は
、
三
回
か
ら
十
回
ま
で
と
し
、
少
年

　
裁
判
所
は
少
年
保
護
官
に
少
年
を
引
き
渡

　
し
、
こ
れ
を
休
暇
中
に
執
行
さ
せ
る
。
そ
の

　
目
的
は
、
少
年
に
対
し
て
、
個
別
的
又
は
集

　
団
的
に
道
徳
教
育
を
施
し
、
学
業
又
は
そ
の

　
他
職
業
を
指
導
し
、
更
に
労
働
に
従
事
さ

　
せ
、
勤
勉
の
習
慣
及
び
遵
法
精
神
を
溺
養
す

　
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
回
数
は
、
少
年
保
護

　
官
は
補
導
の
効
果
に
基
づ
き
こ
れ
を
定
め

　
る
。

4
　
前
項
の
生
活
補
導
に
つ
い
て
は
、
少
年
裁

　
判
所
は
、
少
年
保
護
官
の
意
見
に
よ
り
、
少

　
年
を
適
当
な
機
関
、
団
体
又
は
個
人
に
委
託

　
し
、
更
に
少
年
保
護
官
の
指
導
を
受
け
さ
せ

　
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
一
条
　
少
年
の
保
護
観
察
は
、
少
年
保
護

　
官
が
こ
れ
を
取
り
扱
う
。
少
年
保
護
官
は
、

　
少
年
に
遵
守
事
項
を
告
知
し
、
常
に
少
年
と

　
接
触
を
保
ち
、
そ
の
行
動
を
重
視
し
、
随
時

　
い
て
は
、
少
年
部
の
判
事
は
、
少
年
に
そ
の

　
不
良
行
為
を
指
摘
し
、
今
後
の
遵
守
事
項
を

　
忠
告
し
、
こ
れ
に
加
え
て
、
反
省
文
を
書
か

　
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
訓
戒
を
執
行
す
る
と
き
は
、
少
年
の
法
定

　
代
理
人
又
は
現
に
少
年
を
保
護
す
る
者
、
及

　
び
附
添
人
に
出
席
す
る
よ
う
通
知
し
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

3
　
少
年
に
対
す
る
休
暇
中
の
生
活
補
導
に
つ

　
い
て
は
、
少
年
部
は
観
護
人
、
そ
の
他
の
機

　
関
、
団
体
又
は
個
人
に
少
年
を
引
き
渡
し
、

　
こ
れ
を
休
暇
中
に
執
行
さ
せ
る
。
そ
の
目
的

　
は
、
少
年
に
道
徳
教
育
を
施
し
、
学
業
又
は

　
そ
の
他
職
業
を
指
導
し
、
更
に
労
働
に
従
事

　
さ
せ
、
勤
勉
の
習
慣
及
び
遵
法
精
神
を
洒
養

　
す
る
こ
と
に
あ
る
。

第
五
一
条
　
少
年
の
保
護
観
察
は
、
観
護
人
が

　
こ
れ
を
取
り
扱
う
。
観
護
人
は
、
少
年
に
遵

　
守
事
項
を
告
知
し
、
常
に
少
年
と
接
触
を
保

　
ち
、
そ
の
行
動
を
重
視
し
、
随
時
指
示
を
与

犯
罪
者
予
防
更
生
法
第
三
九
条
　
保
護
観
察
に

　
お
い
て
行
う
指
導
監
督
及
び
補
導
援
護
は
、

　
保
護
観
察
官
又
は
保
護
司
を
し
て
行
わ
せ
る

　
も
の
と
す
る
。
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指
示
を
与
え
、
更
に
少
年
の
教
養
、
病
気
の

　
治
療
、
就
職
及
び
環
境
の
改
善
に
関
し
て
適

　
当
な
指
導
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
少
年
保
護
官
は
、
前
項
の
職
務
を
行
う
に

　
つ
い
て
、
少
年
の
法
定
代
理
人
又
は
現
に
少

　
年
を
保
護
す
る
者
と
、
必
要
な
話
し
合
い
及

　
び
調
整
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
少
年
裁
判
所
は
、
少
年
保
護
官
の
意
見
に

　
よ
り
、
少
年
を
適
当
な
福
祉
又
は
教
養
…
磯

　
関
、
慈
善
団
体
、
少
年
の
最
も
近
い
親
族
そ

　
の
他
適
当
な
者
に
保
護
観
察
の
委
託
を
し
、

　
更
に
少
年
保
護
官
の
指
導
を
受
け
さ
せ
る
こ

　
と
が
で
き
る
。

　
え
、
更
に
少
年
の
教
養
、
病
気
の
治
療
、
就

　
職
及
び
環
境
の
改
善
に
関
し
て
適
当
な
指
導

　
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
観
護
人
は
、
前
項
の
職
務
を
行
う
に
つ
い

　
て
、
少
年
の
法
定
代
理
人
又
は
現
に
少
年
を

　
保
護
す
る
者
と
、
必
要
な
話
し
合
い
及
び
調

　
整
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
少
年
部
は
、
観
護
人
の
意
見
に
よ
り
、
少

　
年
を
少
年
福
祉
機
関
、
警
察
、
自
治
団
体
、

　
慈
善
団
体
、
少
年
の
最
も
近
い
親
族
そ
の
他

　
適
当
な
者
に
保
護
観
察
の
委
託
を
し
、
更
に

　
観
護
人
の
指
導
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

　
る
。

犯
罪
者
予
防
更
生
法
第
三
五
条
　
保
護
観
察
に

　
お
い
て
行
う
指
導
監
督
は
、
左
に
掲
げ
る
方

　
法
に
よ
る
。

　
一
　
保
護
観
察
に
付
さ
れ
て
い
る
者
と
適
当

　
　
に
接
触
を
保
ち
、
つ
ね
に
そ
の
行
状
を
見

　
　
守
る
こ
と
。

　
二
　
保
護
観
察
に
付
さ
れ
て
い
る
者
に
対

　
　
し
、
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
項
を
遵

　
　
守
さ
せ
る
た
め
、
必
要
且
つ
適
切
と
認
め

　
　
ら
れ
る
指
示
を
与
え
る
こ
と
。

　
三
　
そ
の
他
本
人
が
社
会
の
順
良
な
一
員
と

　
　
な
る
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
採
る
こ
と
。

犯
罪
者
予
防
更
生
法
第
三
六
条
　
保
護
観
察
に

　
お
い
て
行
う
補
導
援
護
は
、
左
に
掲
げ
る
方

　
法
に
よ
る
。

　
↓
　
教
養
訓
練
の
手
段
を
助
け
る
こ
と
。

　
二
　
医
療
及
び
保
養
を
得
る
こ
と
を
助
け
る

　
　
こ
と
。

　
三
　
宿
所
の
得
る
こ
と
を
助
け
る
こ
と
。

　
四
　
職
業
を
補
導
し
、
就
職
を
助
け
る
こ

　
　
と
Q

　
五
　
環
境
を
改
善
し
、
調
整
す
る
こ
と
。

　
六
　
更
生
を
遂
げ
る
た
め
適
切
と
思
わ
れ
る

　
　
所
へ
の
帰
住
を
助
け
る
こ
と
。

　
七
　
そ
の
他
本
人
の
．
更
生
を
完
成
さ
せ
る
た

　
　
め
に
必
要
な
措
置
を
採
る
こ
と
。

2
　
前
項
第
五
号
の
措
置
は
、
本
人
の
家
族
に

　
対
し
て
は
、
そ
の
承
諾
が
な
け
れ
ば
、
行
っ
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第
五
二
条
　
少
年
の
収
容
補
導
及
び
感
化
教
育

　
を
執
行
す
る
と
き
は
、
少
年
裁
判
所
は
、
そ

　
の
行
為
の
性
質
、
心
身
状
況
、
教
育
の
程
度

　
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
応
じ
て
、
少
年
を
分

　
類
し
、
適
当
な
福
祉
若
し
く
は
教
養
機
関
又

　
は
感
化
教
育
機
関
を
し
て
こ
れ
を
執
行
さ

　
せ
、
更
に
少
年
裁
判
所
の
指
導
を
受
け
さ
せ

　
る
も
の
と
す
る
。

2
　
感
化
教
育
機
関
の
組
織
及
び
そ
の
教
育
の

　
施
行
に
つ
い
て
は
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め

　
る
。

第
五
三
条
　
保
護
観
察
及
び
感
化
教
育
の
期
間

　
は
、
三
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
五
四
条
　
少
年
に
対
す
る
保
護
観
察
、
収
容

　
補
導
又
は
感
化
教
育
の
執
行
は
、
満
二
十
一

　
歳
に
達
す
る
ま
で
に
こ
れ
を
継
続
す
る
こ
と

　
が
で
き
る
。

第
五
二
条
少
年
の
感
化
教
育
を
執
行
す
る
と

　
き
は
、
少
年
部
は
、
そ
の
非
行
の
性
質
及
び

　
教
育
の
程
度
に
応
じ
て
少
年
を
分
類
し
、
適

　
当
な
感
化
教
育
機
関
を
し
て
こ
れ
を
執
行
さ

　
せ
る
も
の
と
す
る
。

2
　
感
化
教
育
機
関
の
組
織
に
つ
い
て
は
、

　
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。

法

第
五
三
条
　
保
護
観
察
及
び
感
化
教
育
の
期
間

　
は
、
三
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

2
　
感
化
教
育
の
満
了
時
に
は
、
そ
の
感
化
教

　
育
機
関
の
所
在
地
の
教
育
行
政
機
関
の
学
力

　
検
定
に
よ
っ
て
、
証
明
書
を
発
行
す
る
こ
と

　
が
で
き
る
。

第
五
四
条
　
少
年
に
対
す
る
保
護
観
察
又
は
感

　
化
教
育
の
執
行
は
、
実
施
の
時
す
で
に
十
八

　
歳
に
達
し
て
お
り
、
あ
る
い
は
そ
の
執
行
中

　
に
満
十
八
歳
に
達
し
た
場
合
に
は
、
満
二
十

　
一
歳
に
達
す
る
ま
で
に
こ
れ
を
継
続
す
る
こ

　
と
が
で
き
る
。

　
て
は
な
ら
な
い
。

少
年
審
判
規
則
第
三
八
条

2
　
保
護
処
分
の
決
定
を
し
た
家
庭
裁
判
所

　
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
少
年

　
の
処
遇
に
関
し
、
保
護
観
察
所
、
児
童
自
立

　
支
援
施
設
、
児
童
養
護
施
設
又
は
少
年
院
に

　
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

少
年
審
判
規
則
第
三
九
条
　
保
護
観
察
所
長
を

　
し
て
家
庭
そ
の
他
の
環
境
調
整
に
関
す
る
措

　
置
を
行
わ
せ
る
場
合
に
は
、
環
境
に
つ
い
て

　
の
調
査
の
結
果
を
通
知
し
、
且
つ
必
要
な
事

　
項
を
指
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

少
年
院
法
第
一
条
　
少
年
院
は
、
家
庭
裁
判
所

　
か
ら
保
護
処
分
と
し
て
送
致
さ
れ
た
者
を
収

　
容
し
、
こ
れ
に
矯
正
教
育
を
授
け
る
施
設
と

　
す
る
。

犯
罪
者
予
防
更
生
法
第
三
三
条

3
　
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
の
保
護
観
察

　
の
期
間
は
、
本
人
が
二
十
歳
に
達
す
る
ま
で

　
と
す
る
。
但
し
、
本
人
が
二
十
歳
に
達
す
る

　
ま
で
に
二
年
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
そ
の

　
者
の
保
護
観
察
の
期
間
は
、
二
年
と
す
る
。

児
童
福
祉
法
第
四
条
　
児
童
と
は
、
満
十
八
歳

　
に
満
た
な
い
者
を
い
い
、
児
童
を
左
の
よ
う

　
に
分
け
る
。

（
以
下
略
）

少
年
院
法
第
一
一
条
　
在
院
者
が
二
十
歳
に
達

　
し
た
と
き
は
、
少
年
院
の
長
は
、
こ
れ
を
退
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院
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
送
致

　
後
一
年
を
経
過
し
な
い
場
合
は
、
送
致
の
時

　
か
ら
一
年
間
に
限
り
、
収
容
を
継
続
す
る
こ

　
と
が
で
き
る
。

2
　
少
年
院
の
長
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い

　
て
、
在
院
者
の
心
身
に
著
し
い
故
障
が
あ

　
り
、
又
は
犯
罪
的
傾
向
が
ま
だ
矯
正
さ
れ
て

　
い
な
い
た
め
少
年
院
か
ら
退
院
さ
せ
る
に
不

　
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
本
人
を
送

　
致
し
た
裁
判
所
に
対
し
て
、
そ
の
収
容
を
継

　
続
す
べ
き
旨
の
決
定
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

3
　
前
項
の
申
請
を
受
理
し
た
裁
判
所
は
、
そ

　
の
審
理
に
あ
た
り
、
医
学
、
心
理
学
、
教
育

　
学
、
社
会
学
そ
の
他
の
専
門
的
知
識
を
有
す

　
る
者
及
び
本
人
を
収
容
中
の
少
年
院
の
職
員

　
の
意
見
を
き
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
裁
判
所
は
、
本
人
が
第
二
項
の
状
況
に
あ

　
る
と
認
め
る
と
き
は
、
期
間
を
定
め
て
、
収

　
容
を
継
続
す
べ
き
旨
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。
但
し
、
こ
の
期
間
は
二
十
三
歳

　
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

5
　
裁
判
所
は
、
少
年
院
の
長
の
申
請
に
基
い

　
て
、
二
十
三
歳
に
達
す
る
在
院
者
の
精
神
に

　
著
し
い
故
障
が
あ
り
公
共
の
福
祉
の
た
め
少

　
年
院
か
ら
退
院
さ
せ
る
に
不
適
当
で
あ
る
と

　
認
め
る
時
は
、
二
十
六
歳
を
超
え
な
い
期
間

　
を
定
め
て
医
療
少
年
院
に
収
容
を
継
続
す
べ
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第
五
五
条
　
保
護
観
察
の
執
行
が
、
六
か
月
を

　
経
過
し
、
効
果
が
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
れ
を

　
継
続
す
る
必
要
が
な
く
、
又
は
事
実
上
こ
れ

　
を
継
続
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め

　
る
と
き
は
、
少
年
保
護
官
は
、
証
拠
を
添

　
え
、
少
年
裁
判
所
に
対
し
て
執
行
の
免
除
を

　
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
少
年
、
少
年
の
法
定
代
理
人
又
は
現
に
少

　
年
を
保
護
す
る
者
は
、
保
護
観
察
の
執
行
に

　
つ
い
て
前
項
の
規
定
に
あ
た
る
と
思
料
す
る

　
と
き
は
、
少
年
保
護
官
に
対
し
て
前
項
の
申

　
請
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
明
ら
か
に

　
そ
の
理
由
が
な
い
場
合
を
除
い
て
、
少
年
保

　
護
官
が
こ
れ
を
拒
否
す
る
こ
と
は
で
き
な

　
い
。

3
　
保
護
観
察
の
継
続
中
、
少
年
が
遵
守
事
項

　
に
違
反
し
、
勧
告
に
従
わ
な
い
こ
と
が
二
度

第
五
五
条
　
保
護
観
察
の
執
行
が
、
六
か
月
を

　
経
過
し
、
効
果
が
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
れ
を

　
継
続
す
る
必
要
が
な
く
、
又
は
事
実
上
こ
れ

　
を
継
続
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め

　
る
と
き
は
、
観
護
人
は
、
証
拠
を
添
え
、
少

　
膳
部
に
対
し
て
執
行
の
免
除
を
申
請
す
る
こ

　
と
が
で
き
る
。

2
　
保
護
観
察
の
継
続
中
、
少
年
が
遵
守
事
項

　
に
違
反
し
、
勧
告
に
従
わ
な
い
こ
と
が
二
度

　
き
旨
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

6
　
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
前

　
項
の
場
合
に
こ
れ
を
準
用
す
る
。

7
　
少
年
院
の
長
が
裁
判
所
に
対
し
、
在
院
者

　
の
収
容
を
継
続
す
べ
き
旨
の
決
定
の
申
請
を

　
し
た
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ

　
ら
ず
、
裁
判
所
か
ら
決
定
の
通
知
が
あ
る
ま

　
で
収
容
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

8
　
少
年
院
の
長
は
、
在
院
者
が
裁
判
所
の
定

　
め
た
期
間
に
達
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
退
院

　
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

犯
罪
者
予
防
更
生
法
第
三
三
条

4
　
前
項
の
保
護
観
察
は
、
そ
の
期
間
中
で

　
あ
っ
て
も
、
必
要
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と

　
き
は
、
停
止
し
、
又
は
解
除
す
る
こ
と
が
で

　
き
る
。

犯
罪
者
予
防
更
生
法
第
四
一
条
　
地
方
委
員
会

　
又
は
保
護
観
察
所
の
長
は
、
い
つ
で
も
、
保
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以
上
で
、
且
つ
観
察
の
必
要
が
あ
る
と
き

は
、
少
年
保
護
官
は
、
少
年
裁
判
所
に
対
し

て
、
少
年
を
観
察
の
た
め
少
年
観
護
所
に
五

日
以
内
留
置
す
る
こ
と
を
申
請
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

4
　
保
護
観
察
の
継
続
中
、
少
年
が
遵
守
事
項

　
の
重
大
な
違
反
を
犯
し
、
又
は
前
項
の
観
察

　
処
分
を
受
け
た
後
、
再
び
違
反
し
、
保
護
観

察
で
は
そ
の
改
善
が
不
可
能
で
あ
る
と
認
め

　
る
と
き
は
、
少
年
保
護
官
は
、
少
年
裁
判
所

　
に
対
し
て
、
保
護
観
察
を
取
り
消
し
、
残
り

　
の
期
間
、
感
化
教
育
施
設
に
収
容
し
て
感
化

　
教
育
を
施
す
こ
と
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き

以
上
で
、
且
つ
観
察
の
必
要
が
あ
る
と
き

は
、
観
護
人
は
、
少
年
部
に
対
し
て
、
少
年

を
観
察
の
た
め
少
年
観
護
所
に
二
十
四
時
間

以
内
留
置
す
る
こ
と
を
申
請
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

3
　
保
護
観
察
の
継
続
中
、
少
年
が
遵
守
事
項

　
の
重
大
な
違
反
を
犯
し
、
又
は
前
項
の
観
察

　
処
分
を
受
け
た
後
、
再
び
違
反
し
、
保
護
観

　
察
で
は
そ
の
改
善
が
不
可
能
で
あ
る
と
認
め

　
る
と
き
は
、
観
護
人
は
、
少
年
部
に
対
し

　
て
、
保
護
観
察
を
取
り
消
し
、
残
り
の
期

　
間
、
感
化
教
育
施
設
に
収
容
し
て
感
化
教
育

　
を
施
す
こ
と
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
護
観
察
に
付
さ
れ
て
い
る
者
を
呼
び
出
し
、

　
質
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
地
方
委
員
会
又
は
保
護
観
察
所
の
長
は
、

　
左
の
場
合
に
は
、
裁
判
官
の
あ
ら
か
じ
め
発

　
す
る
引
致
状
に
よ
り
、
保
護
観
察
に
付
さ
れ

　
て
い
る
者
を
引
致
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
保
護
観
察
に
付
さ
れ
て
い
る
者
が
↓
定

　
　
の
住
居
に
居
住
し
な
い
と
き
。

　
二
　
保
護
観
察
に
付
さ
れ
て
い
る
者
が
遵
守

　
　
す
べ
き
事
項
を
遵
守
し
な
か
っ
た
こ
と
を

　
　
疑
う
に
足
り
る
充
分
な
理
由
が
あ
り
、
且

　
　
つ
、
そ
の
者
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
呼
出

　
　
に
応
せ
ず
、
又
は
応
じ
な
い
虞
が
あ
る
と

　
　
き
。

　
（
以
下
略
）

7
　
第
二
項
の
引
致
状
に
よ
り
引
致
さ
れ
た
者

　
は
、
引
致
さ
れ
た
時
か
ら
二
十
四
時
間
以
内

　
に
釈
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
そ

　
の
時
間
内
に
第
四
十
五
条
第
一
項
の
決
定
が

　
な
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

犯
罪
者
予
防
更
生
法
第
四
二
条
　
保
護
観
察
所

　
の
長
は
、
少
年
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一

　
号
の
保
護
処
分
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
新

　
た
に
同
法
第
三
前
志
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る

　
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
本
人
が
二

　
十
歳
以
上
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
家
庭

　
裁
判
所
に
通
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
保
護
観
察
所
の
長
の
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る
。
残
り
の
期
間
が
六
か
月
に
満
た
な
い
と

き
は
、
六
か
月
ま
で
執
行
す
る
。

第
五
五
条
の
一
　
保
護
観
察
に
よ
る
労
働
に
つ

　
い
て
は
、
三
時
間
以
上
五
十
時
間
以
下
と

　
し
、
少
年
保
護
官
が
こ
れ
を
行
う
。
そ
の
期

　
間
は
補
導
の
効
果
に
基
づ
き
定
め
る
。

第
五
五
条
の
二
　
第
四
十
二
条
第
一
項
第
三
号

　
の
収
容
補
導
の
期
間
は
、
二
か
月
以
上
二
年

　
以
下
と
す
る
。

2
　
前
項
の
処
分
の
執
行
が
、
二
か
月
を
経
過

　
し
、
効
果
が
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
れ
を
継
続

　
す
る
必
要
が
な
く
、
又
は
事
実
上
こ
れ
を
継

　
続
し
な
い
の
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き

　
は
、
収
容
補
導
を
担
当
す
る
福
祉
若
し
く
は

　
教
養
機
関
、
少
年
、
少
年
の
法
定
代
理
人
又

　
は
現
に
少
年
を
保
護
す
る
者
は
、
証
拠
を
添

残
り
の
期
間
が
六
か
月
に
満
た
な
い
と
き

は
、
六
か
月
ま
で
執
行
す
る
。

　
通
告
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
通
告
さ
れ
た

　
者
は
、
少
年
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
か

　
か
わ
ら
ず
同
法
の
少
年
と
み
な
し
て
、
同
法

　
第
二
章
の
規
定
を
適
用
す
る
。

3
　
家
庭
裁
判
所
は
、
前
項
の
少
年
に
対
し
て

　
少
年
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第

　
三
号
の
保
護
処
分
を
す
る
と
き
は
、
保
護
処

　
分
の
決
定
と
同
時
に
、
本
人
が
二
十
三
歳
を

　
超
え
な
い
期
間
内
に
お
い
て
、
保
護
観
察
の

　
期
間
又
は
少
年
院
に
収
容
す
る
期
間
を
定
め

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
保
護
観
察
の
期
間
が

　
定
め
ら
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
三
条

　
第
三
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

児
童
福
祉
法
第
二
七
条

7
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
第
二
号
若
し

　
く
は
第
三
号
若
し
く
は
第
二
項
の
措
置
を
解

　
除
し
、
停
止
し
、
若
し
く
は
他
の
措
置
に
変

　
更
し
、
又
は
前
項
の
措
置
を
と
る
場
合
に

　
は
、
児
童
相
談
所
長
の
意
見
を
聞
か
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。
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え
、
少
年
裁
判
所
に
対
し
て
、
執
行
の
免
除

　
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
収
容
補
導
の
期
間
満
了
後
、
収
容
補
導
を

　
担
当
し
た
福
祉
若
し
く
は
教
養
機
関
、
少

　
年
、
少
年
の
法
定
代
理
人
又
は
現
に
少
年
を

　
保
護
す
る
者
は
、
収
容
補
導
を
継
続
す
る
必

　
要
が
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
少
年
裁
判

　
所
に
対
し
て
執
行
の
延
長
を
申
請
す
る
こ
と

　
が
で
き
る
。
そ
の
延
長
は
一
回
に
限
り
認
め

　
ら
れ
、
二
年
間
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な

　
い
。

4
　
第
～
項
の
執
行
が
、
二
か
月
を
経
過
し
、

　
収
容
補
導
を
担
当
す
る
福
祉
又
は
教
養
機
関

　
を
変
更
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
料
す
る
と
き

　
は
、
少
年
、
少
年
の
法
定
代
理
人
又
は
現
に

　
少
年
を
保
護
す
る
者
は
、
証
拠
又
は
理
由
を

　
添
え
、
少
年
裁
判
所
に
対
し
て
機
関
の
変
更

　
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

5
　
収
容
補
導
の
継
続
中
、
少
年
が
遵
守
事
項

　
の
重
大
な
違
反
を
犯
し
、
又
は
第
五
十
五
条

　
の
三
の
観
察
処
分
を
受
け
た
後
、
再
び
違
反

　
を
し
、
収
容
補
導
で
は
そ
の
改
善
が
不
可
能

　
で
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
収
容
補
導
を

担
当
す
る
福
祉
若
し
く
は
教
養
機
関
、
少
年

　
の
法
定
代
理
人
又
は
現
に
少
年
を
保
護
す
る

者
は
、
証
拠
を
添
え
、
少
年
裁
判
所
に
対
し

　
て
、
収
容
補
導
を
取
り
消
し
、
残
り
の
期

間
、
感
化
教
育
施
設
に
収
容
し
て
感
化
教
育

児
童
福
祉
法
第
三
｝
条

2
　
都
道
府
県
は
、
第
二
十
七
条
第
】
項
第
三

　
号
の
規
定
に
よ
り
肢
体
不
自
由
児
施
設
に
入

　
所
し
た
児
童
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

　
る
委
託
に
よ
り
指
定
国
立
療
養
所
等
に
入
所

　
し
た
第
四
十
三
条
の
三
に
規
定
す
る
児
童
に

　
つ
い
て
は
満
二
十
歳
に
達
す
る
ま
で
、
第
二

　
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
重
症

　
心
身
障
害
児
施
設
に
入
所
し
た
児
童
又
は
同

　
二
戸
二
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
に
よ
り
指
定

　
国
立
療
養
所
等
に
入
所
し
た
第
四
十
三
条
の

　
四
に
規
定
す
る
児
童
に
つ
い
て
は
そ
の
者
が

　
社
会
生
活
に
順
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

　
に
な
る
ま
で
、
引
き
続
き
そ
の
者
を
こ
れ
ら

　
の
児
童
福
祉
施
設
に
在
所
さ
せ
、
若
し
く
は

　
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を

　
継
続
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
措
置
を
相
互
に
変

　
更
す
る
措
置
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
。
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を
施
す
こ
と
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
残
り
の
期
間
が
六
か
月
に
満
た
な
い
と
き

　
は
、
六
か
月
ま
で
執
行
す
る
。

第
五
五
条
の
三
　
少
年
が
正
当
な
理
由
が
な

　
く
、
第
二
十
九
条
第
一
項
の
補
導
、
訓
育
若

　
し
く
は
訓
戒
、
又
は
第
四
十
二
条
第
一
項
第

　
一
号
及
び
第
三
号
の
訓
戒
、
休
暇
中
の
生
活

　
補
導
若
し
く
は
収
容
補
導
を
受
け
な
い
と
き

　
は
、
少
年
保
護
官
、
少
年
の
法
定
代
理
人
又

　
は
現
に
少
年
を
保
護
す
る
者
、
少
年
の
福
祉

　
若
し
く
は
教
養
機
関
は
、
少
年
裁
判
所
に
対

　
し
て
、
勧
告
書
を
発
す
る
こ
と
を
申
請
す
る

　
こ
と
が
で
き
る
。
勧
告
の
効
果
が
な
い
と
き

　
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
申
請
人
は
、
少
年
裁
判
所

　
に
対
し
て
、
少
年
を
観
察
の
た
め
少
年
観
護

　
所
に
五
日
以
内
留
置
す
る
こ
と
を
申
請
す
る

　
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
六
条
　
感
化
教
育
の
執
行
が
、
六
か
月
を

　
経
過
し
、
そ
の
執
行
を
継
続
す
る
必
要
が
な

　
く
な
っ
た
と
き
は
、
少
年
保
護
官
又
は
そ
の

　
執
行
機
関
は
、
証
拠
を
添
え
、
少
年
裁
判
所

　
に
対
し
て
、
執
行
の
免
除
又
は
停
止
を
申
請

　
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
少
年
又
は
少
年
の
法
定
代
理
人
は
、
感
化

　
教
育
の
執
行
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
に
あ
た

　
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
少
年
保
護
官
に
対

　
し
て
前
項
の
申
請
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

　
る
。
明
ら
か
に
そ
の
理
由
が
な
い
場
合
を
除

第
五
六
条
　
感
化
教
育
の
執
行
が
、
六
か
月
を

　
経
過
し
、
そ
の
執
行
を
継
続
す
る
必
要
が
な

　
く
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
執
行
機
関
は
、
証

　
拠
を
添
え
、
そ
の
上
級
機
関
に
執
行
の
免
除

　
又
は
停
止
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
許

　
可
を
得
た
場
合
に
は
、
感
化
教
育
の
処
分
を

　
し
た
少
年
部
に
も
、
こ
の
記
録
を
提
出
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

少
年
院
法
皇
一
二
条
少
年
院
の
長
は
、
在
院

　
者
に
対
し
て
矯
正
の
目
的
を
達
し
た
と
認
め

　
る
と
き
は
、
地
方
更
生
保
護
委
員
に
対
し
、

　
退
院
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
少
年
院
の
長
は
、
在
院
者
が
処
遇
の
最
高

　
段
階
に
向
上
し
、
仮
に
退
院
を
許
す
の
が
相

　
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
地
方
更
生
保

　
護
委
員
に
対
し
、
仮
退
院
の
申
請
を
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。
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い
て
、
少
年
保
護
官
が
こ
れ
を
拒
否
す
る
こ

　
と
が
で
き
な
い
。

3
　
第
「
項
に
よ
り
感
化
教
育
の
執
行
を
停
止

　
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
少
年
裁
判
所
の
決

　
定
を
も
っ
て
、
残
り
の
執
行
期
間
、
保
護
観

　
察
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
第
五
十
五
条
の
規
定
は
、
前
項
の
保
護
観

　
察
に
こ
れ
を
準
用
す
る
。
同
条
第
四
項
に
よ

　
り
感
化
教
育
を
引
き
続
き
執
行
す
る
場
合
に

　
は
、
そ
の
停
止
期
間
は
、
こ
れ
を
執
行
期
間

　
に
算
入
し
な
い
。

第
五
七
条
　
第
二
十
九
条
第
一
項
の
処
分
、
第

　
四
十
二
条
第
一
項
第
｝
号
の
処
分
、
及
び
第

　
五
十
五
条
第
三
項
又
は
第
五
十
五
条
の
三
の

　
観
察
処
分
は
、
決
定
を
し
て
か
ら
二
年
以
内

　
に
こ
れ
を
執
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二

　
年
以
内
に
執
行
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ

　
の
執
行
を
免
除
す
る
。

2
　
第
四
十
二
条
第
一
項
第
二
号
、
第
三
号
、

　
第
四
号
及
び
同
条
第
二
項
の
処
分
は
、
執
行

　
す
べ
き
日
か
ら
、
三
年
を
経
過
し
て
も
執
行

　
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、
少
年
裁
判
所
の
執

　
行
の
許
可
が
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
執
行
す
る

　
こ
と
が
で
き
な
い
。

2
　
前
項
に
よ
り
感
化
教
育
の
執
行
を
停
止
さ

　
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
少
年
部
の
決
定
を

　
も
っ
て
、
残
り
の
執
行
期
間
、
保
護
観
察
に

　
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
前
条
の
規
定
は
、
前
項
の
保
護
観
察
に
こ

　
れ
を
準
用
す
る
。
同
条
第
三
項
に
よ
り
感
化

　
教
育
を
引
き
続
き
執
行
す
る
場
合
に
は
、
そ

　
の
停
止
期
間
は
、
こ
れ
を
執
行
期
間
に
算
入

　
し
な
い
。

第
五
七
条
　
第
四
十
二
条
第
一
項
第
　
号
の
処

　
分
は
、
決
定
を
し
て
か
ら
一
年
以
内
に
執
行

　
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
執
行
を
免
除

　
す
る
。

2
　
第
四
十
二
条
第
一
項
第
二
号
、
第
三
号
及

　
び
同
条
第
二
項
の
処
分
は
、
執
行
す
べ
き
日

　
か
ら
、
三
年
を
経
過
し
て
も
執
行
さ
れ
な

　
か
っ
た
と
き
は
、
少
年
部
の
執
行
の
許
可
が

　
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
執
行
す
る
こ
と
が
で
き

　
な
い
。

犯
罪
者
予
防
更
生
法
第
三
三
条
　
左
に
掲
げ
る

　
者
は
、
こ
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

　
り
、
保
護
観
察
に
付
す
る
。

　
（
略
）

　
二
　
少
年
院
か
ら
の
仮
退
院
を
許
さ
れ
て
い

　
　
る
者

　
（
略
）
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第
五
八
条
　
第
四
十
二
条
第
二
項
第
一
号
及
び

　
第
二
号
の
保
安
処
分
に
つ
い
て
、
そ
の
期
間

　
は
、
少
年
が
禁
絶
、
治
療
さ
れ
る
ま
で
、
又

　
は
二
十
歳
に
達
す
る
ま
で
と
す
る
。
そ
の
処

　
分
が
保
護
観
察
と
併
科
さ
れ
る
と
き
は
、
同

　
時
に
執
行
が
開
始
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
そ

　
の
処
分
が
収
容
補
導
又
は
感
化
教
育
と
併
科

　
さ
れ
る
と
き
は
、
処
分
を
先
に
執
行
す
る
。

　
但
し
、
そ
の
執
行
が
、
収
容
補
導
又
は
感
化

　
教
育
の
執
行
を
妨
げ
な
い
と
き
は
、
両
処
分

　
を
同
時
に
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
少
年
裁
判
所
は
、
禁
絶
又
は
治
療
処
分
の

　
執
行
に
よ
り
、
保
護
処
分
の
執
行
を
継
続
す

　
る
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
保
護
処

　
分
の
執
行
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
九
条
　
少
年
裁
判
所
裁
判
官
は
、
楕
導
委

　
託
、
保
護
処
分
又
は
留
置
観
察
を
執
行
す
る

　
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
少
年
に
対
し

　
て
、
呼
出
状
若
し
く
は
同
行
状
を
発
し
、
又

　
は
関
係
機
関
に
捜
索
協
力
を
依
頼
す
る
（
第

　
二
三
条
の
一
）
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
少
年
保
護
官
は
、
保
護
処
分
を
執
行
す
る

　
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
少
年
に
対
し
て

　
呼
出
状
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
八
条
　
第
四
十
二
条
第
二
項
第
一
号
及
び

　
第
二
号
の
処
分
に
つ
い
て
、
そ
の
期
間
は
、

　
少
年
が
禁
絶
、
治
療
さ
れ
る
ま
で
、
又
は
二

　
十
歳
に
達
す
る
ま
で
と
す
る
。
そ
の
処
分
が

　
保
護
観
察
と
併
科
さ
れ
る
と
き
は
、
同
時
に

　
執
行
が
開
始
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
そ
の
処

　
分
が
感
化
教
育
と
併
科
さ
れ
る
と
き
は
、
処

　
分
を
先
に
執
行
す
る
。
但
し
、
そ
の
執
行

　
が
、
感
化
教
育
の
執
行
を
妨
げ
な
い
と
き

　
は
、
両
処
分
を
同
時
に
執
行
す
る
こ
と
が
で

　
き
る
。

第
五
九
条
　
少
年
部
は
、
管
楽
処
分
を
執
行
す

　
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
少
年
に
対
し

　
て
、
呼
出
状
若
し
く
は
同
行
状
を
発
し
、
又

　
は
関
係
機
関
に
捜
索
協
力
を
依
頼
す
る
（
第

　
二
三
条
の
一
）
こ
と
が
で
き
る
。
「

第
二
六
条
　
家
庭
裁
判
所
は
、
第
十
七
条
第
一

　
項
第
二
号
、
第
十
七
条
の
二
第
一
項
、
第
十

　
八
条
、
第
二
十
条
及
び
第
二
十
四
条
第
一
項

　
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
家
庭
裁
判
所
調
査

　
官
、
裁
判
所
書
記
官
、
法
務
事
務
官
、
法
務

　
教
官
、
警
察
官
、
保
護
観
察
官
又
は
児
童
福

　
祉
司
を
し
て
、
そ
の
決
定
を
執
行
さ
せ
る
こ

　
と
が
で
き
る
。

2
　
家
庭
裁
判
所
は
、
第
十
七
条
第
一
項
第
二

　
号
、
第
十
七
条
の
二
第
一
項
、
第
十
八
条
、

　
第
二
十
条
及
び
第
二
十
四
条
第
一
項
の
決
定

　
を
執
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
少

　
年
に
対
し
て
、
呼
出
状
を
発
す
る
こ
と
が
で
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3
　
第
二
十
一
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
二

　
十
二
条
第
二
項
、
第
二
十
三
条
又
は
第
二
十

　
三
条
の
一
の
規
定
は
、
前
項
の
呼
出
状
若
し

　
く
は
同
行
状
、
又
は
捜
索
協
力
依
頼
書
に
、

　
こ
れ
を
進
・
用
す
る
。

2
　
第
二
十
一
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
二

　
十
二
条
第
二
項
、
第
二
十
三
条
又
は
第
二
十

　
三
条
の
一
の
規
定
は
、
前
項
の
呼
出
状
若
し

　
く
は
同
行
状
、
又
は
捜
索
協
力
依
頼
書
に
、

　
こ
れ
を
準
用
す
る
。

　
き
る
。

3
　
家
庭
裁
判
所
は
、
正
当
の
理
由
が
な
く
前

　
項
の
呼
出
に
応
じ
な
い
者
に
対
し
て
、
同
行

　
状
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

4
　
家
庭
裁
判
所
は
、
少
年
が
保
護
の
た
め
緊

　
急
を
要
す
る
状
態
に
あ
っ
て
、
そ
の
福
祉
上

　
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規

　
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
少
年
に
対
し
て
、

　
同
行
状
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

5
　
第
十
三
条
の
規
定
は
、
前
二
項
の
同
行
状

　
に
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。

第
二
六
条
の
二
　
家
庭
裁
判
所
は
、
第
十
七
条

　
第
一
項
第
二
号
の
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
事

　
件
に
つ
い
て
、
第
十
八
条
か
ら
第
二
十
条
ま

　
で
、
第
二
十
三
条
第
二
項
又
は
第
二
十
四
条

　
第
一
項
の
決
定
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必

　
要
と
認
め
る
と
き
は
、
決
定
を
も
っ
て
、
少

　
年
を
引
き
続
き
相
当
期
間
少
年
鑑
別
所
に
収

　
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
そ
の
期
間

　
は
、
七
日
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
二
六
条
の
三
　
第
二
十
四
条
第
一
項
第
三
号

　
の
決
定
を
受
け
た
少
年
に
対
し
て
第
二
十
六

　
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
同
行
状
を
執
行
す

　
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、

　
そ
の
少
年
を
仮
に
最
寄
の
少
年
鑑
別
所
に
収
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第
六
〇
条
　
少
年
裁
判
所
は
、
保
護
処
分
の
決

　
定
が
確
定
し
た
後
、
保
護
処
分
の
執
行
に

　
よ
っ
て
生
じ
た
教
養
に
関
す
る
費
用
に
つ
い

　
て
、
少
年
又
は
こ
れ
を
扶
養
す
る
義
務
の
あ

　
る
者
の
負
担
能
力
を
差
等
し
、
決
定
を
も
つ

　
て
そ
の
費
用
の
全
部
又
は
一
部
を
支
払
わ
せ

　
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
特
に
貧
困
で
こ

　
れ
を
負
担
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
者
に
つ
い

　
て
は
、
そ
の
負
担
を
免
除
す
る
。

2
　
前
項
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
民
事
上
の
強

　
制
執
行
の
性
格
を
有
し
、
少
年
裁
判
所
は
、

　
執
行
費
用
を
徴
せ
ず
各
裁
判
所
の
民
事
執
行

　
部
に
そ
の
強
制
執
行
を
嘱
託
す
る
こ
と
が
で

　
き
る
。

第
六
〇
条
　
少
年
部
は
、
管
沼
処
分
の
決
定
が

　
確
定
し
た
後
、
管
訓
処
分
の
執
行
に
よ
っ
て

　
生
じ
た
教
養
に
関
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
少

　
年
又
は
こ
れ
を
扶
養
す
る
義
務
の
あ
る
者
の

　
負
担
能
力
を
斜
里
し
、
決
定
を
も
っ
て
そ
の

　
費
用
の
全
部
又
は
一
部
を
支
払
わ
せ
る
こ
と

　
が
で
き
る
。
但
し
、
特
に
貧
困
で
こ
れ
を
負

　
請
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
者
に
つ
い
て
は
、

　
そ
の
負
担
を
免
除
す
る
。

2
　
前
項
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
民
事
上
の
強

　
制
執
行
の
性
格
を
有
し
、
少
年
部
は
、
執
行

　
費
用
を
徴
せ
ず
各
裁
判
所
の
民
事
執
行
部
に

　
そ
の
強
制
執
行
を
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き

　
る
。

　
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
一
条
　
家
庭
裁
判
所
は
、
少
年
又
は
こ
れ

　
を
扶
養
す
る
義
務
の
あ
る
者
か
ら
証
人
、
鑑

　
定
人
、
通
訳
人
、
翻
訳
人
、
参
考
人
及
び
補

　
導
を
委
託
さ
れ
た
者
に
支
給
し
た
旅
費
、
日

　
当
、
宿
泊
料
そ
の
他
の
費
用
並
び
に
少
年
鑑

　
別
所
及
び
少
年
院
に
お
い
て
生
じ
た
費
用
の

　
全
部
又
は
一
部
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き

　
る
。

2
　
前
項
の
費
用
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
非
訟

　
事
件
手
続
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
十
四

　
号
）
第
二
百
八
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
二
八
条
　
家
庭
裁
判
所
は
、
第
二
十
四
条
又

　
は
第
二
十
五
条
の
決
定
を
し
た
場
合
に
お
い

　
て
、
施
設
、
団
体
、
個
人
、
保
護
観
察
所
、

　
児
童
福
祉
施
設
又
は
少
年
院
に
対
し
て
、
少

　
年
に
関
す
る
報
告
又
は
意
見
の
提
出
を
求
め

　
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
九
条
　
家
庭
裁
判
所
は
、
第
二
十
五
条
第

　
二
項
第
三
号
の
措
置
と
し
て
、
適
当
な
施

　
設
、
団
体
又
は
個
人
に
補
導
を
委
託
し
た
と

　
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て

　
生
じ
た
費
用
の
全
部
又
は
一
部
を
支
給
す
る

　
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
〇
条
　
証
人
、
鑑
定
人
、
翻
訳
人
及
び
通
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第
三
節
　
抗
告
及
び
再
審

第
六
一
条
少
年
、
少
年
の
法
定
代
理
人
、
現

　
に
少
年
を
保
護
す
る
者
又
は
附
添
人
は
、
左

　
に
掲
げ
る
少
年
裁
判
所
の
決
定
に
対
し
て
不

　
服
が
あ
る
と
き
は
、
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で

　
き
る
。
但
し
、
附
添
人
は
、
選
任
者
の
明
示

　
し
た
意
思
に
反
し
て
、
抗
告
を
す
る
こ
と
は

　
で
き
な
い
。

　
一
　
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
決

　
　
定
。

　
二
　
第
二
十
九
条
第
一
項
の
決
定
。

　
三
　
第
四
十
二
条
の
処
分
。

　
四
　
第
五
十
五
条
第
三
項
及
び
第
五
十
五
条

　
　
の
一
の
観
察
処
分
、
又
は
第
五
十
五
条
第

　
第
三
節
　
抗
告
及
び
再
審

第
六
一
条
少
年
、
少
年
の
法
定
代
理
人
、
現

　
に
少
年
を
保
護
す
る
逆
又
は
附
添
人
は
、
左

　
に
掲
げ
る
少
年
部
の
決
定
に
対
し
て
不
服
が

　
あ
る
と
き
は
、
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き

　
る
。
但
し
、
附
添
人
は
、
選
任
者
の
明
示
し

　
た
意
思
に
反
し
て
、
抗
告
を
す
る
こ
と
は
で

　
き
な
い
。

　
第
四
十
二
条
の
処
分
。

一
第
五
十
五
条
第
三
項
に
よ
る
保
護
観
察

を
取
り
消
し
て
感
化
教
育
施
設
に
収
容
す

　
訳
人
に
支
給
す
る
旅
費
、
日
当
、
宿
泊
料
そ

　
の
他
の
費
用
の
額
に
つ
い
て
は
、
刑
事
訴
訟

　
費
用
に
関
す
る
法
令
の
規
定
を
準
用
す
る
。

2
　
参
考
人
は
、
旅
費
、
日
当
、
宿
泊
料
を
請

　
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
参
考
人
に
支
給
す
る
費
用
は
、
こ
れ
を
証

　
人
に
支
給
す
る
費
用
と
み
な
し
て
、
第
一
項

　
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
三
〇
条
の
二
　
家
庭
裁
判
所
は
、
第
十
六
条

　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
護
司
又
は
児
童
委

　
員
を
し
て
、
調
査
及
び
観
察
の
援
助
を
さ
せ

　
た
場
合
に
は
、
最
高
裁
判
所
の
定
め
る
と
こ

　
ろ
に
よ
り
、
そ
の
費
用
の
一
部
又
は
全
部
を

　
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
三
節
　
抗
告

第
三
二
条
　
保
護
処
分
の
決
定
に
対
し
て
は
、

　
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
す
法
令
の
違
反
、
重
大

　
な
事
実
の
誤
認
又
は
処
分
の
著
し
い
不
当
を

　
理
由
と
す
る
と
き
に
限
り
、
少
年
、
そ
の
法

　
定
代
理
人
又
は
附
添
人
か
ら
、
二
週
間
以
内

　
に
、
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、

　
附
添
人
は
、
選
任
者
で
あ
る
保
護
者
の
明
示

　
し
た
意
思
に
反
し
て
、
抗
告
を
す
る
こ
と
は

　
で
き
な
い
。
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四
項
に
よ
る
保
護
観
察
を
取
り
消
し
て
感

　
　
化
教
育
を
執
行
す
る
処
分
。

　
五
　
第
五
十
五
条
の
二
第
三
項
に
よ
る
収
容

　
　
補
導
の
期
間
を
延
長
す
る
決
定
、
第
五
項

　
　
に
よ
る
収
容
補
導
を
取
り
消
し
て
感
化
教

　
　
育
を
執
行
す
る
処
分
。

　
六
　
第
五
十
六
条
第
四
項
に
よ
る
感
化
教
育

　
　
の
執
行
を
継
続
す
る
決
定
。

　
七
　
第
六
十
条
に
よ
る
教
養
費
用
の
負
担
を

　
　
命
ず
る
決
定
。

第
六
二
条
　
少
年
の
行
為
に
よ
る
被
害
者
又
は

　
そ
の
法
定
代
理
人
は
、
左
に
掲
げ
る
少
年
裁

　
判
所
の
決
定
に
対
し
て
、
抗
告
を
す
る
こ
と

　
が
で
き
る
。

　
一
、
第
二
十
八
条
第
一
項
に
よ
る
審
理
に
付

　
　
さ
な
い
決
定
。

　
二
、
第
二
十
九
条
第
一
項
に
よ
る
、
補
導
委

　
　
託
、
保
護
者
へ
の
引
き
渡
し
又
は
訓
戒
処

　
　
分
の
付
く
、
審
理
に
付
さ
な
い
決
定
。

　
三
、
第
四
十
一
条
に
よ
る
保
護
処
分
に
付
さ

　
　
な
い
決
定
。

　
四
、
第
四
十
二
条
第
一
項
に
よ
る
保
護
処
分

　
　
に
付
す
る
決
定
。

2
　
被
害
者
が
死
亡
し
又
は
そ
の
他
事
実
上
の

　
原
因
で
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き

　
は
、
そ
の
配
偶
者
、
直
系
親
族
、
三
親
等
内

　
の
血
族
、
二
親
等
内
の
姻
族
又
は
家
長
家
族

　
は
、
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
処
分
。

　
三
　
第
五
十
六
条
第
三
項
に
よ
る
感
化
教
育

　
　
の
執
行
を
継
続
す
る
決
定
。

　
四
　
第
六
十
条
に
よ
る
教
養
費
用
の
負
担
を

　
　
命
ず
る
決
定
。

第
六
二
条
　
少
年
の
行
為
に
よ
る
被
害
者
は
、

　
左
に
掲
げ
る
少
年
法
，
の
決
定
に
対
し
て
、
抗

　
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

、
第
二
十
八
条
及
び
第
二
十
九
条
第
一
項

に
よ
る
審
理
に
付
さ
な
い
決
定
。

二
、
第
四
十
｝
条
に
よ
る
管
訓
処
分
に
付
さ

　
な
い
決
定
。
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第
六
三
条
抗
告
に
つ
い
て
は
、
少
年
裁
判
所

　
の
上
級
裁
判
所
を
管
轄
裁
判
所
と
す
る
。

2
　
抗
告
裁
判
所
の
決
定
に
対
し
て
は
、

　
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

再
抗

第
六
四
条
　
抗
告
の
提
起
期
間
は
、
十
日
と

　
し
、
決
定
が
送
達
し
て
か
ら
起
算
す
る
。
但

　
し
、
決
定
を
言
い
渡
し
た
後
、
送
達
前
の
抗

　
告
も
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

2
　
刑
事
訴
訟
法
第
四
百
七
条
か
ら
第
四
百
十

　
四
条
ま
で
及
び
本
章
第
一
節
中
の
抗
告
に
関

　
す
る
規
定
は
、
本
節
の
抗
告
に
こ
れ
を
準
用

　
す
る
。

〔
参
照
〕

第
六
三
条
　
抗
告
に
つ
い
て
は
、
少
年
部
が
所

　
属
す
る
裁
判
所
の
上
級
裁
判
所
を
管
轄
裁
判

　
所
と
す
る
。

2
　
抗
告
裁
判
所
の
決
定
に
対
し
て
は
、

　
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

再
抗

第
六
四
条
　
刑
事
訴
訟
法
第
四
百
六
条
か
ら
第

　
四
百
十
二
条
ま
で
、
第
四
百
十
三
条
前
段
及

　
び
第
四
百
十
四
条
は
、
本
節
の
抗
告
に
こ
れ

　
を
準
用
す
る
。

裁
判
所
法
第
一
六
条
　
高
等
裁
判
所
は
、
左
の

　
事
項
に
つ
い
て
裁
判
権
を
有
す
る
。

　
二
　
第
七
条
第
二
号
の
抗
告
を
除
い
て
、
地

　
　
方
裁
判
所
及
び
家
庭
裁
判
所
の
決
定
及
び

　
　
命
令
並
び
に
簡
易
裁
判
所
の
刑
事
に
関
す

　
　
る
決
定
及
び
命
令
に
対
す
る
抗
告

第
三
五
条
　
抗
告
を
棄
却
し
た
決
定
に
対
し
て

　
は
、
憲
法
に
違
反
し
、
若
し
く
は
憲
法
の
解

　
釈
に
誤
が
あ
る
こ
と
、
又
は
最
高
裁
判
所
若

　
し
く
は
控
訴
裁
判
所
で
あ
る
高
等
裁
判
所
の

　
判
例
と
相
反
す
る
判
断
を
し
た
こ
と
を
理
由

　
と
す
る
場
合
に
限
り
、
少
年
、
そ
の
法
定
代

　
理
人
又
は
附
添
人
か
ら
、
最
高
裁
判
所
に
対

　
し
、
二
週
間
以
内
に
、
特
に
抗
告
を
す
る
こ

　
と
が
で
き
る
。
但
し
、
附
添
人
は
、
選
任
者

　
で
あ
る
保
護
者
の
明
示
し
た
意
思
に
反
し

　
て
、
抗
告
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

2
　
第
三
十
四
条
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合

　
に
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。

少
年
審
判
規
則
第
四
三
条
抗
告
を
す
る
に
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刑
事
訴
訟
法
第
四
〇
七
条
　
抗
告
を
提
起
す
る

　
に
は
、
抗
告
書
を
も
っ
て
抗
告
の
理
由
を
記

　
節
し
て
、
原
裁
判
所
に
差
し
出
さ
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

第
四
〇
八
条
　
原
裁
判
所
は
、
抗
告
が
法
律
上

　
の
方
式
に
合
致
せ
ず
、
若
し
く
は
法
律
上
許

　
す
べ
き
で
な
い
又
は
す
で
に
抗
告
権
を
喪
失

　
し
た
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
決
定

　
を
も
っ
て
棄
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但

　
し
、
そ
の
法
律
上
の
方
式
に
合
致
し
な
い
こ

　
と
が
補
正
で
き
る
と
き
は
、
期
間
を
定
め
て

　
ま
ず
補
正
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
原
裁
判
所
は
、
抗
告
に
理
由
が
あ
る
と
認

　
め
る
と
き
は
、
そ
の
決
定
を
更
正
し
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。
全
部
又
は
一
部
に
理
由
が
な

　
い
と
認
め
る
と
き
は
、
抗
告
書
を
受
け
取
っ

　
た
後
三
日
内
に
、
抗
告
裁
判
所
に
送
付
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
ず
、
且
つ
意
見
書
を
添
付
す
る

　
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
〇
九
条
　
抗
告
は
、
裁
判
の
執
行
を
停
止

　
す
る
効
力
を
有
し
な
い
。
但
し
、
原
裁
判
所

　
は
、
決
定
で
、
抗
告
裁
判
所
の
決
定
が
あ
る

　
ま
で
執
行
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
抗
告
裁
判
所
は
、
決
定
で
裁
判
の
執
行
を

　
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
一
〇
条
　
原
裁
判
所
は
、
必
要
が
あ
る
と

　
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
事
件
の
記
録
及
び
証

　
拠
物
を
抗
告
裁
判
所
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な

　
は
、
申
立
書
を
原
裁
判
所
に
差
し
出
す
も
の

　
と
す
る
。

2
　
前
項
の
申
立
書
に
は
、
抗
告
の
趣
意
を
簡

　
潔
に
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
四
条
　
抗
告
は
、
執
行
を
停
止
す
る
効
力

　
を
有
し
な
い
。
但
し
、
原
裁
判
所
又
は
抗
告

　
裁
判
所
は
、
決
定
を
も
っ
て
、
執
行
を
停
止

　
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

少
年
審
判
規
則
第
四
五
条
　
原
裁
判
所
は
、
抗

　
告
申
立
書
を
受
け
取
っ
た
と
き
は
、
速
や
か

　
に
記
録
と
と
も
に
抗
告
裁
判
所
に
送
付
し
な
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ら
な
い
。

2
　
抗
告
裁
判
所
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

　
と
き
は
、
原
裁
判
所
に
対
し
て
そ
の
事
件
の

　
記
録
及
び
証
拠
物
の
送
付
を
要
請
す
る
こ
と

　
が
で
き
る
。

3
　
抗
告
裁
判
所
は
、
そ
の
事
件
の
記
録
及
び

　
証
拠
物
を
受
け
取
っ
た
後
十
日
内
に
決
定
を

　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
一
一
条
　
抗
告
裁
判
所
は
、
抗
告
に
第
四

　
〇
八
条
第
｝
項
前
段
の
事
情
が
あ
る
と
認
め

　
る
場
合
は
、
決
定
を
も
っ
て
棄
却
し
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
そ
の
事
情
が
補
正
で

　
き
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
原
裁
判
所
が
未
だ
そ

　
の
補
正
を
命
じ
て
い
な
い
と
き
は
、
審
判
長

　
は
期
間
を
定
め
て
先
ず
補
正
を
命
じ
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

第
四
一
二
条
　
抗
告
裁
判
所
は
、
抗
告
に
理
由

　
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
決
定
を
も
っ
て

　
棄
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
＝
二
条
抗
告
裁
判
所
は
、
抗
告
に
理
由

　
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
決
定
を
も
っ
て

　
原
決
定
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
且

　
つ
必
要
が
あ
る
と
き
は
自
ら
決
定
を
す
る
。

第
四
一
四
条
　
抗
告
裁
判
所
の
決
定
は
、
速
や

　
か
に
原
裁
判
所
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。

第
六
四
条
の
…
　
保
護
処
分
の
決
定
が
確
定
し

　
た
後
、
左
に
掲
げ
る
事
由
の
一
つ
を
有
し
、

第
六
四
条
の
一
　
管
訓
処
分
の
決
定
が
確
定
し

　
た
後
、
左
に
掲
げ
る
事
由
の
一
つ
を
有
し
、

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
場
合
に
は
、
原
裁
判
所
は
、
抗
告

申
立
書
に
意
見
書
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
三
条
　
抗
告
の
手
続
が
そ
の
規
定
に
違
反

　
し
た
と
き
、
又
は
抗
告
が
理
由
の
な
い
と
き

　
は
、
抗
告
を
棄
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
抗
告
が
理
由
の
あ
る
と
き
は
、
原
規
定
を

　
取
り
消
し
て
、
事
件
を
原
裁
判
所
に
差
し
戻

　
し
、
又
は
他
の
家
庭
裁
判
所
に
移
送
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
七
条
の
二
　
保
護
処
分
の
継
続
中
、
本
人

　
に
対
し
審
判
権
が
な
か
っ
た
こ
と
、
又
は
十
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保
護
処
分
に
付
す
る
の
が
相
当
で
な
い
と
認

め
る
と
き
は
、
少
年
保
護
官
、
少
年
、
少
年

の
法
定
代
理
人
、
現
に
少
年
を
保
護
す
る
者

又
は
附
添
人
は
、
保
護
処
分
を
し
た
少
年
裁

判
所
に
対
し
て
、
再
審
を
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

　
一
、
法
規
の
適
用
に
重
大
な
錯
誤
が
あ
り
、

　
　
決
定
の
結
果
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
き
。

　
二
、
確
実
な
新
証
拠
を
発
見
し
た
こ
と
に

　
　
よ
っ
て
保
護
処
分
を
受
け
た
少
年
が
、
保

　
　
護
処
分
に
付
す
る
の
が
相
当
で
な
い
と
認

　
　
め
る
に
足
り
る
と
き
。

　
三
、
刑
事
訴
訟
法
第
四
百
二
十
条
第
一
項
第

　
　
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
又
は
第
五
号
に

　
　
定
め
る
再
審
事
由
に
あ
た
る
と
き
。

2
　
刑
事
訴
訟
法
第
四
百
二
十
三
条
、
第
四
百

　
二
十
九
条
、
第
四
百
三
十
条
前
段
、
第
四
百

　
三
十
一
条
か
ら
第
四
百
三
十
四
条
ま
で
、
第

　
四
百
三
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四

　
百
三
十
六
条
の
規
定
は
、
前
項
の
再
審
に
こ

　
れ
を
準
用
す
る
。

3
　
保
護
処
分
を
し
た
少
年
裁
判
所
は
、
第
一

　
項
に
掲
げ
る
事
由
を
発
見
し
た
と
き
は
、
職

　
権
を
も
っ
て
、
再
審
の
決
定
を
す
る
こ
と
が

　
で
き
る
。

4
　
保
護
処
分
の
執
行
を
受
け
終
わ
っ
た
後
、

　
少
年
裁
判
所
は
、
再
審
の
結
果
、
少
年
が
刑

管
網
処
分
に
付
す
る
の
が
相
当
で
な
い
と
認

　
め
る
と
き
は
、
管
訓
処
分
に
付
さ
れ
た
少
年

　
が
死
亡
し
た
場
合
を
除
い
て
、
少
年
、
少
年

　
の
法
定
代
理
人
、
現
に
少
年
を
保
護
す
る
者

　
又
は
附
添
人
は
、
管
訓
処
分
を
し
た
少
年
部

　
に
対
し
て
、
再
審
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

　
る
。

　
一
、
法
規
の
適
用
に
重
大
な
錯
誤
が
あ
り
、

　
　
決
定
の
結
果
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
き
。

　
二
、
確
実
な
新
証
拠
を
発
見
し
た
こ
と
に

　
　
よ
っ
て
管
訓
処
分
を
受
け
た
少
年
が
、
管

　
　
訓
処
分
に
付
す
る
の
が
相
当
で
な
い
と
認

　
　
め
る
に
足
り
る
と
き
。

　
三
、
刑
事
訴
訟
法
第
四
百
二
十
条
第
一
項
第

　
　
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
又
は
第
五
号
に

　
　
定
め
る
再
審
事
由
に
あ
た
る
と
き
。

2
　
刑
事
訴
訟
法
第
四
百
二
十
三
条
、
第
四
百

　
二
十
九
条
、
第
四
百
三
十
条
前
段
、
第
四
百

　
三
十
一
条
か
ら
第
四
百
三
十
四
条
ま
で
、
第

　
四
百
三
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四

　
百
三
十
六
条
の
規
定
は
、
前
項
の
再
審
に
こ

　
れ
を
準
用
す
る
。

3
　
管
訓
処
分
を
し
た
少
年
部
は
、
第
一
項
に

　
掲
げ
る
事
由
を
発
見
し
た
と
き
は
、
職
権
を

　
も
っ
て
、
再
審
の
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き

　
る
。

4
　
管
訓
処
分
の
執
行
を
受
け
終
わ
っ
た
後
、

　
少
年
部
は
、
再
審
の
結
果
、
少
年
が
刑
事
訴

　
四
歳
に
満
た
な
い
少
年
に
つ
い
て
、
都
道
府

　
県
知
事
若
し
く
は
児
童
相
談
所
長
か
ら
送
致

　
の
手
続
が
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
保

　
護
処
分
を
し
た
こ
と
を
認
め
得
る
明
ら
か
な

　
資
料
を
新
た
に
発
見
し
た
と
き
は
、
保
護
処

　
分
を
し
た
家
庭
裁
判
所
は
、
決
定
を
も
つ

　
て
、
そ
の
保
護
処
分
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

2
　
保
護
観
察
所
、
児
童
自
立
支
援
施
設
、
児

　
童
養
護
施
設
又
は
少
年
院
の
長
は
、
保
護
処

　
分
の
継
続
中
の
者
に
つ
い
て
、
前
項
の
事
由

　
が
あ
る
こ
と
を
疑
う
に
足
り
る
資
料
を
発
見

　
し
た
と
き
は
、
保
護
処
分
を
し
た
家
庭
裁
判

　
所
に
、
そ
の
旨
の
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

3
　
第
十
八
条
章
一
項
及
び
第
十
九
条
第
二
項

　
の
規
定
は
、
家
庭
裁
判
所
が
、
第
一
項
の
規

　
定
に
よ
り
、
保
護
処
分
を
取
り
消
し
た
場
合

　
に
準
用
す
る
。

4
　
家
庭
裁
判
所
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ

　
り
、
少
年
院
に
収
容
中
の
者
の
保
護
処
分
を

　
取
り
消
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
必
要
が
あ
る

　
と
認
め
る
と
き
は
、
決
定
を
も
っ
て
、
そ
の

　
者
を
引
き
続
き
少
年
院
に
収
容
す
る
こ
と
が

　
で
き
る
。
但
し
、
そ
の
期
間
は
、
三
日
を
超

　
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

少
年
審
判
規
則
五
五
条
　
少
年
法
博
二
十
七
条

　
の
二
の
規
定
に
よ
る
保
護
処
分
取
消
事
件
、
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料資

事
訴
追
を
受
け
る
べ
き
と
す
る
と
き
は
、
そ

の
不
利
益
が
少
年
に
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
、

管
轄
権
を
有
す
る
検
察
庁
の
検
察
宮
に
こ
れ

を
送
致
し
て
は
な
ら
な
い
。

〔
参
照
〕

刑
事
訴
訟
法
第
四
二
〇
条
　
有
罪
判
決
の
確
定

　
後
に
次
の
事
情
の
一
が
あ
る
と
き
は
、
判
決

　
を
受
け
た
者
の
利
益
の
た
め
に
再
審
を
申
請

　
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
原
判
決
が
証
拠
と
し
た
証
拠
物
が
、
す

　
　
で
に
偽
造
又
は
変
造
で
あ
っ
た
こ
と
を
証

　
　
明
し
た
と
き
。

　
二
　
原
判
決
が
証
拠
と
し
た
証
言
、
鑑
定
又

　
　
は
通
訳
が
、
す
で
に
虚
偽
で
あ
っ
た
こ
と

　
　
を
証
明
し
た
と
き
。

　
　
（
略
）

　
四
　
原
判
決
の
依
拠
し
た
普
通
裁
判
所
又
は

　
　
特
別
裁
判
所
の
裁
判
が
す
で
に
確
定
裁
判

　
　
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
た
と
き
。

　
五
　
原
判
決
若
し
く
は
前
審
の
判
決
若
し
く

　
　
は
判
決
前
行
っ
た
調
査
に
参
与
し
た
裁
判

　
　
官
又
は
捜
査
若
し
く
は
起
訴
に
参
与
し
た

　
　
検
察
官
が
、
そ
の
事
件
の
た
め
に
職
務
上

　
　
の
罪
を
犯
し
た
こ
と
が
す
で
に
証
明
さ
れ

　
　
た
時
。

　
　
（
略
）

第
四
二
三
条
　
再
審
の
申
請
は
、
刑
罰
の
執
行

追
を
受
け
る
べ
き
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
不

利
益
が
少
年
に
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
、
管
轄

権
を
有
す
る
検
察
庁
の
検
察
官
に
こ
れ
を
送

致
し
て
は
な
ら
な
い
。

少
年
院
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
収
容
継

続
申
請
事
件
及
び
犯
罪
者
予
防
更
生
法
第
四

十
三
条
の
規
定
に
よ
る
戻
収
容
申
請
事
件
の

手
続
に
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
、

少
年
の
保
護
事
件
の
例
に
よ
る
。
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料資

　
完
了
後
又
は
す
で
に
執
行
を
受
け
な
い
時
に

　
お
い
て
も
ま
た
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
二
九
条
　
再
審
の
申
請
は
、
再
審
書
面
を

　
も
っ
て
理
由
を
叙
述
し
、
原
判
決
の
謄
本
及

　
び
証
拠
を
添
付
し
て
、
管
轄
裁
判
所
に
差
し

　
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
三
〇
条
　
再
審
の
申
請
は
、
刑
罰
の
執
行

　
を
停
止
す
る
効
力
を
有
し
な
い
。
（
略
）

第
四
三
一
条
　
再
審
の
申
請
は
、
再
審
判
決
前

　
に
取
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
再
審
申
請
を
取
り
下
げ
た
者
は
、
同
一
の

　
理
由
に
よ
っ
て
は
、
更
に
再
審
の
申
請
を
す

　
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
四
三
二
条
　
第
三
百
五
十
八
条
及
び
第
三
百

　
六
十
条
の
規
定
は
、
再
審
の
申
請
及
び
そ
の

　
取
下
げ
に
準
用
す
る
。

第
四
三
三
条
　
裁
判
所
は
、
再
審
申
請
の
手
続

　
が
規
定
に
違
反
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
決

　
定
を
も
っ
て
却
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
三
四
条
　
裁
判
所
は
、
再
審
の
理
由
が
な

　
い
と
認
め
る
と
き
は
、
決
定
を
も
っ
て
棄
却

　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
決
定
を
経
っ
た
後
は
、
更
に
同
一

　
の
理
由
を
も
っ
て
再
審
を
申
請
す
る
こ
と
が

　
で
き
な
い
。

第
四
三
五
条
　
裁
判
所
は
、
再
審
の
理
由
が
あ

　
る
と
認
め
る
と
き
は
、
再
審
開
始
の
決
定
を

　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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料資

2
　
前
項
の
決
定
を
し
た
後
は
、
決
定
を
も
つ

　
て
刑
罰
の
執
行
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き

　
る
。

　
（
略
）

第
四
三
六
条
　
再
審
開
始
決
定
が
確
定
し
た
後

　
に
、
裁
判
所
は
、
そ
の
審
級
の
通
常
手
続
に

　
よ
っ
て
更
に
審
判
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。

第
六
四
条
の
二
　
保
護
処
分
に
付
さ
な
い
決
定

　
が
確
定
し
た
後
、
左
に
掲
げ
る
事
由
の
一
つ

　
を
有
し
、
保
護
処
分
に
付
す
る
の
が
相
当
で

　
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
少
年
の
行
為
に
よ

　
る
被
害
者
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
は
、
保
護

　
処
分
に
付
さ
な
い
決
定
を
し
た
少
年
裁
判
所

　
に
対
し
て
、
再
審
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

　
る
。

　
一
、
刑
事
訴
訟
法
第
四
百
二
十
二
条
第
一
号

　
　
に
定
め
る
再
審
事
由
に
あ
た
る
と
き
。

　
二
、
少
年
の
自
白
又
は
確
実
な
新
証
拠
の
発

　
　
見
に
よ
っ
て
、
そ
の
少
年
に
第
三
条
の
行

　
　
為
が
あ
り
、
そ
の
少
年
を
保
護
処
分
に
付

　
　
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
る
に
足
り

　
　
る
と
き
。

2
　
刑
事
訴
訟
法
第
四
百
二
十
九
条
、
第
四
百

　
三
十
一
条
か
ら
第
四
百
三
十
四
条
ま
で
、
第

　
四
百
三
十
五
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四

　
百
三
十
六
条
の
規
定
は
、
前
項
の
再
審
に
こ

　
れ
を
準
用
す
る
。
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料資

3
　
保
護
処
分
に
付
さ
な
い
決
定
を
し
た
少
年

　
裁
判
所
は
、
第
一
項
に
掲
げ
る
事
由
を
発
見

　
し
た
と
き
は
、
職
権
を
も
っ
て
再
審
の
決
定

　
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

4
　
第
一
項
又
は
前
項
の
再
審
は
、
保
護
処
分

に
付
さ
な
い
決
定
が
確
定
し
た
後
、
一
年
を
経

　
過
し
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で

　
き
な
い
。

〔
参
照
〕

刑
事
訴
訟
法
第
四
二
二
条
有
罪
、
無
罪
、
免

　
訴
又
は
不
受
理
の
判
決
確
定
後
に
、
次
の
事

　
情
の
一
が
あ
る
と
き
は
、
判
決
を
受
け
た
者

　
の
不
利
益
の
た
め
に
再
審
を
申
請
す
る
こ
と

　
が
で
き
る
。

　
一
　
第
四
百
二
十
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第

　
　
四
号
又
は
第
五
号
の
事
情
が
あ
る
と
き
。

　
（
第
二
号
以
下
略
）

第
四
章
　
少
年
の
刑
事
事
件

第
六
五
条
少
年
犯
罪
に
対
す
る
刑
事
訴
追
及

　
び
処
罰
は
、
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二

　
項
の
規
定
に
よ
り
移
送
さ
れ
た
事
件
に
限
ら

　
れ
る
。

2
　
刑
事
訴
訟
法
の
自
訴
に
関
す
る
規
定
は
、

　
少
年
の
刑
事
事
件
に
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。

3
　
本
章
の
規
定
は
、
少
年
が
罪
を
犯
し
た

　
後
、
満
十
八
歳
に
達
し
た
場
合
に
も
、
こ
れ

　
を
適
用
す
る
。

第
四
章
　
少
年
の
刑
事
事
件

第
六
五
条
少
年
犯
罪
に
対
す
る
刑
事
訴
追
及

　
び
処
罰
は
、
第
二
十
七
条
に
よ
り
移
送
さ
れ

　
た
事
件
に
限
ら
れ
る
。

2
　
刑
事
訴
訟
法
の
自
訴
に
関
す
る
規
定
は
、

　
少
年
の
刑
事
事
件
に
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。

第
四
章
　
少
年
の
刑
事
事
件
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料資

第
六
六
条
　
検
察
官
は
、
少
年
裁
判
所
か
ら
少

　
年
の
刑
事
事
件
の
送
致
を
受
け
た
と
き
は
、

　
直
ち
に
、
捜
査
を
開
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。

第
六
六
条
　
検
察
官
は
、
少
年
部
か
ら
少
年
の

　
刑
事
事
件
の
送
致
を
受
け
た
と
き
は
、
直
ち

　
に
、
調
査
を
開
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
調
査
期
間
は
、
一
か
月
に
限
ら
れ

　
る
。

第
四
十
五
条
　
家
庭
裁
判
所
が
、
第
二
十
条
の

　
規
定
に
よ
っ
て
事
件
を
検
察
官
に
送
致
し
た

　
と
き
は
、
次
の
例
に
よ
る
。

　
一
　
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
の
措
置
は
、

　
　
そ
の
少
年
の
事
件
が
再
び
家
庭
裁
判
所
に

　
　
送
致
さ
れ
た
場
合
を
除
い
て
、
検
察
官
が

　
　
事
件
の
送
致
を
受
け
た
日
か
ら
十
日
以
内

　
　
に
公
訴
が
提
起
さ
れ
な
い
と
き
は
、
そ
の

　
　
効
力
を
失
う
。
公
訴
が
提
起
さ
れ
た
と
き

　
　
は
、
裁
判
所
は
、
検
察
官
の
請
求
に
よ

　
　
り
、
ま
た
は
職
権
を
も
っ
て
、
い
つ
で

　
　
も
、
こ
れ
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
一
前
項
の
措
置
の
継
続
中
、
勾
留
状
が
発

　
　
せ
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
措
置
は
、
こ
れ

　
　
に
よ
っ
て
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

　
三
　
第
…
項
の
措
置
は
、
そ
の
少
年
が
満
二

　
　
十
歳
に
達
し
た
後
も
、
引
き
続
き
そ
の
効

　
　
力
を
有
す
る
。

　
四
　
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
措
置
は
、

　
　
こ
れ
を
勾
留
と
み
な
し
、
そ
の
期
間
は
、

　
　
検
察
官
が
事
件
を
受
け
た
日
か
ら
、
こ
れ

　
　
を
起
算
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ

　
　
の
事
件
が
先
に
勾
留
状
の
発
せ
ら
れ
た
事

　
　
件
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
期
間
は
、
こ
れ

　
　
を
延
長
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
四
五
条
の
二
　
前
条
第
｝
号
か
ら
第
四
号
ま

　
で
の
規
定
は
、
家
庭
裁
判
所
が
、
第
十
九
条

　
第
二
項
又
は
第
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
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料資

第
六
七
条
　
検
察
官
は
、
捜
査
の
結
果
、
長
期

　
五
年
以
下
の
有
期
懲
役
に
あ
た
る
罪
を
犯
し

　
た
少
年
に
つ
い
て
、
刑
法
第
五
十
七
条
の
規

　
定
を
掛
酌
し
、
不
起
訴
処
分
を
し
て
保
護
処

　
分
に
付
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
る
と

　
き
は
、
不
起
訴
処
分
を
し
、
少
年
裁
判
所
に

　
事
件
を
送
致
し
て
保
護
事
件
と
し
て
審
理
さ

　
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
公
訴
を
提
起
す
る
の

　
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
少
年
裁

　
判
所
に
公
訴
を
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。
第
六
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
少
年
裁
判

　
所
を
管
轄
裁
判
所
と
す
る
事
件
は
、
少
年
裁

　
判
所
に
公
訴
を
提
起
す
る
。

2
　
検
察
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
不
起

　
訴
処
分
を
し
て
少
年
裁
判
所
に
送
致
し
た
事

　
件
に
つ
い
て
、
再
び
少
年
裁
判
所
か
ら
こ
れ

　
を
送
致
さ
れ
た
と
き
は
、
再
び
前
項
の
規
定

　
に
よ
っ
て
事
件
を
少
年
裁
判
所
に
送
致
す
る

　
こ
と
が
で
き
な
い
。

〔
参
照
〕

刑
法
第
五
七
条
　
科
刑
に
際
し
て
は
、
一
切
の

　
情
状
を
斜
酌
し
て
、
特
に
次
に
掲
げ
る
事
項

　
に
配
慮
し
て
、
科
刑
の
軽
重
の
基
準
に
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
犯
罪
の
動
機

　
二
　
犯
罪
の
目
的

第
六
七
条
　
検
察
官
は
、
調
査
の
結
果
、
長
期

　
五
年
以
下
の
有
期
懲
役
に
あ
た
る
罪
を
犯
し

　
た
少
年
に
つ
い
て
、
刑
法
第
五
十
七
条
の
規

　
定
を
斜
題
し
、
不
起
訴
処
分
を
す
る
の
が
相

　
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
不
起
訴
処
分

　
を
し
、
少
年
部
に
事
件
を
送
致
し
て
管
訓
事

　
件
と
し
て
審
理
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
公

　
訴
を
提
起
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
る

　
と
き
は
、
少
年
部
に
公
訴
を
提
起
し
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。
第
六
十
八
条
の
規
定
に
よ
り

　
分
離
し
て
審
理
す
べ
き
者
に
つ
い
て
は
、
分

　
離
し
て
起
訴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
よ
り
、
事
件
を
検
察
官
に
送
致
し
た
場
合
に

　
準
用
す
る
。

第
四
五
条

　
（
第
一
号
な
い
し
第
四
号
略
）

　
五
　
検
察
官
は
、
家
庭
裁
判
所
か
ら
送
致
を

　
　
受
け
た
事
件
に
つ
い
て
、
公
訴
を
提
起
す

　
　
る
に
足
り
る
犯
罪
の
嫌
疑
が
あ
る
と
思
料

　
　
す
る
と
き
は
、
公
訴
を
提
起
し
な
け
れ
ば

　
　
な
ら
な
い
。
但
し
、
送
致
を
受
け
た
事
件

　
　
の
一
部
に
つ
い
て
公
訴
を
提
起
す
る
に
足

　
　
り
る
犯
罪
の
嫌
疑
が
な
い
か
、
又
は
犯
罪

　
　
の
情
状
等
に
影
響
を
及
ぼ
す
べ
き
新
た
な

　
　
事
情
を
発
見
し
た
た
め
、
訴
追
を
相
当
で

　
　
な
い
と
思
料
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

　
　
な
い
。
送
致
後
の
情
況
に
よ
り
訴
追
を
相

　
　
当
で
な
い
と
思
料
す
る
と
き
も
、
同
様
で

　
　
あ
る
。

　
六
　
弁
護
人
で
あ
る
附
添
人
は
、
こ
れ
を
弁

　
　
護
人
と
み
な
す
。
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料資

十九八七六五四三
第
六
八
条
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
少
年

　
裁
判
所
が
そ
の
管
轄
権
を
有
す
る
。

　
一
　
第
八
十
五
条
第
一
項
の
事
件
。

　
こ
　
児
童
福
利
法
に
お
け
る
刑
事
事
件
。

　
三
　
児
童
及
び
少
年
売
春
防
止
条
例
（
児
童

　
　
及
少
年
性
交
易
防
制
条
例
）
に
お
け
る
刑

　
　
事
事
件
。

　
四
　
刑
事
訴
訟
法
第
七
条
第
一
項
、
第
二

　
　
項
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
少
年
の
刑

　
　
事
事
件
と
関
連
す
る
一
般
の
刑
事
事
件
。

〔
参
照
〕

刑
事
訴
訟
法
第
七
条
　
次
の
事
情
の
一
が
あ
る

　
と
き
は
、
牽
連
事
件
と
す
る
。

　
一
　
一
人
が
数
罪
を
犯
し
た
時
。

　
二
　
数
人
が
共
に
一
罪
又
は
数
罪
を
犯
し
た

　
　
と
き
。

　
三
　
（
略
〉

　
四
　
本
罪
と
関
係
が
あ
る
犯
人
隠
匿
、
証
拠

　
　
浬
滅
、
偽
証
、
賊
物
の
各
罪
を
犯
し
た
と

　
　
き
。

犯
罪
の
時
受
け
た
刺
激

犯
罪
の
手
段

犯
人
の
生
活
状
況

犯
人
の
品
行

犯
人
の
知
識
程
度

犯
人
と
被
害
者
の
平
素
の
関
係

犯
罪
が
生
じ
た
危
険
又
は
損
害

犯
罪
後
の
態
度

　
　
左
に
掲
げ
る
刑
事
事
件
は
、

第
六
八
条
　
一
般
の
刑
事
事
件
と
少
年
の
刑
事

　
事
件
が
刑
事
訴
訟
法
第
七
条
の
牽
連
事
件
に

　
あ
た
る
場
合
に
は
、
分
離
し
て
審
理
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
分
離
審
理
が
不
相

　
当
な
場
合
に
は
、
少
年
部
又
は
地
方
裁
判
所

　
の
い
ず
れ
か
に
お
い
て
、
併
合
し
て
審
理
す

　
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
七
条
　
次
に
掲
げ
る
成
人
の
事
件
に
つ
い

　
て
は
、
公
訴
は
、
家
庭
裁
判
所
に
こ
れ
を
提

　
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
｝
　
未
成
年
者
喫
煙
禁
止
法
（
明
治
三
十
三

　
　
年
法
律
第
三
十
三
号
）
の
罪

　
二
　
未
成
年
者
飲
酒
禁
止
法
（
大
正
十
一
年

　
　
法
律
第
二
十
号
）
の
罪

　
三
　
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

　
　
四
十
九
号
）
第
五
十
六
条
又
は
第
六
十
三

　
　
条
に
関
す
る
第
百
十
八
条
の
罪
、
十
八
歳

　
　
に
満
た
な
い
者
に
つ
い
て
の
第
三
十
二
条

　
　
又
は
第
六
十
一
条
、
第
六
十
二
条
若
し
く

　
　
は
第
七
十
二
条
に
関
す
る
第
百
十
九
条
第

　
　
一
号
の
罪
及
び
第
五
十
七
条
か
ら
第
五
十

　
　
九
条
ま
で
又
は
第
六
十
四
条
に
関
す
る
第

　
　
百
二
十
条
第
一
号
の
罪
（
こ
れ
ら
の
罪
に

　
　
関
す
る
第
百
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
事

　
　
業
主
の
罪
を
含
む
。
）

　
四
　
児
童
福
祉
法
第
六
十
条
及
び
第
六
十
二

　
　
条
第
二
号
の
罪
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質
六
九
条
　
罪
を
犯
し
た
少
年
に
対
し
て
第
四

　
十
二
条
に
よ
っ
て
保
護
処
分
が
な
さ
れ
た
と

　
き
は
、
同
一
の
事
件
に
つ
い
て
、
、
再
び
刑
事

　
訴
追
又
は
処
罰
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
但
し
、
第
四
十
五
条
又
は
第
四
十
七
条
の
規

　
定
に
よ
り
、
保
護
処
分
を
取
り
消
し
た
事
件

　
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

第
七
〇
条
　
少
年
に
対
す
る
刑
事
事
件
の
捜
査

　
及
び
審
判
は
、
第
三
章
第
一
節
及
び
第
三
節

　
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
六
九
条
　
罪
を
犯
し
た
少
年
に
対
し
て
第
四

　
十
二
条
に
よ
っ
て
管
訓
処
分
が
な
さ
れ
た
と

　
き
は
、
同
一
の
事
件
に
つ
い
て
、
再
び
刑
事

　
訴
追
又
は
処
罰
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
但
し
、
第
四
十
五
条
又
は
第
四
十
七
条
の
規

　
定
に
よ
り
、
管
訓
処
分
を
取
り
消
し
た
事
件

　
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
七
〇
条
　
少
年
に
対
す
る
刑
事
事
件
の
調
査

　
及
び
審
理
は
、
第
三
章
第
一
節
及
び
第
三
節

　
の
規
定
を
準
用
す
る
。

　
五
　
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

　
　
二
十
六
条
）
第
九
十
条
及
び
第
九
十
一
条

　
　
の
罪

2
　
前
項
に
掲
げ
る
罪
と
そ
の
他
の
罪
が
刑
法

　
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
五
十

　
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
関
係
に
あ
る
事
件

　
に
つ
い
て
は
、
前
項
に
掲
げ
る
罪
の
刑
を

　
も
っ
て
処
断
す
べ
き
と
き
に
限
り
、
前
項
の

　
規
定
を
適
用
す
る
。

第
三
八
条
　
家
庭
裁
判
所
は
、
少
年
に
対
す
る

　
保
護
事
件
の
調
査
又
は
審
判
に
よ
り
、
前
条

　
に
掲
げ
る
事
件
を
発
見
し
た
と
き
は
、
こ
れ

　
を
検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
に
通
知
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
六
条
　
罪
を
犯
し
た
少
年
に
対
し
て
第
二

　
十
四
条
第
一
項
の
保
護
処
分
が
な
さ
れ
た
と

　
き
は
、
審
判
を
経
た
事
件
に
つ
い
て
、
刑
事

　
訴
追
を
し
、
又
は
家
庭
裁
判
所
の
審
判
に
付

　
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
但
し
、
第
二
十
七

　
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
保
護
処
分
を
取
り

　
消
し
た
事
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

　
い
。

第
四
〇
条
　
少
年
の
刑
事
事
件
に
つ
い
て
は
、

　
こ
の
法
律
で
定
め
る
も
の
の
外
、
一
般
の
例

　
に
よ
る
。

第
五
〇
条
　
少
年
に
対
す
る
刑
事
事
件
の
審
理

　
は
、
第
九
条
の
趣
旨
に
従
っ
で
、
こ
れ
を
行

　
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
七
一
条
　
少
年
に
対
し
て
は
、
や
む
を
得
な

　
い
場
合
で
な
け
れ
ば
、
勾
留
を
す
る
こ
と
が

　
で
き
な
い
。

2
　
少
年
を
勾
留
す
る
場
合
に
は
、
少
年
観
護

　
所
に
こ
れ
を
拘
禁
す
る
。
少
年
が
満
二
十
歳

　
に
達
し
た
場
合
に
は
、
勾
留
所
に
移
送
す

　
る
。

3
　
少
年
の
刑
事
事
件
に
お
い
て
、
調
査
中
、

　
少
年
裁
判
所
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
収
容
は
、

　
こ
れ
を
未
決
勾
留
と
み
な
し
、
刑
法
第
四
十

　
六
条
に
定
め
る
本
刑
算
入
に
関
す
る
規
定
を

　
準
用
す
る
。

〔
参
照
〕

刑
法
第
四
六
条
　
裁
判
確
定
前
の
勾
留
日
数

　
は
、
一
日
を
も
っ
て
有
期
懲
役
若
し
く
は
拘

　
留
の
一
日
に
当
て
、
又
は
第
四
十
二
条
第
四

　
項
の
裁
判
所
定
の
罰
金
額
に
当
て
る
こ
と
が

　
で
き
る
。

第
七
一
条
少
年
に
対
し
て
は
、
や
む
を
得
な

　
い
場
合
で
な
け
れ
ば
、
勾
留
を
す
る
こ
と
が

　
で
き
な
い
。

第
四
八
条
　
勾
留
状
は
、
や
む
を
得
な
い
場
合

　
で
な
け
れ
ば
、
少
年
に
対
し
て
、
こ
れ
を
発

　
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

2
　
少
年
を
勾
留
す
る
場
合
に
は
、
少
年
鑑
別

　
所
に
こ
れ
を
拘
禁
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
本
人
が
満
二
十
歳
に
達
し
た
後
で
も
、
引

　
き
続
き
前
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き

　
る
。

第
五
三
条
　
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
措
置

　
が
と
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
少
年
鑑
別

　
所
に
収
容
中
の
日
数
は
、
こ
れ
を
未
決
勾
留

　
の
日
数
と
み
な
す
。

第
四
三
条
　
検
察
官
は
、
少
年
の
被
疑
事
件
に

　
お
い
て
は
、
裁
判
官
に
対
し
て
、
勾
留
の
請

　
求
に
代
え
、
第
十
七
条
第
一
項
の
措
置
を
請

　
臆
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
第
十
七
条

　
第
一
項
第
一
号
の
措
置
は
、
家
庭
裁
判
所
の

　
裁
判
官
に
対
し
て
、
こ
れ
を
請
求
し
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
請
求
を
受
け
た
裁
判
官
は
、
第
十

　
七
条
第
一
項
の
措
置
に
関
し
て
は
、
家
庭
裁

　
判
所
と
同
｝
の
権
限
を
有
す
る
。

3
　
検
察
官
は
、
少
年
の
被
疑
事
件
に
お
い
て

　
は
、
や
む
を
得
な
い
場
合
で
な
け
れ
ば
、
裁

　
判
官
に
対
し
て
、
勾
留
を
請
求
す
る
こ
と
は

　
で
き
な
い
。
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第
七
二
条
少
年
に
対
す
る
捜
査
及
び
審
判

　
は
、
他
の
被
疑
者
又
は
被
告
人
と
分
離
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
一
般
の
刑
事
事

　
件
と
分
離
し
て
審
判
す
る
の
が
著
し
く
困
難

　
で
あ
り
、
又
は
対
質
の
必
要
が
あ
る
場
合
に

　
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
七
三
条
審
判
は
、
こ
れ
を
公
開
し
な
い
こ

　
と
が
で
き
る
。

2
　
第
三
十
四
条
但
書
の
規
定
は
、
審
判
を
公

　
附
し
な
い
場
合
に
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。

3
　
少
年
、
少
年
の
法
定
代
理
人
又
は
現
に
華

墨
七
二
条
少
年
に
対
す
る
調
査
及
び
審
理

　
は
、
他
の
被
疑
者
又
は
被
告
人
と
分
離
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
三
条
　
審
判
は
、
こ
れ
を
公
開
し
な
い
こ

　
と
が
で
き
る
。

2
　
第
三
十
四
条
但
書
の
規
定
は
、
審
判
を
公

　
課
し
な
い
場
合
に
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。

3
　
少
年
の
直
系
尊
親
属
又
は
そ
の
監
護
者
が

第
四
四
条
　
裁
判
官
が
前
条
第
一
項
の
請
求
に

　
基
い
て
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
の
措
置
を

　
と
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
検
察
官
は
、
捜
査

　
を
遂
げ
た
結
果
、
事
件
を
家
庭
裁
判
所
に
送

　
致
し
な
い
と
き
は
、
直
ち
に
、
裁
判
官
に
対

　
し
て
、
そ
の
措
置
の
取
消
を
請
求
し
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

2
　
裁
判
官
が
前
条
第
一
項
の
請
求
に
基
い
て

　
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
措
置
を
と
る
と

　
き
は
、
令
状
を
発
し
て
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

3
　
前
項
の
措
置
の
効
力
は
、
そ
の
請
求
を
し

　
た
日
か
ら
十
日
と
す
る
。

第
四
九
条
　
少
年
の
被
疑
者
又
は
被
告
人
は
、

　
他
の
被
疑
者
又
は
被
告
人
と
分
離
し
て
、
な

　
る
べ
く
、
そ
の
接
触
を
避
け
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

2
　
少
年
に
対
す
る
被
告
事
件
は
、
他
の
被
告

　
事
件
と
関
連
す
る
場
合
に
も
、
審
理
に
妨
げ

　
な
い
限
り
、
そ
の
手
続
を
分
離
し
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

3
　
拘
置
監
に
お
い
て
は
、
少
年
を
成
人
と
分

　
離
し
て
収
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

憲
法
第
八
二
条

2
　
裁
判
所
は
、
裁
判
官
の
全
員
一
致
で
、
公

　
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
を
害
す
る
虞
が
あ

　
る
と
決
し
た
場
合
に
は
、
対
審
は
、
公
開
し

　
な
い
で
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
但
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年
を
保
護
す
る
者
が
審
判
の
公
開
を
求
め
る

　
と
き
は
、
法
令
に
よ
り
公
開
し
な
い
理
由
が

　
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
裁
判
所
は
こ
れ
を
拒

　
相
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
七
四
条
　
裁
判
所
は
、
第
二
十
七
条
の
少
年

　
の
刑
事
事
件
を
審
判
す
る
場
合
に
は
、
長
期

　
十
年
以
下
の
有
期
懲
役
の
刑
に
あ
た
る
罪
を

　
犯
し
た
少
年
に
つ
い
て
、
そ
の
情
状
が
明
ら

　
か
に
軽
微
で
あ
り
、
刑
法
第
五
十
九
条
の
規

　
定
に
よ
っ
て
そ
の
刑
を
減
軽
し
て
も
、
そ
の

　
刑
が
重
す
ぎ
、
且
つ
保
護
処
分
に
付
す
る
の

　
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
刑

　
を
免
除
し
、
第
四
十
二
条
第
一
項
第
二
号
か

　
ら
第
四
号
ま
で
の
保
護
処
分
を
し
、
こ
れ
と

　
同
時
に
同
条
第
二
項
に
掲
げ
る
処
分
の
言
渡

　
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
前
項
の
処
分
の
執
行
は
、
第
三
章
第
二
節

　
の
規
定
を
進
・
用
す
る
。

〔
参
照
〕

刑
法
第
五
九
条
　
犯
罪
の
情
状
が
欄
諒
す
べ
き

　
場
合
は
、
そ
の
刑
を
酌
量
減
軽
す
る
こ
と
が

　
で
き
る
。

第
七
五
条
　
削
除
〔
参
照
〕

刑
法
第
六
三
条
　
十
八
歳
未
満
又
は
八
十
歳
以

　
上
の
犯
罪
者
は
、
死
刑
又
は
無
期
懲
役
に
処

　
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
本
刑
が
死
刑
又
は

審
判
の
公
開
を
求
め
る
と
き
は
、
裁
判
所
は

こ
れ
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
七
四
条
　
裁
判
所
は
、
第
二
十
七
条
の
少
年

　
の
刑
事
事
件
を
審
理
す
る
場
合
に
は
、
長
期

　
五
年
以
下
の
有
期
懲
役
の
刑
に
あ
た
る
罪
を

　
犯
し
た
少
年
に
つ
い
て
、
そ
の
情
状
が
明
ら

　
か
に
軽
微
で
あ
り
、
刑
法
第
五
十
九
条
の
規

　
定
に
よ
っ
て
そ
の
刑
を
減
軽
し
て
も
、
そ
の

　
刑
が
重
す
ぎ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
刑

　
を
免
除
し
、
保
護
観
察
に
付
し
、
又
は
感
化

　
教
育
を
実
施
す
る
感
化
教
育
施
設
へ
の
収
容

　
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
前
項
の
少
年
が
、
常
習
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒

　
者
で
あ
る
場
合
に
は
同
時
に
適
当
な
施
設
に

　
収
容
し
て
禁
絶
さ
せ
、
身
体
的
又
は
精
神
的

　
に
明
ら
か
に
障
害
を
有
す
る
者
で
あ
る
場
合

　
に
は
同
時
に
適
当
な
施
設
に
収
容
し
て
治
療

　
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
前
二
項
の
処
分
の
期
間
は
示
さ
な
い
。
そ

　
の
執
行
は
第
三
章
第
二
節
の
規
定
を
準
用
す

　
る
。

第
七
五
条
　
刑
法
第
二
百
七
十
二
条
第
一
項
の

　
罪
（
尊
属
殺
人
罪
）
を
犯
し
た
場
合
を
整
い

　
て
、
少
年
に
対
し
て
は
死
刑
又
は
無
期
懲
役

　
を
科
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
し
、
政
治
犯
罪
、
出
版
に
関
す
る
犯
罪
又
は

　
こ
の
憲
法
第
三
章
で
保
障
す
る
国
民
の
権
利

　
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
事
件
の
対
審
は
、
常

　
に
こ
れ
を
公
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
五
条
裁
判
所
は
、
事
実
審
理
の
結
果
、

　
少
年
の
被
告
人
を
保
護
処
分
に
付
す
る
の
が

　
相
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
決
定
を

　
も
っ
て
、
事
件
を
家
庭
裁
判
所
に
移
送
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
一
条
　
罪
を
犯
す
と
き
十
八
歳
に
満
た
な

　
い
者
に
対
し
て
は
、
死
刑
を
も
っ
て
処
断
す

　
べ
き
と
き
は
、
無
期
刑
を
科
し
、
無
期
刑
を

　
も
っ
て
処
断
す
べ
き
と
き
は
、
十
年
以
上
十

　
五
年
以
下
に
お
い
て
、
懲
役
又
は
禁
鋼
を
科
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無
期
懲
役
と
な
る
場
合
は
そ
の
刑
を
減
軽
す

　
る
。

2
　
十
八
歳
未
満
の
者
が
第
二
百
七
十
二
条
第

　
一
項
の
罪
を
犯
し
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定

　
を
適
用
し
な
い
。

第
七
六
条
　
削
除

第
七
七
条
　
削
除

第
七
六
条
　
公
共
の
安
全
と
秩
序
に
有
害
な
不

　
良
少
年
の
組
織
に
関
係
し
、
刑
罰
法
令
に
触

　
れ
る
行
為
を
し
た
者
に
は
、
本
法
の
減
刑
の

　
規
定
は
適
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
更
に
、
そ

　
の
首
領
の
犯
し
た
犯
行
の
法
定
刑
は
二
分
の

　
一
を
加
重
す
る
。

第
七
七
条
　
窃
盗
罪
及
び
俗
物
罪
を
犯
し
た
少

　
年
に
は
戦
時
窃
盗
犯
臓
物
犯
保
安
処
分
条
例

　
の
第
三
条
の
規
定
を
適
用
し
て
は
な
ら
な

　
い
。

す
る
。

第
五
二
条
　
少
年
に
対
し
て
長
期
三
年
以
上
の

　
有
期
の
懲
役
又
は
禁
鋼
を
も
っ
て
処
断
す
べ

　
き
と
き
は
、
そ
の
刑
の
範
囲
内
に
お
い
て
、

　
長
期
と
短
期
を
定
め
て
こ
れ
を
言
い
渡
す
。

　
但
し
、
短
期
が
五
年
を
越
え
る
刑
を
も
っ
て

　
処
断
す
べ
き
と
き
は
、
短
期
を
五
年
に
短
縮

　
す
る
。

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
っ
て
言
い
渡
す
べ
き
刑

　
に
つ
い
て
は
、
短
期
は
五
年
、
長
期
は
十
年

　
を
越
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

3
　
刑
の
執
行
猶
予
の
言
渡
を
す
る
場
合
に
、

　
前
二
項
の
規
定
は
、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。

第
五
四
条
　
少
年
に
対
し
て
は
、
労
役
場
留
置
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第
七
八
条
　
少
年
に
対
し
て
は
、
公
権
剥
奪
の

　
言
渡
し
を
し
な
い
。

2
　
刑
の
言
渡
を
受
け
て
そ
の
執
行
を
受
け
終

　
わ
り
、
又
は
執
行
の
免
除
を
受
け
た
少
年

　
は
、
公
権
の
資
格
に
関
す
る
法
令
の
適
用
に

　
つ
い
て
は
、
犯
罪
を
犯
さ
な
か
っ
た
も
の
と

　
み
な
す
。

第
七
九
条
　
刑
法
第
七
十
四
条
の
執
行
猶
予
に

　
関
す
る
規
定
は
、
少
年
が
三
年
以
下
の
有
期

　
懲
役
若
し
く
は
拘
留
又
は
罰
金
の
言
渡
を
受

　
け
た
場
合
に
、
こ
れ
を
適
用
す
る
。

〔
参
照
〕

刑
法
第
七
四
条
　
二
年
以
下
の
有
期
懲
役
、
拘

　
留
又
は
罰
金
の
宣
告
を
受
け
、
次
に
掲
げ
る

　
事
由
の
一
が
あ
り
、
暫
く
不
執
行
と
す
る
こ

　
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
二
年

　
以
上
五
年
以
下
の
刑
の
執
行
猶
予
を
宣
告
す

　
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
期
間
は
、
裁
判
確

第
七
八
条
　
少
年
に
対
し
て
は
、
公
権
剥
奪
の

　
言
渡
し
を
し
な
い
。

2
刑
の
言
渡
を
受
け
て
そ
の
執
行
を
終
わ

　
り
、
又
は
執
行
の
免
除
を
受
け
た
少
年
は
、

　
公
権
の
資
格
に
関
す
る
法
令
の
適
用
に
つ
い

　
て
は
、
犯
罪
を
犯
さ
な
か
っ
た
も
の
と
み
な

　
す
。

第
七
九
条
　
三
年
以
下
の
有
期
懲
役
若
し
く
は

　
拘
留
又
は
罰
金
の
言
渡
を
受
け
た
少
年
に
対

　
し
て
、
刑
法
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二

　
項
の
規
定
に
該
当
し
、
暫
く
刑
の
執
行
を
し

　
な
い
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き

　
は
、
刑
の
執
行
猶
予
を
言
い
渡
す
こ
と
が
で

　
き
る
。

　
の
言
渡
を
し
な
い
。

第
六
〇
条
　
少
年
の
と
き
犯
し
た
罪
に
よ
り
刑

　
に
処
せ
ら
れ
て
そ
の
執
行
を
受
け
終
り
、
又

　
は
執
行
の
免
除
を
受
け
た
者
は
、
人
の
資
格

　
に
関
す
る
法
令
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
将
来

　
に
向
っ
て
刑
の
言
渡
を
受
け
な
か
っ
た
も
の

　
と
み
な
す
。

2
　
少
年
の
と
き
犯
し
た
罪
に
つ
い
て
刑
に
処

　
せ
ら
れ
た
者
で
刑
の
執
行
猶
予
の
言
渡
を
受

　
け
た
者
は
、
そ
の
猶
予
期
間
中
、
刑
の
執
行

　
を
受
け
終
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
前
項
の

　
規
定
を
適
用
す
る
。

3
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
刑
の
執
行
猶
予

　
の
言
渡
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、
人
の
資

　
格
に
関
す
る
法
令
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ

　
の
取
り
消
さ
れ
た
と
き
、
刑
の
言
渡
が
あ
っ

　
た
も
の
と
み
な
す
。

刑
法
第
二
五
条
　
次
に
掲
げ
る
者
が
三
年
以
下

　
の
懲
役
若
し
く
は
禁
鋼
又
は
五
十
万
円
以
下

　
の
罰
金
の
言
渡
し
を
受
け
た
と
き
は
、
情
状

　
に
よ
り
、
裁
判
が
確
定
し
た
日
か
ら
一
年
以

　
上
五
年
以
下
の
期
間
、
そ
の
執
行
を
猶
予
す

　
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
｝
　
前
に
禁
鋼
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ

　
　
と
が
な
い
者

　
二
　
前
に
禁
鋼
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ

　
　
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
執
行
を
終
わ
っ
た

　
　
日
又
は
そ
の
執
行
の
免
除
を
得
た
日
か
ら
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定
の
日
か
ら
起
算
す
る
。

一
　
未
だ
有
期
懲
役
以
上
の
刑
の
宣
告
を
受

　
け
た
こ
と
が
な
い
者
。

二
　
前
に
有
期
懲
役
以
上
の
刑
の
宣
告
を
受

　
け
、
そ
の
執
行
を
受
け
終
り
、
又
は
赦
免

　
の
後
五
年
以
内
に
未
だ
有
期
懲
役
以
上
の

　
刑
の
宣
告
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
者
。

第
八
○
条
　
少
年
の
受
刑
者
に
対
す
る
刑
の
執

　
行
は
、
監
獄
法
第
三
条
、
第
八
条
及
び
第
三

　
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
配
慮
し
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

〔
参
照
〕

監
獄
法
第
三
条
　
受
刑
者
が
十
八
歳
未
満
の
と

　
き
は
、
少
年
監
獄
に
お
い
て
監
禁
し
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

2
　
監
禁
中
満
十
八
歳
に
な
り
、
そ
の
残
余
の

　
刑
期
が
三
か
月
に
満
た
な
い
と
き
は
、
継
続

　
し
て
少
年
監
獄
に
お
い
て
監
禁
す
る
こ
と
が

　
で
き
る
。

3
　
受
刑
者
が
十
八
歳
以
上
二
十
歳
未
満
で
あ

　
り
、
そ
の
心
身
の
発
育
状
況
に
よ
っ
て
必
要

　
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
二
項
の
規
定

　
を
準
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

4
　
少
年
監
を
監
獄
に
付
設
す
る
と
き
は
、
厳

　
格
に
区
分
の
境
界
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

第
八
○
条
　
少
年
の
受
刑
者
に
対
す
る
刑
の
執

　
行
は
、
監
獄
法
第
三
条
、
第
八
条
及
び
第
三

　
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
配
慮
し
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

　
　
五
年
以
内
に
禁
鋼
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ

　
　
た
こ
と
が
な
い
者

2
　
前
に
禁
鋼
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と

　
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
執
行
を
猶
予
さ
れ
た
者

　
が
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
禁
鋼
の
言
渡
し
を

　
受
け
、
情
状
に
特
に
酌
量
す
べ
き
も
の
が
あ

　
る
と
き
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。
た
だ

　
し
、
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
護
観
察

　
に
付
せ
ら
れ
、
そ
の
期
間
内
に
更
に
罪
を
犯

　
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
五
六
条
　
懲
役
又
は
禁
鋼
の
言
渡
を
受
け
た

　
少
年
に
対
し
て
は
、
特
に
設
け
た
監
獄
又
は

　
監
獄
内
の
特
に
分
界
を
設
け
た
場
所
に
お
い

　
て
、
そ
の
刑
を
執
行
す
る
。

2
　
本
人
が
満
二
十
歳
に
達
し
た
後
で
も
、
満

　
二
十
六
歳
に
達
す
る
ま
で
は
、
前
項
の
規
定

　
に
よ
る
執
行
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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い
。

監
獄
法
第
八
条
　
第
三
条
の
少
年
受
刑
者
の
犯

　
罪
原
因
、
動
機
、
性
行
、
境
遇
、
学
歴
、
経

　
歴
、
心
身
の
状
況
及
び
行
刑
上
参
考
に
供
す

　
る
こ
と
の
で
き
る
事
項
に
関
し
て
は
、
そ
の

　
入
監
の
時
に
執
行
指
揮
の
機
関
が
監
獄
に
通

　
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

監
獄
法
第
三
九
条

（
第
一
項
略
）

2
　
少
年
受
刑
者
に
対
し
て
は
、
徳
育
と
品
性

　
の
陶
冶
に
注
意
し
、
且
つ
社
会
生
活
に
必
要

　
な
科
学
教
育
及
び
技
能
訓
練
を
施
さ
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

第
八
一
条
　
少
年
が
懲
役
の
執
行
を
受
け
、
改

　
俊
の
実
証
が
あ
る
と
き
は
、
無
期
懲
役
に
つ

　
い
て
は
七
年
、
有
期
懲
役
に
つ
い
て
は
そ
の

　
刑
の
三
分
の
一
を
経
過
し
た
後
、
仮
釈
放
を

　
許
す
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
こ
の
法
律
施
行
前
、
刑
の
執
行
を
受
け
始

　
め
、
又
は
こ
の
法
律
施
行
前
に
刑
の
言
渡
が

　
確
定
し
て
、
こ
の
法
律
施
行
後
に
刑
の
執
行

　
を
受
け
始
め
た
少
年
に
つ
い
て
は
、
前
項
の

　
規
定
を
準
用
す
る
。

第
八
一
条
少
年
が
懲
役
の
執
行
を
受
け
、
改

　
俊
の
実
証
が
あ
る
と
き
は
、
無
期
懲
役
に
つ

　
い
て
は
七
年
、
有
期
懲
役
に
つ
い
て
は
そ
の

　
刑
の
三
分
の
｝
を
経
過
し
た
後
、
仮
釈
放
を

　
許
す
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
こ
の
法
律
施
行
前
、
刑
の
執
行
を
受
け
始

　
め
、
又
は
こ
の
法
律
施
行
前
に
刑
の
言
渡
が

　
確
定
し
て
、
こ
の
法
律
施
行
後
に
刑
の
執
行

　
を
受
け
始
め
た
少
年
に
つ
い
て
は
、
前
項
の

　
規
定
を
準
用
す
る
。

第
五
七
条
　
保
護
処
分
の
継
続
中
、
懲
役
、
禁

　
鋼
又
は
拘
留
の
刑
が
確
定
し
た
と
き
は
、
先

　
に
刑
を
執
行
す
る
。
懲
役
、
禁
鋼
又
は
拘
留

　
の
刑
が
確
定
し
て
そ
の
執
行
前
保
護
処
分
が

　
な
さ
れ
た
と
き
も
、
同
様
で
あ
る
。

第
五
八
条
　
少
年
の
と
き
懲
役
又
は
禁
鋼
の
言

　
渡
を
受
け
た
者
に
は
、
次
の
期
間
を
経
過
し

　
た
後
、
仮
出
獄
を
許
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
無
期
刑
に
つ
い
て
は
七
年

　
二
　
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
言
い
渡
し

　
　
た
有
期
の
刑
に
つ
い
て
は
三
年

　
三
　
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

　
　
定
に
よ
り
言
い
渡
し
た
刑
に
つ
い
て
は
、

　
　
そ
の
刑
の
短
期
の
三
分
の
一
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第
八
二
条
　
執
行
猶
予
中
又
は
仮
釈
放
中
の
少

　
年
は
、
少
年
裁
判
所
少
年
保
護
官
の
保
護
観

　
察
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
に
定
め
る
保
護
観
察
の
執
行
に
つ
い

　
て
は
、
第
三
章
第
二
節
の
保
護
処
分
に
関
す

　
る
規
定
を
準
用
す
る
。

第
五
章
　
附
則

第
八
三
条
何
人
も
、
媒
体
、
情
報
又
は
そ
の

　
他
の
公
示
的
方
法
で
、
そ
の
資
料
に
よ
り
そ

　
の
者
が
当
該
保
護
事
件
の
調
査
、
審
理
を
受

　
け
る
少
年
又
は
当
該
刑
事
事
件
の
被
告
人
で

　
あ
る
こ
と
を
推
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

　
な
少
年
の
保
護
事
件
又
は
少
年
の
刑
事
事
件

　
に
関
す
る
記
事
又
は
写
真
を
掲
載
し
て
は
な

　
ら
な
い
。

第
八
二
条
執
行
猶
予
中
又
は
仮
釈
放
中
の
少

　
年
は
、
少
年
部
の
観
護
人
の
保
護
観
察
に
付

　
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
章
　
附
則

第
八
三
条
　
少
年
部
の
審
理
に
付
さ
れ
た
少
年

　
事
件
又
は
刑
事
訴
追
を
受
け
て
い
る
少
年
の

　
刑
事
事
件
に
つ
い
て
は
、
少
年
部
が
公
表
し

　
た
場
合
を
除
い
て
、
新
聞
、
雑
誌
、
そ
の
他

　
の
出
版
物
に
、
氏
名
、
年
齢
、
職
業
、
住

　
居
、
容
ぼ
う
等
に
よ
り
、
そ
の
者
が
審
理
に

　
付
さ
れ
て
い
る
者
又
は
訴
追
を
受
け
て
い
る

　
者
で
あ
る
こ
と
を
推
知
す
る
こ
と
が
で
き
る

犯
罪
者
予
防
更
生
法
第
三
三
条
　
左
に
掲
げ
る

　
者
は
、
こ
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

　
り
、
保
護
観
察
に
付
す
る
。

　
（
略
）

　
三
　
仮
出
獄
を
許
さ
れ
て
い
る
者

刑
法
第
二
五
条
の
二
　
前
条
第
一
項
の
場
合
に

　
お
い
て
は
猶
予
の
期
間
中
保
護
観
察
に
付
す

　
る
こ
と
が
で
き
、
同
条
第
二
項
の
場
合
に
お

　
い
て
は
猶
予
の
期
間
中
保
護
観
察
に
付
す

　
る
。

2
　
保
護
観
察
は
、
行
政
官
庁
処
分
に
よ
っ
て

　
仮
に
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
保
護
観
察
を
仮
に
解
除
さ
れ
た
と
き
は
、

　
前
条
第
二
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
十
六
条
の

　
二
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ

　
の
処
分
を
取
り
消
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
保

　
護
観
察
に
付
せ
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
と
み
な

　
す
。

第
五
章
　
雑
則

第
六
一
条
　
家
庭
裁
判
所
の
審
判
に
付
さ
れ
た

　
少
年
又
は
少
年
の
と
き
犯
し
た
罪
に
よ
り
公

　
訴
を
提
起
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
氏
名
、

　
年
齢
、
職
業
、
住
居
、
容
ぼ
う
等
に
よ
り
そ

　
の
者
が
当
該
事
件
の
本
人
で
あ
る
こ
と
を
推

　
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
記
事
又
は
写

　
真
を
新
聞
紙
そ
の
他
の
出
版
物
に
掲
載
し
て

　
は
な
ら
な
い
。
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2
　
前
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
法
令
に

　
よ
り
関
係
機
関
が
こ
れ
を
処
罰
す
る
。

第
八
三
条
の
一
　
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定

　
す
る
処
分
の
執
行
を
受
け
終
わ
っ
た
少
年
は

　
二
年
、
保
護
処
分
若
し
く
は
刑
の
執
行
を
受

　
け
終
り
又
は
そ
の
執
行
の
免
除
を
受
け
た
少

　
年
は
三
年
を
経
過
し
た
と
き
、
又
は
審
理
若

　
し
く
は
保
護
処
分
に
付
さ
な
い
決
定
の
言
渡

　
が
確
定
し
た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
渡
を

　
受
け
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

2
　
少
年
裁
判
所
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い

　
て
、
少
年
の
記
録
及
び
関
係
資
料
を
保
存
す

　
る
機
関
に
対
し
て
、
そ
の
記
録
及
び
資
料
を

　
廃
棄
す
る
よ
う
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。

3
　
前
記
の
記
録
及
び
資
料
に
つ
い
て
は
、
少

　
年
本
人
の
利
益
の
た
め
に
、
又
は
少
年
の
同

　
意
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
少
年
裁
判
所
及

　
び
そ
の
他
の
…
機
関
は
こ
れ
を
提
供
す
る
こ
と

　
が
で
き
な
い
。

第
八
三
条
の
二
　
前
条
の
規
定
に
違
反
し
て
少

　
年
の
記
録
及
び
関
係
資
料
を
廃
棄
せ
ず
、
又

　
は
理
由
な
く
こ
れ
を
提
供
し
た
者
は
、
六
か

　
月
以
下
の
有
期
懲
役
、
拘
留
又
は
三
万
元
以

　
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
八
三
条
の
三
　
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定

　
よ
う
な
記
事
又
は
写
真
を
掲
載
し
て
は
な
ら

　
な
い
。

2
　
前
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
出
版
法

　
に
よ
り
、
関
係
…
機
関
が
こ
れ
を
処
罰
す
る
。

第
八
三
条
の
一
　
管
訓
処
分
又
は
刑
の
言
渡
し

　
を
受
け
た
少
年
が
、
そ
の
執
行
を
受
け
終
り

　
又
は
そ
の
執
行
の
免
除
を
受
け
て
か
ら
、
五

　
年
間
、
管
訓
処
分
又
は
刑
の
言
渡
を
受
け
な

　
か
っ
た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
渡
を
受
け

　
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

第
五
九
条
　
少
年
の
と
き
無
期
刑
の
言
渡
を
受

　
け
た
者
が
、
仮
出
獄
を
許
さ
れ
た
後
、
そ
の

　
処
分
を
取
り
消
さ
れ
な
い
で
十
年
を
経
過
し

　
た
と
き
は
、
刑
の
執
行
を
受
け
終
っ
た
も
の

　
と
す
る
。

2
　
少
年
の
と
き
第
五
十
一
条
又
は
第
五
十
二

　
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
期

　
の
刑
の
言
渡
を
受
け
た
者
が
、
仮
出
獄
を
許

　
さ
れ
た
後
、
そ
の
処
分
を
取
り
消
さ
れ
な
い

　
で
仮
出
獄
前
に
刑
の
執
行
を
受
け
た
期
間
と

　
同
一
の
期
間
又
は
第
五
十
一
条
の
刑
期
若
し

　
く
は
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
長

　
期
を
経
過
し
た
と
き
は
、
そ
の
何
れ
か
早
い

　
時
期
に
お
い
て
、
刑
の
執
行
を
受
け
終
っ
た

　
も
の
と
す
る
。
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す
る
処
分
若
し
く
は
保
護
処
分
を
受
け
、
又

　
は
、
執
行
猶
予
期
間
中
に
保
護
観
察
に
付
さ

　
れ
た
外
国
人
少
年
は
、
こ
れ
に
代
え
て
、
退

　
去
強
制
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
前
項
の
退
去
強
制
に
つ
い
て
、
少
年
調
査

　
官
又
は
少
年
保
護
官
は
、
少
年
裁
判
所
に
対

　
し
て
、
司
法
警
察
…
機
関
を
し
て
こ
れ
を
執
行

　
さ
せ
る
こ
と
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
四
条
　
少
年
の
法
定
代
理
人
又
は
監
護
者

　
が
、
そ
の
教
養
義
務
を
十
分
尽
く
さ
な
か
っ

　
た
た
め
、
少
年
が
刑
罰
法
令
に
触
れ
る
行
為

　
を
し
、
又
は
第
三
条
第
二
項
の
刑
罰
法
令
に

　
触
れ
る
虞
の
あ
る
行
為
を
し
て
、
保
護
処
分

　
又
は
刑
の
言
渡
を
受
け
た
と
き
は
、
少
年
裁

　
判
所
は
、
決
定
を
も
っ
て
、
八
時
間
以
上
五

　
十
時
間
以
下
の
教
養
に
関
す
る
講
習
を
受
け

　
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
前
項
の
講
習
を
受
け
ず
又
は
時
間
が
足
り

　
な
い
者
は
、
三
千
元
以
上
一
万
元
以
下
の
過

　
料
に
処
す
る
。
再
度
呼
び
出
さ
れ
て
も
講
習

　
を
受
け
な
い
者
に
対
し
て
は
、
講
習
を
受
け

　
る
ま
で
そ
の
度
ご
と
に
過
料
に
処
す
る
こ
と

　
が
で
き
る
。

3
　
前
項
の
過
料
は
、
少
年
裁
判
所
が
こ
れ
を

　
定
め
る
。
こ
の
処
分
に
対
し
て
、
処
分
を
受

　
け
た
者
は
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第

　
六
十
三
条
及
び
刑
事
訴
訟
法
第
四
百
六
条
か

　
ら
第
四
百
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
こ
れ
を
準

第
八
四
条
　
少
年
の
法
定
代
理
人
が
、
そ
の
教

　
養
義
務
を
十
分
尽
く
さ
な
か
っ
た
た
め
、
少

　
年
が
再
び
刑
罰
法
令
に
触
れ
る
行
為
を
し
た

　
場
合
に
お
い
て
、
左
記
の
事
項
に
該
当
す
る

　
者
は
、
二
千
元
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

　
一
、
少
年
部
に
よ
り
、
第
二
十
九
条
第
一
項

　
　
に
定
め
る
訓
育
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
、
又
は

　
　
第
五
十
一
条
第
三
項
の
保
護
観
察
を
委
託

　
　
さ
れ
た
者
。

　
二
、
第
五
〇
条
里
】
項
に
よ
り
少
年
部
が
訓

　
　
戒
処
分
を
執
行
す
る
と
き
、
出
席
す
る
よ

　
　
う
に
通
知
を
受
け
た
者
。

2
　
前
項
の
過
料
は
、
少
年
部
が
こ
れ
を
定
め

　
る
。
こ
の
処
分
に
対
し
て
、
処
分
を
受
け
た

　
者
は
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
六
十

　
三
条
及
び
刑
事
訴
訟
法
第
四
百
六
条
か
ら
第

　
四
百
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
こ
れ
を
準
用
す
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用
す
る
。

4
　
前
項
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
民
事
上
の
強

　
制
執
行
の
性
格
を
有
し
、
少
年
裁
判
所
は
、

　
執
行
費
用
を
徴
せ
ず
各
裁
判
所
の
民
事
執
行

　
部
に
そ
の
強
制
執
行
を
嘱
託
す
る
こ
と
が
で

　
き
る
。

5
少
年
の
法
定
代
理
人
又
は
監
護
者
が
、
第

　
一
項
前
段
の
事
情
が
あ
り
、
そ
の
情
状
が
重

　
大
で
あ
る
と
き
は
、
少
年
裁
判
所
は
、
決
定

　
を
も
っ
て
、
そ
の
氏
名
を
公
示
す
る
こ
と
が

　
で
き
る
。

6
　
前
項
の
決
定
に
対
し
て
は
、
抗
告
を
す
る

　
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
八
五
条
　
成
人
が
十
八
歳
に
満
た
な
い
者
に

　
対
し
て
、
犯
罪
の
教
唆
、
幣
助
若
し
く
は
利

　
用
を
な
し
、
又
は
こ
れ
と
共
同
し
て
犯
罪
を

　
実
行
す
る
と
き
は
、
そ
の
犯
し
た
罪
に
よ
り

　
そ
の
刑
の
二
分
の
一
ま
で
を
加
重
す
る
。

2
　
少
年
裁
判
所
は
、
前
項
の
成
人
に
対
し

　
て
、
決
定
を
も
っ
て
、
第
六
十
条
第
一
項
の

　
教
養
費
用
の
全
部
又
は
一
部
を
支
払
わ
せ
、

　
更
に
そ
の
氏
名
を
公
示
す
る
こ
と
が
で
き

　
る
。

第
八
五
条
の
｝
　
七
歳
以
上
十
二
歳
未
満
の
者

　
に
つ
い
て
、
刑
罰
法
令
に
触
れ
る
行
為
を
し

　
た
と
き
は
、
少
年
裁
判
所
は
、
少
年
の
保
護

　
事
件
の
規
定
を
適
用
し
て
、
こ
れ
を
処
理
す

　
る
。

　
る
。

3
　
前
項
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
民
事
上
の
強

　
制
執
行
の
性
格
を
有
し
、
少
年
部
は
、
執
行

　
費
用
を
徴
せ
ず
各
裁
判
所
の
民
事
執
行
部
に

　
そ
の
強
制
執
行
を
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き

　
る
。

4
　
少
年
の
法
定
代
理
人
を
過
料
に
処
す
る
裁

　
判
所
の
決
定
が
確
定
し
た
時
は
、
少
年
部

　
は
、
そ
の
氏
名
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。

第
八
五
条
　
成
人
が
十
八
歳
に
満
た
な
い
者
に

　
対
し
て
、
犯
罪
の
教
唆
、
幣
助
若
し
く
は
利

　
用
を
な
し
、
又
は
こ
れ
と
共
同
し
て
犯
罪
を

　
実
行
す
る
と
き
は
、
そ
の
犯
し
た
罪
に
よ
り

　
そ
の
刑
の
二
分
の
一
ま
で
を
加
重
す
る
。

第
八
五
条
の
一
　
十
二
歳
未
満
の
者
に
つ
い

　
て
、
刑
罰
法
令
に
触
れ
る
行
為
を
し
た
と
き

　
は
、
少
年
部
は
、
少
年
の
管
訓
事
件
の
規
定

　
を
適
用
し
て
、
こ
れ
を
処
理
す
る
。

第
三
条

2
　
家
庭
裁
判
所
は
、
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る

　
少
年
及
び
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
少
年
で
十

　
四
歳
に
満
た
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
都
道
府

　
県
知
事
又
は
児
童
相
談
所
長
か
ら
送
致
を
受
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2
　
前
項
の
保
護
処
分
の
執
行
は
、
児
童
福
利

　
法
の
規
定
を
斜
酌
し
、
行
政
院
が
司
法
院
と

　
協
議
し
て
公
布
し
た
規
則
に
従
っ
て
、
こ
れ

　
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
六
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
細
則
は
、
司
法

　
院
が
行
政
院
と
協
議
し
て
こ
れ
を
定
め
る
。

2
　
少
年
保
護
事
件
審
理
細
則
は
、
司
法
院
が

　
こ
れ
を
定
め
る
。

3
　
少
年
保
護
事
件
執
行
規
則
は
、
行
政
院
が

　
司
法
院
と
協
議
し
て
、
こ
れ
を
定
め
る
。

4
　
少
年
不
良
行
為
及
び
虞
犯
の
予
防
規
則

　
は
、
内
政
部
が
法
務
部
及
び
教
育
部
と
協
議

　
し
て
、
こ
れ
を
定
め
る
。

第
八
七
条
　
こ
の
法
律
は
、
中
華
民
国
六
十
年

　
（
西
暦
一
九
七
一
年
）
七
月
一
日
か
ら
、
こ

　
れ
を
施
行
す
る
。

2
　
こ
の
法
律
の
改
正
条
文
は
、
公
布
し
た
日

　
か
ら
施
行
す
る
。

2
　
前
項
の
管
訓
処
分
の
執
行
は
、
児
童
福
利

　
法
の
規
定
を
掛
酌
し
、
行
政
院
が
司
法
院
と

　
協
議
し
て
公
布
し
た
規
則
に
従
っ
て
、
こ
れ

　
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
六
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
細
則
は
、
司
法

　
院
が
行
政
院
と
協
議
し
て
こ
れ
を
定
め
る
。

2
　
少
年
管
訓
事
件
審
理
細
則
は
、
司
法
院
が

　
こ
れ
を
定
め
る
。

3
　
少
年
管
訓
事
件
執
行
規
則
は
、
行
政
院
が

　
司
法
院
と
協
議
し
て
、
こ
れ
を
定
め
る
。

4
　
少
年
不
良
行
為
及
び
虞
犯
の
予
防
規
則

　
は
、
内
政
部
が
法
務
部
及
び
教
育
部
と
協
議

　
し
て
、
こ
れ
を
定
め
る
。

第
八
七
条
　
こ
の
法
律
は
、
中
華
民
国
六
十
年

　
（
西
暦
一
九
七
一
年
）
七
月
一
日
か
ら
、
こ

　
れ
を
施
行
す
る
。

け
た
と
き
に
限
り
こ
れ
を
審
判
に
付
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

第
六
二
条
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
四
年
一

　
月
一
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

料資

65　（2　●317）　697

、


